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国の取組に係る進捗状況総表 －国の取組－ 
 
（参考１）国内における取組 
 

 

第２次循環型社会形成推進
基本計画（以下「第２次計画」
という。）本文 
 

府
省
名 

自 主 点 検 概 要 

取組概要 進捗状況 

第２次循環型社会形成推進基本計
画（以下「第２次計画」という。）
第３回フォローアップ時からの比
較と評価 

今後の課題・見直しの方向性 

１-

① 

循環型社会づくりと低炭素
社会づくりの取組は、いずれ
も社会経済システムやライ
フスタイルの見直しを必要
とするものであり、両者の相
乗効果（シナジー）を最大限
に発揮するよう、分野横断的
な対策を推進していきます。
まず、できる限り廃棄物の排
出を抑制し、次に、廃棄物と
なったものについては不適
正処理の防止その他の環境
への負荷の低減に配慮しつ
つ、再使用、再生利用の順に
できる限り循環的な利用を
行い、なお残る廃棄物等につ
いては、廃棄物発電の導入等
による熱回収を徹底し、温室
効果ガスの削減にも貢献し
ます。また、廃棄物発電のネ
ットワーク化による安定し
た電力の供給や熱回収の進
んでいない中小廃棄物業者
などに対する熱回収促進の
ための措置など持続的な廃
棄物発電のあり方を検討し
ます。さらに、焼却施設や産
業工程から発生する中低温
熱の業務施設等での利用を

環
境
省 

○リデュース、リユース推進の取組として、
レジ袋削減の先進的な取組等を全国に情
報発信することや、先駆的な地域の容器
包装削減の取組への支援などを強化して
いる。また、リユース品に対する消費者
の意識調査やリユース事例調査等を通じ
て、更なるリユースの推進方策を検討し
ている。 

平成 21 年 10 月に富山県と共催で「ノー
レジ袋推進全国フォーラム in TOYAMA」を
開催し、レジ袋削減に係る各地の取組や課
題等について全国に情報発信を行った。 
また、容器包装廃棄物の 3R に関する地
域の各主体の連携による先進的な取組に
ついて、モデル事業として支援し、その効
果を検証し全国へ紹介することで、広範な
取組を促進させている。平成 21 年度はリ
ユース容器・通い容器を利用した総菜の量
り売り実証支援など 2R を中心に７件の事
業を全国から採択し、支援を行った。 
そのほか、平成 22 年６月より、使い捨
て飲料容器の削減を目指した「マイボト
ル・マイカップキャンペーン」を展開し、
イベントにおける普及啓発活動や大学で
の実証実験、Web サイトによる情報発信等
を行っている。 
平成 23 年２月に「我が国におけるびん
リユースシステムの在り方に関する検討
会」を設置しびんリユースの促進方策等に
ついて検討した。同年 10 月からは地域内
でびんリユースの促進を図る実証事業を
全国４カ所で実施している。 
また、平成 23 年度では、適正なリユー
スの受け皿となる事業者等の優良化に向
けた検討に加え、リユース業者と連携した
市区町村のリユースモデル事業を実施し
ている。 

レジ袋削減に係るフォーラムの
開催や、各地の 3R に係る事業に支
援を行うことにより、普及啓発事
業の更なる展開が図られたと認識
している。また、レジ袋削減の次
の取組として「マイボトル・マイ
カップキャンペーン」を新たに展
開し、更なる容器包装廃棄物の削
減を目指している。 
レジ袋削減の次の取組として
「マイボトル・マイカップキャン
ペーン」やびんリユースの促進に
係る取組を新たに展開し、更なる
容器包装廃棄物の削減を目指して
いる。 
また、リユース品に対する消費
者の意識調査やリユース事例調査
等を通じて、更なるリユースの推
進方策を検討している。 

リデュース、リユースの推進に
向けて、先進事例を随時周知する
とともに、先駆的な取組について
実証事業等を行い、一層の普及を
図る。 
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進めます。このほか、LCA の
観点を強化することで、より
効率的・効果的な 3R を推進
します。 
 
 

環
境
省 

○廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事
業（平成 22 年度より名称変更） 
・平成 15 年度より、温暖化対策に資する高
効率な廃棄物エネルギー利用施設事業や
バイオマス利用施設を整備する民間事業
者等に対して、国庫補助を行っている。 
・平成 18 年度からは従来の廃棄物発電施設
等に加え、ごみ発電ネットワーク及び熱
輸送システムを補助対象施設に加えてい
る。 
・平成 23 年度からは、電動式塵芥収集車を
補助の対象に加えている。 

廃棄物処理施設における温暖化対策事
業において、廃棄物発電施設、廃棄物熱供
給施設等の整備について、平成 20 年度に
７事業、平成 21 年度に６事業、平成 22 年
度に４事業の施設整備を推進した。 

平成 18 年度からは補助対象施
設を拡充し、温暖化対策に資する
廃棄物処理施設の整備を推進して
いる。 
平成 22 年度までに完成した事
業により、年間約 27 万トンの二酸
化炭素排出削減効果が見込まれ
る。 

引き続き、温暖化対策に資する
高効率の廃棄物エネルギー利用施
設等の整備を促進する。 
廃棄物処理法改正(平成 22 年５
月)により熱回収施設設置者認定
制度が創設されたことを受けて、
本補助事業と同認定制度の組み合
わせによりさらなる熱回収促進を
図る。 

１-

② 

また、自然の恵みを活かす太
陽光や風力などの再生可能
エネルギーの積極的な利活
用に加え、カーボンニュート
ラルな循環資源としてバイ
オマス系循環資源の有効活
用を図ります。 
具体的には、食品廃棄物の飼
料化、肥料化等や稲わら、廃
木材等のセルロースを原料
としたエタノール生産、生ご

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省 

○「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向
けた工程表」（平成 19 年２月総理報告）
に基づき、平成 23 年に規格外農産物等を
用いて、国産バイオ燃料を５万 kl 生産す
る目標達成に向けた取組を推進する。 

バイオ燃料地域利用モデル実証事業等
の進捗により、国産バイオ燃料の生産を拡
大するとともに、平成23年度は、前年度と
同様にセルロース系バイオ燃料製造技術
の研究開発を継続しつつ、将来の開発輸入
生産をにらみ資源作物の栽培から革新的
技術を用いたエタノール製造に至る一貫
生産システムの研究開発を引き続き実施
する。 
 

平成 19 年度時点において、バイ
オ燃料の本格導入を目的としたバ
イオ燃料地域利用モデル実証事業
を開始するとともに、食料と競合
しないセルロース系原料からバイ
オ燃料を製造する革新的技術開発
に着手していたところ、実証事業
の拡大、技術開発の強化等により、
着実にバイオ燃料生産拡大の取組
を進めている。 

国産バイオ燃料の生産拡大につ
いては順調に進捗していることか
ら、今後も引き続き取組を推進す
る。 
また、食料供給と両立する稲わ
らや間伐材等のセルロース系未利
用バイオマスを有効に活用するた
めの技術を確立する。 
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み等からのメタン回収を高
効率に行うバイオガス化、回
収された廃食油等からのバ
イオディーゼル燃料の生成、
木質ペレット、汚泥等の固形
燃料化などを推進します。 

農
林
水
産
省 

○（新）エコフィード（食品残さ利用飼料）
の取組（22 年度地域資源活用型エコフィー
ド増産推進事業を見直し） 
 
・ エコフィード緊急増産対策事業 
22年度の地域資源活用型エコフィード
増産推進事業を本事業に統合し、TMR セ
ンター等を活用する畜産農家集団が行う
食品残さの利用等の取組に対して支援。
また、配合飼料メーカーと食品残さ飼料
化業者が連携しエコフィードの生産・利
用を拡大させる取組、食品関連事業者と
畜産農家等とのマッチングのための情報
整備、エコフィードを給与して生産され
た畜産物の認証制度の検討等に対して引
き続き支援。 

【22 年度】 
・ 27 ヶ所の TMR センターにおいて、地
域で発生する食品残さの飼料化の取組
を実施。 
・ ３ヶ所の地域協議会において、食品残
さの配合飼料原料としての利用を実施。 
・ ６ヶ所の地域協議会において、マッチ
ングのための情報整備の取組を実施。 
・ 13 ヶ所の地域協議会において、食品
残さの飼料化実証試験等を実施。 
・ エコフィードを給与し生産された畜産
物の認証制度の構築に向け検討を実施。 
 
【23 年度】（23年 11 月現在） 
・ 23 ヶ所の TMR センターにおいて、地
域で発生する食品残さの飼料化の取組
を実施。 
・ ２ヶ所の地域協議会において、食品残
さの配合飼料原料としての利用を実
施。 
・ ３ヶ所の地域協議会において、マッチ
ングのための情報整理の取組を実施。 
・ ６ヶ所の地域協議会において、食品残
さの飼料化実証試験等を実施。 
・ ５月 30 日から開始されたエコフィー
ド利用畜産物認証制度の適正な運用の
検討及び普及等を実施。 
 
 

○事業の採択に当たっては、実効
性の高い取組みや新規性の高い
取組みを採択したことにより、
一層のエコフィード生産・利用
が進められるよう取組を推進し
ている。 
  また、23 年５月からエコフィ
ード利用畜産物認証制度の運営
を開始し、本年９月末現在で３
件の畜産物が認証されており、
今後更なる認証が見込まれると
ころ。 
 
○「食料・農業・農村基本計画」
（平成22年３月 30日閣議決定）
において、飼料自給率向上の手
段として、国産の飼料作物やエ
コフィードの利用が挙げられて
いるが、濃厚飼料自給率は平成
21 年度の 11％に対し、22 年度は
変わらず 11％であった。 
  引き続き、普及のための取組
を強化することにより、エコフ
ィード利用推進を図っていく。 

○エコフィードの利用拡大に向け
ては、原料となる食品残さの安定
的かつ効率的な収集が課題であ
る。 
引き続き、エコフィードの生
産・利用の取組に対する支援を実
施するとともに、食品リサイクル
上の制約を解決するための検討を
行うことにより、資源循環型畜産
の取組を推進していく必要。 
 
（見直し理由） 
地域資源活用型エコフィード増産
推進事業をエコフィード緊急増産
対策事業と統合したため。 

農
林
水
産
省 

○未利用間伐材等、製材工場残材等の木質
バイオマスの利活用を促進するため、公
共施設等における木質ペレット等バイオ
マスエネルギー利活用施設の整備等を行
う。 
 

○平成 18 年度は 12 地域において、平成
21 年度は８地域において、平成 22 年度
は 22 地域において木質バイオマスエネ
ルギー利活用施設の整備を実施。 
 

○木材産業における木質資源利用
ボイラーや発電機などの木質バ
イオマスエネルギー利用施設等
は増加しており、木質バイオマ
スのエネルギー利用が推進され
た。 
木くず焚きボイラー 
（平成 18年 493 施設→平成 20
年615施設→平成21年672施設） 
○木質ペレットの国内生産量は、
平成 18 年の 24 千トンから平成
21 年の 51 千トンに増加。 
 

木材生産システムとも連携し、

石炭火力発電所における未利用間

伐材等と石炭との混合利用等の大

口需要にも対応した安定的かつ効

率的な生産・搬出・流通体制の構

築を推進する。また、今後とも木

質資源利用ボイラー等の整備の推

進とともに、未利用材の利活用の

推進、木材の循環利用推進のため

の技術開発等が必要である。 

  
 
 

環
境
省 

○平成 22年 12 月に閣議決定されたバイオ
マス活用推進基本計画ではバイオマスの
種類毎の利用率目標等が定められたとこ
ろであり、廃棄物系バイオマスに係る目
標達成に向けたロードマップを作成する
ため、「廃棄物系バイオマス利用推進事
業」を実施。 
 

平成 21 年度は全国５箇所で廃棄物系バ
イオマスの分別収集及び利活用モデル事
業を実施するとともに、国内外の技術情報
等の収集・整理等を行った。平成 22 年度
は全国２箇所において乾式メタン発酵の
モデル事業を実施するとともに、地域特性
に応じた処理システムの検討を行い、市町
村担当者向けに廃棄物系バイオマスの有
効利用に係る手引きを取りまとめた。 
 

 ○平成 22年 12 月に閣議決定され
たバイオマス活用推進基本計画
ではバイオマスの種類毎の利用
率目標等が定められたところで
あり、廃棄物系バイオマスに係
る目標達成に向けたロードマッ
プを作成し、ロードマップに沿
った施策を実施していく必要が
ある。 
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経
済
産
業
省 

○新エネルギーの導入拡大に向け、バイオ
マスの高効率エネルギー転換技術の開発
や実証試験を行うとともに、地方自治体、
事業者等に対する設備設置補助を実施。 

平成 23 年度において、以下の事業を実
施中。 
○技術開発・実証試験 
・戦略的次世代バイオマスエネルギー利用
技術開発事業 
・セルロース系エタノール革新的生産シス
テム開発事業 
・バイオマスエネルギー等高効率転換技術
開発事業 
・E3 地域流通スタンダードモデル創成事
業 
○設備設置補助 
・地域再生可能エネルギー熱導入促進対策
事業 
・再生可能エネルギー熱事業者支援対策事
業 
 

平成 19 年度時点において実施
していた技術開発、実証試験、設
備設置補助については、継続して
実施している。 
加えて、平成 20 年３月に「バイ
オ燃料技術革新計画」（バイオ燃
料技術革新協議会）を策定し、食
料と競合しないセルロース系バイ
オ燃料製造技術に関する研究開発
に積極的に取り組むなど、バイオ
マスエネルギー導入拡大に向けた
取組を進めている。 
エネルギー基本計画（平成 22 年
６月閣議決定）で、2020 年におけ
るバイオ燃料の導入目標（全国の
ガソリンの３％相当以上の導入を
目指す。）が定められ、それの達
成に向けてさらなるバイオマスエ
ネルギー導入拡大に向けた取組を
進めている。 

○バイオマス利活用においては、
より高効率に、より経済的にエ
ネルギー転換することが重要で
あるため、次世代技術を含めた
技術開発を実施。 
○需要増加が見込まれる輸送用バ
イオ燃料は重要であるが、流通
するバイオ燃料がサトウキビ等
の食料に由来することが多いた
め、食料との競合を回避すべく、
セルロース系原料からバイオ燃
料を製造する技術開発等を実
施。 
○バイオマスエネルギーの利用拡
大に向けては、原料となる木質
系廃材や間伐材、廃食用油など
原料の収集が課題である。 
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○下水汚泥関係 
・「京都議定書目標達成計画」や「バイオ
マス・ニッポン総合戦略」に基づき、下
水汚泥の緑農地利用や建設資材利用、バ
イオガス等のエネルギーとしての有効利
用を推進 
・下水汚泥資源化・先端技術誘導プロジェ
クト（LOTUS Project）を推進（平成 17
～20 年度） 
・下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロ
ジェクト）を推進（平成 23 年度～） 

○下水汚泥のリサイクル 
平成 15 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 64％ 
平成 16 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 67％ 
平成 17 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 70％ 
平成 18 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 74％ 
平成 19 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 77％ 
平成 20 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 78％ 
平成 21 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 77％ 
 
○下水汚泥の緑農地利用、エネルギー利用 
平成 20 年度の下水道バイオマスリサイ
クル率は約 24％ 
 
○新世代下水道支援事業制度として、平
成 18 年度に下水汚泥を消化し、得られ
た消化ガスを発電の燃料や天然ガス自
動車の燃料として有効利用する事業を
１件採択した。また、生ゴミ等を受入
れ、下水汚泥と併せて消化し、得られ
た消化ガス等有効利用する事業を平成
17 年度に１件、平成 21 年度に２件、平
成 22 年度に１件採択した。さらに、下
水汚泥をガス化し、エネルギーとして
活用する事業を平成20年度に１件採択
した。 
 
○下水汚泥資源化・先端技術誘導プロジ
ェクト（LOTUS Project）の推進 
技術開発推進した（平成 17～20 年度） 
○下水道革新的技術実証事業（B-DASH プ
ロジェクト）による、下水汚泥のエネル
ギー化技術等の実証を推進した。 
 
 
 

○下水汚泥のリサイクル 
約 78％（平成 20 年度）の下
水汚泥がリサイクルされてお
り、循環型社会の推進に向け
て引き続き下水汚泥のリサイ
クルを推進する。 
 
○下水汚泥の緑農地利用、エネル
ギー利用 
  下水汚泥中の有機物のうち
肥料などの緑農地利用、バイオ
ガス・汚泥燃料等としてエネル
ギー利用されたものは、約 24％
（平成 20 年度）であり、目標
達成に向け取組を推進。 
 

○下水汚泥リサイクル率 
平成 19 年度末の目標値
(68％)を既に達成しており、よ
り一層の推進を図る。 
○下水道バイオマスリサイクル率 
社会資本整備重点計画に示さ
れた平成 23 年度末の目標値
（39%）の達成に向けて、下水汚
泥のエネルギー利用等を引き続
き支援 
○下水道革新的技術実証事業
（B-DASH プロジェクト）の推進 
下水汚泥のエネルギー化技術
等の実証・普及を推進。 
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１-

③ 

また、循環資源の輸送にあた
っては、トラック輸送に、環
境負荷の低い船舶や鉄道に
よる輸送を組み合わせたモ
ーダルシフトを進めること
で、広域的かつ効率的な静脈
物流システムの構築を推進
し、低炭素社会づくりにも寄
与します。 

国
土
交
通
省 

静脈物流システムの構築(1) 
静脈物流ネットワークの拠点としてのリサ
イクルポートの指定や、岸壁・ストックヤ
ード等の静脈物流基盤の整備を進めてきた
ところであるが、更なる物流コストの削減
が課題となっている。循環資源の適正な取
扱を確保した上で、引き続き、効率的な静
脈物流システムの構築を推進していく必要
がある。 
 
＜リサイクルポートにおける企業立地数＞ 
 目標値：188 社（平成 19 年度）→230 社
（平成 24 年度） 

○平成 22 年度までに、22 港をリサイクル
ポートに指定し、重点的に静脈物流基盤
の整備を行っている。 
○静脈物流ネットワークの構築に向けリ
サイクルポート推進協議会との連携を
促進している。 
○「港湾における循環資源の取扱に関する
指針」を平成 22 年９月に策定した。 
 
○地方公共団体等が整備する建屋・ストッ
クヤード等の保管機能施設の整備に対
し、国庫補助による支援を実施してい
る。 
 
 

平成 22年度の企業立地数は 218
社で、平成 21 年度より２社減少し
ているが、これまでの立地数の推
移を維持すれば目標値を達成する
ことができる見込みである。（第
1次基本計画（第４回フォローア
ップ時）以降、取組指標を「循環
資源国内輸送コスト低減率」から
「リサイクルポート指定港におけ
る企業立地数」に変更している。）。 

静脈物流基盤の整備、官民の連
携促進等を引き続き推進してい
く。 
 

国
土
交
通
省 

○静脈物流システムの構築(2) 
 
・平成 23 年度新規施策として、環境負荷が
小さい鉄道、船舶へ輸送手段の転換（モ
ーダルシフト）を図り、かつ CO2 排出削
減効果が高い事業に対し支援を行う制度
を創設。 

平成 23 年度において、モーダルシフト
を行い、産業廃棄物等を輸送する事業に対
し支援予定。 

平成 23 年度新規施策 引き続き、環境負荷が小さい鉄
道、船舶へ輸送手段を転換する事
業（モーダルシフト）に対し支援
を実施していく。 

１-

④ 

資源採取に伴う自然破壊の
防止や自然界における適正
な物質循環の確保に向け、  
生物多様性の保全にも配慮
しながら、天然資源のうち化
石燃料や鉱物資源等の自然
界での再生が不可能な資源
の代替材料開発、効率的な使
用、使用量の増大の抑制を進
めます。 
 

経
済
産
業
省
、
環
境
省 

○平成20年度より適正かつ効果的なレアメ
タルのリサイクルシステムの構築を目指
すべく、使用済小型家電の回収モデル事
業を実施し、効率的・効果的な回収方法
の検討を行うとともに、回収された使用
済小型家電に係るレアメタルの含有実態
の把握や、使用済小型家電のリサイクル
に係る有害性の評価及び適正処理などに
ついての検討などを行っている。 
 
 

○平成 20 年度にモデル事業を行った３地
域に加え、平成 21 年度に事業の対象地
域の追加公募を実施し、８件の応募のう
ちから新たに４地域を採択し、合計全国
７地域でモデル事業を実施。平成 23 年
度も、それらの地域で継続実施中。 
○「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部
会小型電気電子機器リサイクル制度及
び使用済製品中の有用金属の再生利用
に関する小委員会」において効率的・効
果的な回収方法の検討、回収された使用
済小型家電の解体・分別、レアメタルの
含有実態の把握、使用済小型家電の処理
に係る有害性の評価及び適正処理、リサ
イクルシステムのあり方などについて
検討しているところ。 
○「産業構造審議会環境部会廃棄物・リサ
イクル小委員会」において、資源確保の
観点から、レアメタル等を含む主要製品
全般を横断的に対象として、レアメタル
等のリサイクルに係る最適な対応策に
ついて検討を開始したところ。 
 

○平成 20 年度より経済産業省と
環境省の共同で開催してきた
「使用済小型家電からのレアメ
タルの回収及び適正処理に関す
る研究会」の成果を踏まえ、リ
サイクルシステムの経済性を評
価し、リサイクルシステム構築
に向けた検討を行い、平成 23
年４月に最終報告書をとりまと
めた。 

○「中央環境審議会廃棄物・リサ
イクル部会小型電気電子機器
リサイクル制度及び使用済製
品中の有用金属の再生利用に
関する小委員会」における審議
結果をふまえ、小型家電のリサ
イクル制度の構築を図る。 
 
○「産業構造審議会環境部会廃棄
物・リサイクル小委員会」にお
いては、回収量の確保や国内資
源循環の促進及び技術開発と
いった様々な課題について検
討を重ね、資源確保を念頭にお
いたリサイクルシステムの構
築を目指す。 



- 7 - 
 

国
土
交
通
省 

○下水道に存在する未利用リン資源の活用 
 

○平成 20 年度に「下水・下水汚泥からの
リン回収・活用に関する検討会」を設置
し、平成 21 年度に、「下水道における
リン資源化検討会」を開催。これらの検
討を踏まえ平成 22 年３月に「下水道に
おけるリン資源化の手引き」を取りまと
めた。 

○平成 20 年度より経済産業省と
環境省の共同で開催してきた
「使用済小型家電からのレアメ
タルの回収及び適正処理に関す
る研究会」の成果を踏まえ、リ
サイクルシステムの経済性を評
価し、リサイクルシステム構築
に向けた検討を行い、平成 23
年４月に最終報告書をとりまと
めた。 

○リン資源化の手引きの周知を
進め、引き続き、リン資源化の
事業実施を支援。 
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文
部
科
学
省
、
経
済
産
業
省 

○希少元素の代替技術・有効利用技術など
の開発のため「元素戦略/希少金属代替材
料開発プロジェクト」を推進する。 
 

【元素戦略プロジェクトについて】 
○平成 19 年度採択の７課題を推進中。7
課題中 5課題については、実用化へ結び
つく研究成果が得られ、残り 2課題につ
いても実用化を目指した研究を推進中。 
○平成 20 年度採択の５課題を推進中。ユ
ビキタス元素のみを用いた新規酸化物
系材料探索におけるランタンフリー超
伝導材料（臨界温度 29K）の確認のほか、
透明電極の実用化に向けて大きく前進
する成果が得られた。 
○平成 21 年度採択 4課題を推進中。ナト
リウムイオン二次電池の開発について
実用化に結びつく成果が得られつつあ
る。 
【希少金属代替材料開発プロジェクトに
ついて】 
平成 19 年度からは以下を実施。 
○透明電極向けインジウム（目標 50％削
減） 
現状・成果：酸化亜鉛代替でラボレベル
において、75％削減を達成。また、20
インチの液晶カラーディスプレイの試
作に成功。 
○希土類磁石向けディスプロシウム（目標
30％削減） 
現状・成果：結晶粒微細化技術による保
磁力向上により、ラボレベルで 40％ま
で削減に成功。 
○超硬工具向けタングステン（W）（目標
30％削減） 
現状・成果：金属とセラミックスのハイ
ブリッド材料の試作により、ラボレベル
で 20％まで削減に成功。 
平成 21 年度からは以下を実施。 
○排ガス浄化向け白金族（目標 50％削減） 
現状・成果：新たな触媒設計・触媒活性
種の提案などによりラボレベルで 40％
まで削減に成功。 
○精密研磨向けセリウム（目標 30％削減） 
現状・成果：有機無機複合砥粒の開発等
により研磨特性を 50％以上改善。 
○蛍光体向けテルビウム・ユーロピウム
（目標 80％削減） 
現状・成果：新蛍光体の組み合わせ等
によりラボレベルで 20％まで削減に成
功。 
 

元素戦略プロジェクトについて
は、左記に示すように、平成 19 年
度に7課題、平成20年度に５課題、
平成 21 年度に４課題採択し、研究
開発を推進。平成 21 年度採択課題
について中間評価を実施完了。 
 
希少金属代替材料開発プロジェ
クトについては、平成 22 年度補正
予算で排ガス触媒浄化向けセリウ
ム、透明電極向けグラフェンの研
究開発及び希少金属代替・削減技
術実用化開発助成事業を追加し
た。 
 
 

○元素戦略プロジェクト中間評価
結果等を踏まえ、引き続き着実
に推進するとともに、経済産業
省とも連携しつつ推進してい
く。 
 
○希少金属代替材料開発プロジェ
クト中間評価結果等を踏まえ、
引き続き着実に推進するととも
に、文部科学省とも連携しつつ
推進していく。 
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    ○平成 21 年度２次補正予算でディスプロ
プロシウムを使用しない革新的な磁石
の研究開発を実施。（目標純度 80％以
上の窒化鉄の微粒子を作成） 
現状・成果：純度 90％以上の窒化鉄の
微粒子を作成。 
 

  

１-

⑤ 

また、自然界から新たに採取
する資源については、長期に
わたって使用可能な質の高
い住宅をはじめ、製品をでき
る限り長期間社会で使用す
ることを推進するとともに、
いったん使用済みとなった
ものでも循環資源としての
利用やエネルギー回収を徹
底することにより、最終処分
量の抑制を図ります。 

国
土
交
通
省 

○長期にわたって使用可能な質の高い住宅
ストックを形成するため、長期優良住宅
認定制度の運用、認定長期優良住宅に対
する税制上の特例措置の実施、長期優良
住宅先導事業の実施等の取組を進めてい
る。 

○平成 21 年６月４日に長期優良住宅の普
及の促進に関する法律が施行。 
 
○長期優良住宅の認定申請図書の簡素化
を図るための省令改正を実施（平成 22
年６月１日施行）。 
 
○同法に基づく長期優良住宅建築等計画
の認定状況  
 ・平成 21 年度 57,127 戸 
 ・平成 22 年度 103,712 戸 
 ・平成 23 年度 66,269 戸 
 （平成 23 年 4月～平成 23 年 10 月の累
計） 
     
○認定長期優良住宅に係る税制の特例措
置の継続実施 
 
○長期優良住宅先導事業では住宅の長寿
命化に向けた事業の提案を公募し、優れ
た提案には事業費用の一部補助を実施。 
・平成 20 年度  88 件採択 
・平成 21 年度  113 件採択 
・平成 22 年度   108 件採択 
・平成 23 年度  25 件採択 
   
 
 

○制度導入以降、長期優良住宅は
着実に増加している。 

○ストック重視の住宅政策に転換
し、長期にわたって使用可能な
質の高い住宅ストックの形成
が課題となっており、引き続き
長期優良住宅の普及を促進す
る必要がある。 
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１-

⑥ 

また、自然界での再生可能な
資源の活用にあたっては、生
物多様性の保全に配慮しな
がら、持続可能な利用を推進
することが必要です。 
このような観点も踏まえ、新
たなバイオマス・ニッポン総
合戦略（平成 18 年３月）に
基づくバイオマス等の利活
用の促進や森林の適切な整
備・木材利用の推進を図りま
す。 
 
 

農
林
水
産
省
（
内
閣
府
・
総
務
省
・
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
） 

○地球温暖化の防止、循環型社会の形成、
戦略的産業の育成、農林漁業・農山漁村
の活性化を目的とし、平成 14年 12 月に
｢バイオマス・ニッポン総合戦略」を閣議
決定し、平成 22 年を目途に、バイオマス
の総合的な利活用に向けた取組を推進。 
これまでの取組をさらに促進し、京都
議定書発効等の戦略策定後の情勢の変化
に対応するため、平成 18 年３月に「バイ
オマス・ニッポン総合戦略」を見直し、
引き続き本戦略に基づき、積極的にバイ
オマスの総合的な利活用に向けた取組を
推進。 
（平成 22 年目標） 
・技術的観点：エネルギー変換効率の
向上 等 
・地域的観点：バイオマスタウンを 300
市町村程度構築 
・全国的観点：廃棄物系バイオマス：
炭素量換算で 80％以上利活用等 

○バイオマス活用推進基本法に基づく、
「バイオマス活用推進基本計画」を平成
22 年 12 月に閣議決定。 
 
○地域の創意工夫に基づくバイオマスを
効率的・総合的に利用する「バイオマス
タウン構想」を募集し、関係府省が連携
し支援。 
 ・バイオマスタウン構想を公表した市
町村数 
平成 16 年度末時点 13 件 
平成 17 年度末時点 44 件 
平成 18 年度末時点 90 件 
平成 19 年度末時点 136 件 
平成 20 年度末時点 196 件 
平成 21 年度末時点 268 件 
平成 22 年度末時点 303 件 
平成 23 年４月末時点 318 件 
 
○「バイオ燃料技術革新計画」（平成 20
年３月バイオ燃料技術革新協議会）に基
づき、2015 年から 2020 年に 40 円／リ
ットルの製造コスト実現を目指し、食料
と競合しないセルロース系バイオ燃料
製造技術に係る研究開発を推進。 
○バイオ燃料の導入促進に係る環境を整
備するため、バイオ燃料を混合してガソ
リンを製造する場合に、その混合分に係
る揮発油税及び地方道路税の免税措置
を開始（平成 21 年２月 25 日より平成
25 年３月 31 日までの５年間）。 
○「エネルギー供給事業者による非化石エ
ネルギー源の利用及び化石エネルギー
原料の有効な利用の促進に関する法律」
を制定し（平成 21 年７月成立、８月施
行）、エネルギー供給事業者による一定
量の非化石エネルギー源の利用を義務
付け。 
○「エネルギー基本計画」を平成 22 年６
月に制定し、2020 年に全国のガソリン
の３％以上にバイオ燃料を導入する。 
 

○バイオマスの利活用について
は、廃棄物系バイオマスは着実な
成果が認められるものの、未利用
バイオマスの利活用はわずかし
か進んでいない状況である。目標
達成に向け、バイオマスの総合的
な利活用に向けた取組を推進。 
 
 
・バイオマス利活用率 
  14 年  →  22 年 
廃棄物系バイオマス   
68％  →  86％ 
未利用バイオマス    
21％  →  17％ 

 

○国産バイオ燃料の安定供給に向
け、農林漁業者とバイオ燃料製
造業者による連携促進や収集・
運搬コストの低減、資源作物の
開発等の技術・研究開発に対す
る支援が必要。 
 
○平成 22年 12 月に閣議決定した
「バイオマス活用推進基本計
画」に基づき、バイオマスの活
用を推進。 
 
 
（平成 32（2020）年目標） 
・バイオマスの利用量：約 2600 万
炭素トン 
・バイオマスの利用率目標 
家畜排泄物：約 90％ 
下水汚泥：約 85％ 
黒液：約 100％ 
紙：約 85％ 
食品廃棄物：約 40％ 
製材工場等残材：約 95％ 
建築発生木材：約 95％ 
農作物非食用部（すき込み除
く）：約 45％ 
林地残材：約 30％以上 

 

農
林
水
産
省 

○森林・林業基本法に基づき、森林の各機
能を高度に発揮するため、森林の整備・
保全を推進。 

京都議定書森林吸収目標 1300 万炭素ト
ンの達成に向け、平成 19 年度から６年間
にわたり毎年55万haの間伐等の森林整備
を推進する必要があり、目標達成に向け、
森林整備を推進しているところ。 

○森林・林業基本計画（平成 23 年
7月 26 日閣議決定）において、
森林の有する多面的機能の発揮
並びに林産物の供給及び利用に
関する目標等を定めた。 
○平成 21 年度には、約 59万 ha の
間伐を完了し、前年に引き続き十
分な実行が確保された。 

○森林の重視すべき機能に応じた
多様な森林の整備・保全を推進。 
○京都議定書森林吸収目標達成に
向け、間伐等の森林整備を着実
に推進。 
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農
林
水
産
省 

○人や環境に優しく、再生産可能な資材で
ある木材の循環利用等を促進するため、
リサイクルやダイオキシン対策等の環境
保全や合理的な加工・流通施設等の整備
による木材産業の体質強化や森林所有者
から住宅生産者までの関係者の連携によ
る「顔の見える木材での家づくり」の取
組に対する支援を実施。 

○平成 22 年度は、３企業(３工場)による
環境保全施設整備等の導入に対し利子
助成措置を実施した。(Ｈ21 年度は４企
業（４工場）、Ｈ20 年度は７企業（７
工場）、H19 年度は９企業(９工場)に対
して実施) 
○平成 20 年度から、森林所有者から住宅
生産者までの関係者の連携による「顔の
見える木材での家づくり」の取組を支援
するため、住宅生産者、住宅産業関係者
に対する技術講習会の開催、「顔の見え
る木材での家づくり」の優良事例の選定
と普及を実施。平成 21 年度からは「顔
の見える木材での家づくり」グループの
ネットワーク化や地域材を活かした「地
域型住宅づくり」に対して技術指導等を
支援。 

「顔の見える木材での家づく
り」に取組む団体数が、281 団体
（平成 19 年）→325 団体（平成 22
年）に増加するなど、一定の効果
が見られた。 

環境保全等に対応した合理的な
木材産業の加工・流通体制の整備
や、森林所有者から木材産業関係
者、住宅生産者までの地域の関係
者等が一体となった「顔の見える
木材での家づくり」の情報提供な
どにより普及を推進。 

農
林
水
産
省 

○未利用間伐材等や製材工場残材等の木質
バイオマスの利活用を促進するため、公
共施設等における木質バイオマスエネル
ギー利用施設や、未利用間伐材等の効率
的な収集・運搬に資する機材の整備等を
行う。 
 
○未利用間伐材等の搬出・運搬コスト低減
のための先進的・実証的な取組や木質ペ
レット等の流通体制の整備等に対する支
援を実施。 
 
○また、製材業、木材販売業等を営む企業
（個人）が行う、木くずを燃料とする木
くず焚きボイラーやダイオキシンの発生
を抑制する焼却炉等のリース方式での導
入に対し、そのリース料の一部を助成す
る。 
さらに、人や環境に優しく、再生産可能
な資材である木材の循環利用を推進する
ための新技術・新製品の開発を促進する。 

○平成 18 年度は 12 地域において、平成
21 年度は８地域において、平成 22 年度
は 22 地域において木質バイオマスエネ
ルギー利用施設等の整備を実施。 
○平成 21 年度は、公募により選定された
民間団体により、未利用間伐材等の搬
出・運搬コスト低減のための先進的・実
証的な取組（15 課題）や、木質ペレッ
ト等の流通体制の整備等（７課題）を実
施。 
○ 平成 22 年度は、流通コーディネータ
ーが供給者と需要者のニーズを的確に
結びつけることによる取引の大ロット
化・安定化、林地残材の搬出・運搬コス
トの削減のための取組や木質ペレット
等の流通体制の整備等を実施。○平成
18 年度は、民間企業等に対する公募方
式により、木質廃棄物の抑制・再利用等
環境負荷の少ない木材加工や木材利用
等に関する技術開発を１課題（平成 17
年度３課題）選定し、実施。 
○これまで、26 企業に対して木くず焚き
ボイラー等の導入に対するリース料の
一部助成を実施。(平成 22 年度末現在) 
○平成 23 年度において、未利用間伐材等
を新たなエネルギーやマテリアルとし
て活用する技術開発を５課題実施中。 

木材産業における木質資源利用
ボイラーや発電機などの木質バイ
オマスエネルギー利用施設等は増
加しており、木質バイオマスのエ
ネルギー利用が推進された。 
 
木くず焚きボイラー 
（平成 18年 493 施設→平成 20 年
615 施設→平成 21年 672 施設） 

木材生産システムとも連携し、
石炭火力発電所における未利用
間伐材等と石炭との混合利用等
の大口需要にも対応した安定的
かつ効率的な生産・搬出・流通体
制の構築を推進する。また、今後
ともチップ製造施設、発電施設や
木質資源利用ボイラー等の整備
の推進とともに、未利用材の利活
用の推進、木材の循環利用推進の
ための技術開発等が必要である。 

１-

⑦ 

さらに、化学肥料や化学合成
農薬の使用低減等による環
境保全型農業や漁場環境の
改善に資する持続的な養殖
業等環境保全を重視した農
林水産業を推進するととも
に、都市部における雨水や農

農
林
水
産
省 

○海洋環境等への負荷を低減させるため、
水産廃棄物等の再資源化施設、処理施設
の整備を実施。 

平成16年度２施設、平成17年度４施設、
平成 18 年度２施設、平成 19 年度 1施設、
平成 21 年度３施設の水産廃棄物等処理施
設の整備を実施。 

第２回フォローアップから前回
フォローアップの間に 12 施設を
実施しており、水産廃棄物等の再
資源化及び処理の推進に貢献し
た。 

今後も循環型社会を支えるため
の水産廃棄物等処理施設の整備を
推進する必要がある。 
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山村における稲わら、里地里
山等の利用・管理によって生
じる草木質資源など未利用
自然資源の利用を促進しま
す。 
 
 

農
林
水
産
省 

○食料供給と両立できる稲わら等のソフト
セルロース系原料の収集・運搬からバイ
オ燃料の製造・利用までの技術を確立す
る取組を行う 

○稲わら等のソフトセルロース系原料か
ら効率的にバイオ燃料を製造するため
に、原料の収集運搬からバイオ燃料の製
造までの一貫した技術を確立する事業
を平成 20 年度に創設。 
○平成 20 年度に３地区、平成 21年度に１
地区で事業を開始。 
 
 

平成 22 年度に１地区事業が完
了し、平成 23 年度は３地区で事業
を実施。 

○国産バイオ燃料の生産拡大に向
け、薄く広く存在する稲わら等
の原料の収集・運搬から燃料製
造までの各段階の技術を確立す
る必要がある。 
 

農
林
水
産
省 

「農林水産省生物多様性戦略」（平成 19 年
７月）に基づき、田園地域・里地里山の保
全（環境保全型農業の推進、生物多様性に
配慮した生産基盤整備の推進等）など生物
多様性保全をより重視した農林水産施策を
推進する。さらに、①生物多様性基本法（平
成 20 年６月）や生物多様性地域連携促進法
（平成 22年 12 月）等の国内における動向、
②平成 22 年の生物多様性条約第 10 回締約
国会議（COP10）及びカルタヘナ議定書第 5
回締約国会議（MOP5）での成果、及び、③
東日本大震災の発生等を踏まえて、戦略の
見直しを実施する。 

田園地域・里地里山の保全、森林の保全、
里海・海洋の保全など、生物多様性保全を
重視した農林水産施策を推進。 
特に、 
 
平成 23 年度は、生物多様性保全面からみ
た農林水産業や農山漁村資源管理活動の
経済的評価に関する国内外の事例を調査
し、日本の農林水産業の実情に適した評価
方法等の検討を行う。 
 

平成 19 年７月に策定した「農林
水産省生物多様性戦略」に基づく
施策については、平成 20 年度以降
の予算に反映しており、着実に推
進している。 
また、農林水産省生物多様性戦
略の見直しを実施しているとこ
ろ。 

戦略の見直しを踏まえ、着実に
生物多様性を重視した農林水産業
を推進していく。 

環
境
省 

（新） 
○「里地里山保全活用行動計画」（平成 22
年 9月）に基づき、里地里山の保全活動
の促進を図るため、自然資源の新たな利
活用手法として里地里山の保全活動によ
り生じた草木質系バイオマス資源の利活
用の促進を図る。 

○平成 23 年 6 月に里地里山の保全活動に
より生じた草木質系バイオマスの利活
用に取り組んでいる全国の事例を収集
し事例集としてデータベース化しＨＰ
により全国に発信。 
○野生生物の生息環境から発生するバイ
オマス利用による地域活性化手法につ
いての検討を開始。 

 ○里地里山の保全活動から発生す
るバイオマス資源は少量である
ことからバイオマス利用による
採算性が合わない場合が多い。
このため、収集・運搬・活用を
含め採算性の合うバイオマス設
備技術の構築が必要。 
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２-

① 

地域の特性を活かし、かつ、
循環資源の性質に応じて最
適な規模の「地域循環圏」の
形成を推進し、地域活性化に
つなげていきます。 
地域循環圏は、各主体が相互
の連携・協働（つながり力）
を通じて、各々の役割を積極
的に果たしていくことで形
成されます。 
国にあっては、国際・全国レ
ベルで、また地方環境事務所
をはじめとする地方支分部
局を活用してブロックレベ
ルで、地方公共団体の取組支
援など各主体が連携・協働で
きるようコーディネーター
としての役割を果たし、国と
地方を中心に各主体が構想
段階から協働して地域計画
を策定し、循環型社会の形成
のための基盤の整備を推進

環
境
省 

○地方の実情に応じた地域循環圏の構築に
向けて、環境本省や地方環境事務所を中
心に、関係府省・地方支分部局、関係都
道府県・市町村、地方産業界、NPO/NGO
等の関係主体の連携協働により、循環資
源の性質に応じた複層的な望ましい循環
の姿とそのために必要な取組・事業をま
とめた地域計画を策定する。また、各省
連携による基盤整備等の支援も活用し、
循環型社会を低炭素社会、自然共生社会
と一体的に構築していくために地域循環
圏を総合的・計画的に実現する。 

○全国７ブロックにおいて、地方環境事務
所がコーディネーターとなり、地方自治
体や関係府省出先機関を含めた関係主
体で構成される協議会を設置し、最適な
規模の地域循環圏を形成するために必
要な情報把握や情報提供を行うととも
に、地域の特性や循環資源の性質等に応
じて最適な規模の循環を形成する地域
計画策定に向けた調査、検討を実施。 
○地域循環圏形成のためのガイドライン
や評価ツールの策定、具体的な施策の検
討を進めている。 

○循環資源ごとに地域の特性を踏
まえて最適な循環の範囲の検討
を推進。 

○事業の効果的・効率的な実施及
び実施結果の定量的な評価を行
い、地域循環圏を形成するため
の仕組みづくりについて課題や
問題点を整理する。 
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していきます。 
地域循環圏の形成は循環資
源の性質に基づくことから、
廃棄物の適正処理を前提に、
温暖化対策や生物多様性の
保全などの環境面や希少性
や有用性などの資源面、さら
に輸送効率や処理コストな
どの経済面の各観点から、循
環資源ごとに地域の特性を
踏まえて最適な循環の範囲
の検討を進めていきます。 
一方、一定の地域のみで発生
する又は腐敗しやすい等の
特徴を持つバイオマス系循
環資源はその地域において、
また高度な処理技術を要す
るものはより広域的な地域
で、といったように、最適な
循環圏の規模が一定程度明
確なものについては、その形
成を以下のように進めます。 
バイオマス系循環資源につ
いては、コミュニティや地域
レベルでの循環を念頭に、新
たなバイオマス・ニッポン総
合戦略に基づき、市町村が中
心となって、広く地域の関係
者の連携の下、総合的なバイ
オマス利活用システムを構
築する「バイオマスタウン」
構想の取組を関係者一体と
なって広げます。 
 

農
林
水
産
省
（
内
閣
府
・
総
務
省
・
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
） 

（再掲） 
○地球温暖化の防止、循環型社会の形成、
戦略的産業の育成、農林漁業・農山漁村
の活性化を目的とし、平成 14年 12 月に
｢バイオマス・ニッポン総合戦略」を閣議
決定し、平成 22 年を目途に、バイオマス
の総合的な利活用に向けた取組を推進。 
これまでの取組をさらに促進し、京都議
定書発効等の戦略策定後の情勢の変化に
対応するため、平成 18 年３月に「バイオ
マス・ニッポン総合戦略」を見直し、引
き続き本戦略に基づき、積極的にバイオ
マスの総合的な利活用に向けた取組を推
進。 
（平成 22 年目標） 
・技術的観点：エネルギー変換効率の
向上 等 
・地域的観点：バイオマスタウンを 300
市町村程度構築 
・全国的観点：廃棄物系バイオマス：
炭素量換算で 80％以上利活用等 

○バイオマス活用推進基本法に基づく、
「バイオマス活用推進基本計画」を平成
22 年 12 月に閣議決定。 
 
○地域の創意工夫に基づくバイオマスを
効率的・総合的に利用する「バイオマス
タウン構想」を募集し、関係府省が連携
し支援。 
・バイオマスタウン構想を公表した市町村
数 
平成 16 年度末時点 13 件 
平成 17 年度末時点 44 件 
平成 18 年度末時点 90 件 
平成 19 年度末時点 136 件 
平成 20 年度末時点 196 件 
平成 21 年度末時点 268 件 
平成 22 年度末時点 303 件 
平成 23 年４月末時点 318 件 
 
○「バイオ燃料技術革新計画」（平成 20
年３月バイオ燃料技術革新協議会）に基
づき、2015 年から 2020 年に 40 円／リ
ットルの製造コスト実現を目指し、食料
と競合しないセルロース系バイオ燃料
製造技術に係る研究開発を推進。 
○バイオ燃料の導入促進に係る環境を整
備するため、バイオ燃料を混合してガソ
リンを製造する場合に、その混合分に係
る揮発油税及び地方道路税の免税措置
を開始（平成 21 年２月 25 日より平成
25 年３月 31 日までの５年間）。 
○「エネルギー供給事業者による非化石エ
ネルギー源の利用及び化石エネルギー
原料の有効な利用の促進に関する法律」
を制定し（平成 21 年７月成立、８月施
行）、エネルギー供給事業者による一定
量の非化石エネルギー源の利用を義務
付け。 
○「エネルギー基本計画」を平成 22 年６
月に制定し、2020 年に全国のガソリン
の３％以上にバイオ燃料を導入する。 
 

○バイオマスの利活用について
は、廃棄物系バイオマスは着実な
成果が認められるものの、未利用
バイオマスの利活用はわずかし
か進んでいない状況である。目標
達成に向け、バイオマスの総合的
な利活用に向けた取組を推進。 
 
 
・バイオマス利活用率 
14 年 → 22 年 
廃棄物系バイオマス 
68％ → 86％ 
未利用バイオマス 
21％ → 17％ 

 

○国産バイオ燃料の安定供給に向
け、農林漁業者とバイオ燃料製造
業者による連携促進や収集・運搬
コストの低減、資源作物の開発等
の技術・研究開発に対する支援が
必要。 
 
○平成 22年 12 月に閣議決定した
「バイオマス活用推進基本計画」
に基づき、バイオマスの活用を推
進。 
 
（平成 32（2020）年目標） 
・バイオマスの利用量：約 2600 万
炭素トン 
・バイオマスの利用率目標 
家畜排泄物：約 90％ 
下水汚泥：約 85％ 
黒液：約 100％ 
紙：約 85％ 
食品廃棄物：約 40％ 
製材工場等残材：約 95％ 
建築発生木材：約 95％ 
農作物非食用部（すき込み除
く）：約 45％ 
林地残材：約 30％以上 
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 また、食品リサイクル法に基
づく食品リサイクル・ループ
の認定など、関係者の連携・
協働により大都市、地方都市
など地域の特性に応じた、食
料やエネルギーなどの地産
地消の体制を構築します。 

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
環
境
省 

○食品リサイクル法に係る施策の充実・強
化 
食品の売れ残りや食べ残しにより、又は
食品の製造過程において大量に発生して
いる食品廃棄物について、発生抑制と減
量化により最終的に処分される量を減少
させるとともに、飼料や肥料等の原材料
として再生利用するため、食品関連事業
者（製造、流通、外食等）による食品循
環資源の再生利用等を促進。 

食品循環資源の再生利用等の実施率(平成
21 年度実績) 
食品製造業  93％（前年度 93％） 
食品卸売業  58％（前年度 59％） 
食品小売業   36％（前年度 37％） 
外食産業   16％（前年度 13％） 
食品産業合計  81％（前年度 79％） 
 
 
○平成 19 年６月の食品リサイクル法改正
により措置された、食品リサイクルルー
プの構築を要件とする新たな再生利用
事業計画については、平成 23年 10 月末
現在で計 33 件が認定されている。 
 

再生利用等の実施率は伸びてお
り、食品リサイクル制度が徐々に
定着してきていると考えられる。 
再生利用事業計画の認定について
は、ほぼ毎月新たな認定実績が生
まれており、順調に制度が活用さ
れていると認識される。 

資源を無駄なく活用し、環境と
の調和と食品産業の体質強化を同
時に追求するためには、食品ロス
の削減と食品廃棄物を資源として
効率的かつ最大限リサイクルする
ことが必要。そのためには、 
①食品廃棄物等の発生抑制の目標
値の策定 
②食品関連事業者による食品リサ
イクル・ループ構築の取組や飼
肥料化設備導入の推進 
等に取り組んでいく。 

２-

② 

また、民間団体や自治体が回
収・処理を行う生ごみの肥料
化や廃油の飼料化・バイオ燃
料化などの再資源化活動を
営利的・持続的に行ういわゆ
る地域コミュニティ・ビジネ
スの育成を図ります。 

環
境
省 

（廃） 
○循環型社会地域支援事業 
NPO/NGO や事業者が地方公共団体と連携
して行う循環型社会の形成に向けた取組
で、他の地域のモデルとなるような事業
を公募して社会実験として実証事業を行
うことにより、循環型社会の形成に向け
た地域からの取組の展開を促進する。 

平成 22 年度は 32 件応募があり、以下の７
件の事業を採択して実証事業を実施した。 

・逗子湘南アップサイクルプロジェクト 
～3R meets Creative power～ 
・広がれ！小瀬エコスタジアムプロジェク
ト 
・身近なところでのリサイクルと若者など
の就労支援 
・竹・土・水の社会循環型 3R 事業 
～近江八幡の三方よしを活かして～ 
・京流「始末」「もったいない」から始め
る 2R スタイルプロジェクト 
・「衣類」も「人」も地域で活かされ循環
する、持続可能な市民参加型ソーシャル
ビジネス実証実験（環境と福祉のコラ
ボ） 
・五島内空きびんリユース・ネットワーク
づくり 
 

 平成 23 年度以降業務見直しに
より実施しないこととなった。 

２-

③ 

さらに、家畜排せつ物や下水
汚泥などのバイオマスの有
効利用を推進します。 

農
林
水
産
省 

○家畜排せつ物等有機性資源のたい肥化や
再生可能エネルギーとしての利活用など
による循環的利用の促進等を推進する。 

・平成 19 年３月に｢家畜排せつ物の管理の
適正化及び利用の促進に関する法律｣に基
づく国の基本方針を見直し。これに伴い、
都道府県計画の見直しを実施。H23 年度で
42 件が策定。 
 

家畜排せつ物法の管理基準適用農
家戸数に占める、施設整備農家戸
数の割合は、79.8％（H16）から
89.9％（H23）に増加し、家畜排せ
つ物の管理の適正化によるたい肥
の利用等が進んでいる。 

引き続き、家畜排せつ物の管理の
適正化及び利用を促進。 
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国
土
交
通
省 

○下水汚泥関係（再掲） 
・「京都議定書目標達成計画」や「バイオ
マス・ニッポン総合戦略」に基づき、下
水汚泥の緑農地利用や建設資材利用、バ
イオガス等のエネルギーとしての有効利
用を推進 
・下水汚泥資源化・先端技術誘導プロジェ
クト（LOTUS Project）を推進（平成 17
～20 年度） 
・下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロ
ジェクト）を推進（平成 23 年度～） 

○下水汚泥のリサイクル 
平成 15 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 64％ 
平成 16 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 67％ 
平成 17 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 70％ 
平成 18 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 74％ 
平成 19 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 77％ 
平成 20 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 78％ 
平成 21 年度の下水汚泥リサイクル率は
約 77％ 
 
○下水汚泥の緑農地利用、エネルギー利用 
平成 21 年度の下水道バイオマスリサイ
クル率は約 24％ 
 
○新世代下水道支援事業制度として、平
成 18 年度に下水汚泥を消化し、得られ
た消化ガスを発電の燃料や天然ガス自
動車の燃料として有効利用する事業を
1件採択した。また、生ゴミ等を受入れ、
下水汚泥と併せて消化し、得られた消
化ガス等有効利用する事業を平成17年
度に１件、平成 21 年度に２件、平成 22
年度に１件採択した。さらに、下水汚
泥をガス化し、エネルギーとして活用
する事業を平成 20 年度に１件採択し
た。 
 
○下水汚泥資源化・先端技術誘導プロジ
ェクト（LOTUS Project）による下水
汚泥資源化に係る技術開発を推進した
（平成 17～20 年度）。 
 
○下水道革新的技術実証事業（B-DASH プ
ロジェクト）による、下水汚泥のエネ
ルギー化技術等の実証を推進した。 
 
 

○下水汚泥のリサイクル 
約 77％（平成 21 年度）の下水
汚泥がリサイクルされてお
り、循環型社会の推進に向け
て引き続き下水汚泥のリサイ
クルを推進する。 
 
○下水汚泥の緑農地利用、エネル
ギー利用 
  下水汚泥中の有機物のうち肥
料などの緑農地利用、バイオガ
ス・汚泥燃料等としてエネルギ
ー利用されたものは、約 23％
（平成 20 年度）であり、目標
達成に向け取組を推進。 
 
○下水汚泥資源化・先端技術誘導
プロジェクト（LOTUS 
Project）の推進 
引き続き LOTUS プロジェクトと
して選定された開発すべき技術
の開発や評価するための委員会
の開催等を行った。 

○下水汚泥リサイクル率 
平成 19 年度末の目標値(68％)
を既に達成しており、より一層
の推進を図る。 
○下水道バイオマスリサイクル率 
社会資本整備重点計画に示され
た平成 24 年度末の目標値（39%）
の達成に向けて、下水汚泥のエ
ネルギー利用等を引き続き支援 
○下水道革新的技術実証事業
（B-DASH プロジェクト）の推進 
下水汚泥のエネルギー化技術
等の実証・普及を推進。 
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２-

④ 

製品系循環資源や枯渇性資
源を含む循環資源について
は、より広域での循環を念頭
に、各種個別リサイクル法や
資源有効利用促進法に基づ
く措置を着実に実施するほ
か、廃棄物処理法の広域認
定・再生利用認定を適切に活
用します。 

環
境
省 

○平成９年に改正された廃棄物処理法に基
づき、一定の廃棄物の再生利用について、
その内容が生活環境の保全上支障がない
等の一定の基準に適合していることを環
境大臣が認定し、認定を受けた者につい
ては業及び施設設置の許可を不要とする
制度（再生利用認定制度）を設けるとと
もに、平成 15 年に改正された廃棄物処理
法に基づき、広域的に行うことによって、
廃棄物の減量その他適正な処理の確保に
資するとして環境大臣の認定を受けた者
について、業の許可を不要とする制度（広
域認定制度）を設けたところ。  
 

○再生利用認定制度 
平成 23 年 10 月末時点で、一般廃棄物で
は、64 件の認定を、産業廃棄物では 45
件の認定。 
 
○広域認定制度 
平成20年10月には広域認定制度の対象
となる一般廃棄物に廃印刷機及び廃携
帯電話用装置を追加。 
平成 23 年 10 月末までに、製造事業者等
による自主回収及び再生利用を促進す
るため、一般廃棄物では 84 件、産業廃
棄物では 207 件の認定。 

    

２-

⑤ 

産業間連携により、サプライ
チェーンにおける更なる資
源投入の抑制や広域的な素
材利用を進め、多段階での再
生利用を図るほか、特に、循
環資源に含有される有用資
源を適正かつ戦略的に利用
できるよう、回収体制の充
実、消費者との連携強化、再
生利用技術・システムの高度
化を図ります。 

経
済
産
業
省 

 3R 配慮型製品の市場を拡大するため、
製造事業者による 3R に関する製品設
計・製造の取組状況を、消費者に対して
正確に、分かりやすく伝えるための評価
手法・仕組みの検討を行っているところ。
（以下、製品 3R 環境配慮情報提供事業と
いう）   
 

製品3R環境配慮情報提供事業につい
ては、製品の 3R 配慮情報を消費者に提
供するための評価指標を検討してい
る。平成 21 年度からは、国際動向を注
視しつつ、国際標準化を視野に入れた
評価指標の検討を行っているところ。 

製品 3R 環境配慮情報提供事
業については、製品の 3R 配慮
情報を消費者に提供するため
の評価指標の検討や、国際動向
の調査を行った。 

平成 23 年度における製品 3R
環境配慮情報提供事業につい
ては、引き続き国際規格化を視
野に入れた評価指標の検討等
を行う。 

２-

⑥ 

これら循環資源に共通して、
循環型社会の形成に向けて
地域で取り組んでいる各主
体に対して、モデル的な取組
に対する支援などを行うほ
か、廃棄物処理施設整備に対
する財政的支援についても、
地域循環圏の形成に係る事

総
務
省 

環境への負荷の少ない、自然と調和した
循環型社会の形成に向けて、地方公共団体
において実施される廃棄物の発生抑制の促
進等の取組を支援するため、ソフト事業及
びハード事業に対して、所要の地方財政措
置を講じている。 

    地方公共団体が実施する地球温
暖化防止対策、自然と共生可能な
地域づくりの取組を支援するた
め、引き続き地方財政措置を講じ
る。 
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業に重点化するなどの支援
を進めます。 
 

環
境
省 

○循環型社会形成推進交付金 
廃棄物の 3R や適正処理を推進するため、
地方自治体等によるリサイクル関連施設、
エネルギー回収推進関連施設等の廃棄物処
理施設の整備事業に対し、交付金による支
援を行っている。 
 

本交付金制度により循環型社会形成の基
盤となる廃棄物処理・リサイクル施設の整
備が推進され、最終処分場の残余年数の向
上や発電能力向上等に繋がっている。 
 
（リサイクル率） 
H17:19.0％ 
H18:19.6％ 
H19:20.3％ 
H20:20.3％ 
H21:20.5％ 
 
（発電能力） 
 H17:1,512MW 
 H18:1,590MW 
 H19:1,603MW 
H20:1,615MW 
H21:1,673MW 
 
（最終処分場残余年数） 
 H17:14.8 年 
 H18:15.6 年 
 H19:15.7 年 
H20:18.0 年 
H21:18.7 年 
 

発電能力、最終処分場残余年数
ともに、第４回フォローアップ
（H17 の数値）から今回フォロー
アップ（H21 の数値）の間に着実
な向上がみられ、本施策による取
組が進展しているものの、リサイ
クル率については近年横ばい傾向
となっている。 

本交付金制度により循環型社会形
成の基盤となる廃棄物処理・リサ
イクル施設の整備が推進されてい
る。 
今後も、引き続き、合理的かつ
効果的な施設整備を進める。 

環
境
省 

（廃） 
○循環型社会地域支援事業（再掲） 
NPO/NGO や事業者が地方公共団体と連携
して行う循環型社会の形成に向けた取組
で、他の地域のモデルとなるような事業
を公募して社会実験として実証事業を行
うことにより、循環型社会の形成に向け
た地域からの取組の展開を促進する。 

平成 22 年度は 32 件応募があり、以下の７
件の事業を採択して実証事業を実施した。 

・逗子湘南アップサイクルプロジェクト 
～3R meets Creative power～ 
・広がれ！小瀬エコスタジアムプロジェク
ト 
・身近なところでのリサイクルと若者など
の就労支援 
・竹・土・水の社会循環型 3R 事業 
～近江八幡の三方よしを活かして～ 
・京流「始末」「もったいない」から始め
る 2R スタイルプロジェクト 
・「衣類」も「人」も地域で活かされ循環
する、持続可能な市民参加型ソーシャル
ビジネス実証実験（環境と福祉のコラ
ボ） 
・五島内空きびんリユース・ネットワーク
づくり 

 平成 23 年度以降業務見直しに
より実施しないこととなった。 
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２-

⑦ 

また、特に広域的な地域循環
圏について、エコタウンの活
用等リサイクル産業の集積
や企業間連携による支援を
行うほか、リサイクルポート
の推進による海上輸送の円
滑化等、環境負荷の低い静脈
物流システムの構築を図り
ます。 

経
済
産
業
省
、
環
境
省 

○エコタウン事業の取り組み 
それぞれの地域の特性を活かして、地方
公共団体が「エコタウンプラン」を作成
し、そのプランが他の地方公共団体の見
本（モデル）となりうると認められた場
合、経済産業省及び環境省はエコタウン
プランとして共同承認するとともに、地
方公共団体及び民間団体が行う循環型
社会形成に資するリサイクル施設整備
事業（ハード事業）及び普及啓発や情報
提供事業（ソフト事業）に対し財政支援
を実施。（ソフト事業は平成 16 年度限
りで廃止、ハード事業は平成 17 年度限
りで廃止） 

○本事業の実施により、これまで 26 地域
のエコタウンプラン（環境と調和したま
ちづくり計画）を承認。 
併せてプラン中の 62 中核リサイクル施
設整備事業及びソフト事業に対し財政
支援を実施（平成 23 年 10 月現在）。 
○環境省では、平成 23 年度において平成
22 年度補正事業と合わせて、既存静脈
施設集積地域の高効率活用に資する動
脈産業と静脈産業との有効な連携方策
等に関する調査を実施。 

自治体のエコタウン担当者、リ
サイクル行政担当者が集う全国エ
コタウン会議を経済産業省・環境
省で共催し、エコタウン事業の新
たな展開に向けて情報交換等を実
施。 

全国エコタウン会議等を開催
し、情報交換の場をつくるととも
に、「エコタウンプラン」の承認
等を通じて循環型社会形成を目指
す。 

国
土
交
通
省 

静脈物流システムの構築(1)（再掲） 
静脈物流ネットワークの拠点としてのリサ
イクルポートの指定や、岸壁・ストックヤ
ード等の静脈物流基盤の整備を進めてきた
ところであるが、更なる物流コストの削減
が課題となっている。循環資源の適正な取
扱を確保した上で、引き続き、効率的な静
脈物流システムの構築を推進していく必要
がある。 
 
＜リサイクルポートにおける企業立地数＞ 
目標値：188 社（平成 19 年度）→230 社（平
成 24 年度） 

○平成 22 年度までに、22 港をリサイクル
ポートに指定し、重点的に静脈物流基盤
の整備を行っている。 
○静脈物流ネットワークの構築に向けリ
サイクルポート推進協議会との連携を
促進している。 
○「港湾における循環資源の取扱に関する
指針」を平成 22 年９月に策定した。 
○地方公共団体等が整備する建屋・ストッ
クヤード等の保管機能施設の整備に対
し、国庫補助による支援を実施してい
る。 
 
 

平成 22年度の企業立地数は 218
社で、平成 21 年度より２社減少し
ているが、これまでの立地数の推
移を維持すれば目標値を達成する
ことができる見込みである。（第
１次基本計画（第４回フォローア
ップ時）以降、取扱指標を「循環
資源国内輸送コスト低減率」から
「リサイクルポート指定港におけ
る企業立地数」に変更している。） 

静脈物流基盤の整備、官民の連
携促進等を引き続き推進してい
く。 
 

２-

⑧ 

また、これらの大前提とし
て、廃棄物の適正処理など、
循環資源の適正な利用・処分
の確保、生活環境の保全を図
ります（５ 循環資源の適正
な利用・処分に向けた仕組み
の充実参照）。さらに、地域
によって循環資源の量、施設
規模、再生品等の需要が均衡
しないことも考えられるた
め、適切な情報に基づく地域
間連携を図ります。 

環
境
省 

（再掲） 
○地方の実情に応じた地域循環圏の構築に
向けて、環境本省や地方環境事務所を中
心に、関係府省・地方支分部局、関係都
道府県・市町村、地方産業界、NPO/NGO
等の関係主体の連携協働により、循環資
源の性質に応じた複層的な望ましい循環
の姿とそのために必要な取組・事業をま
とめた地域計画を策定する。また、各省
連携による基盤整備等の支援も活用し、
循環型社会を低炭素社会、自然共生社会
と一体的に構築していくために地域循環
圏を総合的・計画的に実現する。 

○全国７ブロックにおいて、地方環境事務
所がコーディネーターとなり、地方自治
体や関係府省出先機関を含めた関係主
体で構成される協議会を設置し、最適な
規模の地域循環圏を形成するために必
要な情報把握や情報提供を行うととも
に、地域の特性や循環資源の性質等に応
じて最適な規模の循環を形成する地域
計画策定に向けた調査、検討を実施。 
○地域循環圏形成のためのガイドライン
や評価ツールの策定、具体的な施策の検
討を進めている。 

○循環資源ごとに地域の特性を踏
まえて最適な循環の範囲の検討
を推進。 

○事業の効果的・効率的な実施及
び実施結果の定量的な評価を行
い、地域循環圏を形成するため
の仕組みづくりについて課題や
問題点を整理する。 
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３-

① 

循環型社会の構築には、国
民一人一人に循環に配慮し
た持続可能なライフスタイ
ルへの変革が重要です。（第
４章第１節 参照）このた
め、子供から高齢者までのす
べての年齢層を対象に、学
校、地域、家庭、職場、野外
活動の場など多様な場にお
いて互いに連携を図りなが
ら、環境教育・環境学習等を
総合的に推進し、ライフスタ
イルの変革につなげます。  
その際、地方公共団体とも
連携し、単に一方的な情報発
信に止まらず関係主体が相
互に学び合えるような取組
を行います。 
 
 

環
境
省 

○環境にやさしい買い物キャンペーン 
広く国民に対して「マイバッグの持参」、
「簡易包装への協力」、「環境に配慮し
た商品の購入」など環境に配慮した消費
行動の実践を促すため、3R 推進月間中、
流通事業者等の協力を得ながら都道府県
等と共同で「環境にやさしい買い物キャ
ンペーン」を平成 15 年度から平成 20 年
度までは、内閣府、平成 21 年度以降は環
境省が中心となり全国的に展開。 
 
 

○環境省 

・掲示用ポスターデザイン及び統一デザ

インを作成し、都道府県及び流通事業

者へ配布・呼びかけ、より効率的なキ

ャンペーンにするため関係団体への

ヒアリングを実施し、改善点を整理 

○都道府県 

・平成 23 年度は 46 都道府県が参加【22

年度：46 都道府県】 

・実施内容：「ポスターの作成・掲示」、

「各種広報媒体による PR」、「各種

イベントの開催」 等 

○流通事業者・小売事業者 

実施内容：「ポスター、チラシ、店内

放送等による呼びかけ」、「環境配慮

型商品コーナーの設置」、「買い物袋

持参者へのスタンプの押印」 等 

○各主体において自主的な取組
が広がっており、循環に配慮し
た持続可能なライフスタイル
への意識は着実に浸透・拡大し
てきている。 
 

平成 23 年度以降も、本キャンペ
ーンを引き続き実施。 
実施に際しては、毎年、実施体
制・内容の必要な見直し・充実を
図っていく。 

文
部
科
学
省 

○「環境教育の実践普及」による環境教育
の推進（平成 21 年度「環境推進グリー
ンプラン」を見直し） 
・「環境のための地球学習観測プログラム
（GLOBE）事業」 
米国が提唱した学校を基礎とした環境
科学及び環境教育に関する国際的なプ
ログラムへの参加。 
・「環境教育・環境学習指導者養成基礎講
座」 
環境省との連携協力により、教員等を
はじめとする環境教育・環境学習の指導
者に対する講習会を開催する。 
・「環境教育に関する実践発表会」 
全国各地の環境教育の優れた実践の発
表及び情報交換等を行う。 
 
 

○環境のための地球学習観測プログラム
（GLOBE）協力校の指定 
平成 22 年度：19 校 
平成 23 年度：15 校 

 
○環境教育リーダー研修基礎講座の実施 
 平成 22 年度：全国 7ブロック 
 平成 23 年度：全国 2ブロック（予定） 
 
○環境教育に関する実践発表研究大会（全
国環境学習フェア等）の開催 
 平成 22 年度：高知県で開催 
 平成 23 年度：岩手県で開催の予定であ
ったが、東日本大震災の影響のため中止 

「環境教育の実践普及」による
環境教育推進のための取組は、積
極的・効果的に実施されている。 

引き続き、環境教育の充実を図
るため実践事例の促進・普及等を
進める。 
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文
部
科
学
省 

○環境を考慮した学校施設（エコスクール）
の整備 
エコスクールの整備を促進し、環境教
育・環境学習等の推進を図る。 
 
・公立学校を対象に、エコスクールパイロッ
ト・モデル事業を認定し、施設整備費の国
庫補助を行う。 
 
・私立学校が行う環境に配慮した校舎施設の
改造工事に要する経費の一部を補助。 

○平成 23 年度の状況 
 
・ エコスクールパイロット・モデル事業と
して新たに 109 校を認定し、エコスク
ールの整備を推進。 
エコスクールパイロット・モデル事業の
認定実績 
平成 18 年度 70 校 

   平成 19 年度 79 校 
   平成 20 年度 104 校 
   平成 21 年度 157 校 
平成 22 年度 175 校 
平成 23 年度 109 校 
  全 1,235 校（平成 9年～平成 23 年
4月現在） 

 
・ 交付件数：平成 23 年度 11校 
 

新たに公立学校 109 校の環境を
考慮した施設整備が行われ、授業
や課外活動などにおける環境教育
や学校施設のエコ化に役立てられ
ている。 

平成 24 年度以降においても、環
境を考慮した学校施設（エコスク
ール）の整備推進を図る。 

農
林
水
産
省 

（廃）○グリーン・ツーリズムを総合的に
推進する一環として、農山漁村情報の受
発信、交流の拠点施設の整備等を支援。 
 
（新）○グリーン・ツーリズムなど、食を
始めとする豊かな地域資源を活かした集
落ぐるみの多様な都市農村交流等を促進
する取組を支援。 
 
 

○グリーン・ツーリズムインストラクター
育成スクール修了者数 
平成 19 年度：203 人 
平成 20 年度：139 人 
平成 21 年度：224 人 

 
○都市農村交流施設新規採択地区数（広域
連携共生・対流等交付金） 
平成 19 年度：１地区 
平成 20 年度：５地区 
平成 21 年度：４地区 
平成 22 年度：３地区 

 
○食と地域の交流促進対策交付金新規採
択地区 
平成 23 年度：636 地区の内数 

 
 

○地域におけるグリーン・ツーリ
ズムの取組は拡大してきてい
る。 

（廃止の理由） 
○グリーン・ツーリズムインスト
ラクター育成スクールについ
ては、民間団体主体による自主
事業に移行した。 
○都市農村交流施設の整備につい
ては、広域連携共生・対流等交
付金が平成 22 年度限りで廃止
された。 
 
 
○平成 23 年度も引き続きグリー
ン・ツーリズムなどによる都市
農村交流を推進する必要があ
る。 

農
林
水
産
省 

○地球温暖化防止等森林の持つ公益的機能
や、社会全体で森林整備と森林資源の循
環利用を推進することへの国民的理解を
醸成していく観点から、教育分野と連携
した学校の内外における森林環境教育を
推進。 

○平成 23 年度の状況 
・子どもたちが森林内で様々な体験ができ
る機会を提供する「森の子くらぶ活動」
を推進。 
・国有林で学校等が体験学習等を実施する
ためのフィールドを提供する「遊々の
森」の協定の締結等を推進 
 
  平成 20 年度末現在 152 箇所 
6,361ha 
平成 21 年度末現在 162 箇所 
7,277ha 
平成 22 年度末現在 172 箇所 
7,219ha 

「森の子くらぶ活動」を実施可
能な施設や「遊々の森」は着実に
増加しており、森林教室や体験林
業など森林環境教育が実施されて
いる。 

○広範な連携・協力による里山林
等を活用した森林環境教育の推
進。 
○整備された「森の子くらぶ」施
設の活用 
○「遊々の森」については、引き
続き積極的な協定の締結等を推
進し、国有林野を活用した、森
林環境教育の推進に対する期待
の高まりへ的確に対応。 
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環
境
省 

○環境教育等への取組を実施。 
・（廃）全国の小・中学生を主な対象とし
て３Ｒ活動など自主的な環境保全活動を
支援する「こどもエコクラブ」を実施。 
・全国７箇所の地方環境事務所において、
小中学生を主な対象とした環境教育・環
境学習の取り組みを実施。 
・６月の環境月間に併せて、他省庁、地方
公共団体、ＮＰＯと連携したイベントの
開催や「環境白書を読む会」を開催する
等、広く一般国民に向けた環境保全に対
する普及啓発活動に取り組んでいる。 

○こどもエコクラブ会員数 
 平成 22 年度：173,059 名 
平成 21 年度：179,413 名 
平成 20 年度：184,710 名 
平成 19 年度：167,466 名 
平成 18 年度：137,532 名 
平成 17 年度：110,236 名 
平成 16 年度：83,156 名 

こどもエコクラブについては、
事業仕分けにおいて「国の事業と
して廃止」との結果を受け、平成
23年度以降、予算措置は行わない。 

○地域住民自らが環境保全へ参加
実践する拠点として、環境パー
トナーシップオフィスの整備充
実を図っている。 
○こどもエコクラブについては、
事業仕分けにおいて「国の事業
として廃止」との結果を受け、
平成 23 年度以降、予算措置は行
わないため廃止。 
 

環
境
省 

○グリーン購入の促進 
・パンフレットの作成配布やセミナーの開
催等を通じて積極的に普及啓発を行う 
・各地域において、行政・企業・民間団体
等が連携してグリーン購入を推進するた
めの地域ネットワークの構築を促進する。 
・地方公共団体や企業の取組事例に関する
情報を提供するグリーン購入取組事例デ
ータベースを着実に運用する。 

○平成 22 年度は全国４カ所でグリーン購
入セミナーを開催 
（新） 
○平成 23 年度は地方公共団体向けの実務
研修会を 2カ所開催。また、地方公共団
体、民間企業、及び一般消費者向けのリ
ーダー養成研修会を 2カ所で開催 
 
○平成 16 年６月から運用を開始したグリ
ーン購入取組事例データベースを更新
し、情報提供の推進を図った。 
○平成 19 年６月、グリーン購入の取組方
法を分かりやすく解説した「地方公共団
体のためのグリーン購入取組ガイドラ
イン」を策定。平成 23 年３月に内容を
改訂し、全地方公共団体に配布した。 
○平成 22 年度のアンケート調査結果 
・組織的にグリーン購入を実施している地
方公共団体は 73.8 ％、都道府県及び政
令指定都市では 100％ 
・物品等の購入に際して環境への負荷に配
慮している企業は、上場企業の 81.1％、
非上場企業の 69.8％ 
○地域ネットワークは、12 団体になった。 

各種施策を通して、上場企業、
非上場企業、地方公共団体におけ
るグリーン購入の取組は、平成 27
年度数値目標の達成に向けて進捗
したと言える。 
 

○今後も引き続き、グリーン購入
取組事例データベース等の情報提
供の充実を図る。 
○グリーン購入セミナーを定期的
に開催している地域での地域ネッ
トワークの構築を促進する。 
○地方公共団体におけるグリーン
購入をより促進するため、町村レ
ベルの地方公共団体向けの実務研
修会を実施する。 

環
境
省 

○地域における環境パートナーシップの形
成 
循環型社会の形成に向けた地域づくりと
いう観点から、地域における NPO・NGO
などの様々な主体による協働の取組が重
要なことから、その基盤づくりに努める
とともに、先駆的な取組を支援していく。 
 

○環境調査研修所においては、国及び地方
公共団体における職員等の環境教育・環境
学習に関する資質の向上のためにこれまで
も環境教育研修、環境パートナーシップ研
修等を実施してきており、今後も現場のニ
ーズを踏まえた研修内容の充実を目指す。 
  
○地域における環境パートナーシップ形
成については、その拠点として、地方環境
パートナーシップオフィスを全国に設置し
ているところ（16 年度は、中部・近畿・中
国、17 年度は北海道・東北、18 年度は四国、
19 年度は九州にそれぞれ設置。）。 

○16 年度より開始した環境パート
ナーシップ研修については、研修
生による評価は高い。 
○地方環境パートナーシップオフ
ィスを全国に整備していく過程
で、地域でのパートナーシップ促
進の動きが生まれている。 
 

○今後も環境教育及びパートナー
シップに関する研修内容の充実
に取り組んでいく予定。 
○全国に設置した地方環境パート
ナーシップオフィスを活用し、環
境パートナーシップの全国的な
ネットワークの形成を促進する。 
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３-

② 

また、容器包装リサイクル
法に基づく容器包装廃棄物
排出抑制推進員（3R 推進マイ
スター）をはじめ、各界のオ
ピニオン・リーダーとも連携
し、実際にどのような行動を
一人一人が取ればよいのか
を示した国民運動を展開し
ます。 
 

環
境
省 

容器包装廃棄物排出抑制推進員制度や産
業廃棄物対策研修など、人材の育成・活用
のための取組の推進、教員等をはじめとす
る環境教育・環境学習の指導者対象とした
講習会を実施する。 

平成 22 年５月に８名の容器包装廃棄物
排出抑制推進員（通称：3R 推進マイスタ
ー）を新たに委嘱し、合計 96 名の 3R 推進
マイスターが普及啓発活動を行っている。
3R 推進マイスターに対して、平成 21 度に
全国５カ所で平成 22 年度に東京都内で研
修会を開催し、最新知識の習得、情報の共
有等を行った。 

合計 96 名の 3R 推進マイスター
を委嘱したことで、全国のほとん
どの都道府県に 3R 推進マイスタ
ーの配置がされるようになり、地
域の 3R 普及啓発活動に貢献して
いる。 

全国の都道府県に少なくとも１
名以上の 3R 推進マイスターを配
置することを目指す。また、研修
会を開催するなどして、３Ｒ推進
マイスターとしての資質 3R 上を
図るとともに、全国に散らばって
いる 3R 推進マイスター同士の交
流を深めることを促進する。 

３-

③ 

また、国民、NGO/NPO 等、
事業者等によるコミュニテ
ィに根ざした循環型社会づ
くりを促進するため、各主体
の取組を支えるシステムの
形成を推進します。 
例えば、リターナブルびん
などのリユース容器の活用
等、各主体が連携した発生抑
制対策等の先進的な取組を
支援し、表彰などを通じて全
国に発信していきます。 

厚
生
労
働
省 

○事業者が行う 3R 活動の推進 
3R 推進協議会が主催する「リデュース・
リユース・リサイクル推進功労者等表彰」
を後援。同会の審査委員会委員に参画し
ている。また、厚労省所管事業（医薬品
等に限る）について、優れていると審査
委員会に評価されたものについては、厚
生労働大臣賞を交付することを許可して
いる。 

 平成４年度以降、製薬企業の事業所等に
対し、 
・ 内閣総理大臣賞 １件 
・ 厚生労働大臣賞 18 件 
・ 3R 推進協議会会長賞 18 件 
が交付された。 
 

 製薬業界においても着実に、3R
の取組が定着していると思われ
る。 

平成 24 年度以降も引き続き当
該表彰制度を通じて製薬業界にお
ける 3R 活動の意識啓発に努めた
い。 
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経
済
産
業
省 

○3R（リデュース・リユース・リサイクル）
普及啓発活動を実施。 
 
○各主体に対して 3R 関連法や制度の周知
を図るとともに、各主体の 3R 活動の実
践を促す。 
 
○各種普及啓発資料の作成・配付、ホーム
ページの運営。 
 
○3R 製品のイメージアップのための広報
戦略を展開。 
 
○毎年 10 月のリデュース・リユース・リサ
イクル推進月間（3R 推進月間）における普
及啓発活動等を実施。 

○「資源循環ハンドブック 2011」等のパ
ンフレットを作成・配付。また、容器包
装リサイクル教材等の体験教材を各種
展示会等へ出展・貸出。経済産業省サイ
ト内の「3R 政策」ホームページにおい
て、パンフレットや審議会等の情報を随
時追加。 
 
○3R 推進月間関連として、「3R 推進功労
者等表彰」、「資源循環技術・システム
表彰」等の各種行事の開催を引き続き後
援。 
・「3R 推進功労者等表彰」 
3R 関係 8府省と連携し、3R の推進に貢
献している個人、グループ、学校、事業
所等を表彰。 
平成 23 年度：内閣総理大臣賞１件 
各省大臣賞 14 件 
3R 推進協議会会長賞 85 件 
 
・「資源循環技術・システム表彰」の実施 
3R の促進に寄与する優れた事業を表彰
し、それらの事業・取組の奨励・普及、
新規ビジネスの創出を目的としたもの。 
平成 23 年度：経済産業大臣賞 1件 
経済産業省産業技術環境局長賞 2 件 
ｸﾘｰﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｾﾝﾀｰ会長賞 6件 
 
○政府公報を活用し、幅広いメディアで普
及啓発活動を実施。 

○各種パンフレットの作成配布に
より、普及啓発を実施。3R への
理解を深め、日常生活での 3R
実践に資する体験教材の拡充・
貸出を継続。 
 
○「3R 推進功労者等表彰」につい
ては、引き続き関係府省と連携
し実施「資源循環技術・システ
ム表彰」についても、引き続き
実施。 
3R 推進月間については、引き
続き政府の重点広報項目とし
て、普及啓発活動を展開。 

○作成した普及啓発資料及びホー
ムページによる効果的な普及啓
発、3R 推進月間を活用した関連
行事の実施を継続。 
 
○3Rに関心の薄い層への展開を図
るため、各取組の連携を図る。 

環
境
省 

○循環型社会形成推進功労者表彰 
廃棄物の発生量の抑制（リデュース）、再
使用（リユース）、再生利用（リサイクル）
の適切な推進に顕著な功績があった個
人、企業、団体を表彰し、その功績をた
たえて、循環型社会の形成の推進に資す
ることを目的として、平成 18 年度から実
施している。 

平成23年10月に京都市において行われ
た「第６回 3R 推進全国大会」の式典の中
で、個人の部５名、企業の部 13 法人、団
体の部 11 団体に対して大臣表彰を行っ
た。 

循環型社会に関する普及啓発の
着実な展開を図った。 

循環型社会の形成推進のため、
今後も引き続き実施していく。 
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３-

④ 

また、今後急増が見込まれ
る高齢者の持つ知識や技術
の活用・継承等も図りつつ、
地域住民の積極的な参画に
よる生活用品などの市民リ
サイクルの取組やフリーマ
ーケットの開催、リサイク
ル・リペアショップの利用等
を先進事例の紹介などによ
り促進します。 
 

内
閣
府 

（廃） 
○先駆的省資源・省エネルギー実践活動等
推進事業 
省資源・省エネルギーや地球温暖化防
止、循環型社会の形成等を促進する観
点から、民間団体による先駆的かつ効
果的な実践活動や普及啓発活動を公募
し、モデル的に実施するとともに、そ
の成果を広く全国に普及、定着させる。 
 

  平成 19 年度限りの事業業務見
直しにより実施しないこととし
た。 

環
境
省 

○リデュース・リユース促進に向けた取組
を一層推進していく観点から、リユース
カップの普及や取組支援を行う。 

国民一人一人のライフスタイルの変革
を進めるために、3R の取組についての基
礎的な情報を整理し提供するために、野球
場におけるリユースカップの実証実験や
課題整理を実施した。 
また、平成 22 年度には「マイボトル・
マイカップキャンペーン」を実施した。 

コスト面、運用面について良い
事例を形成するとともに、施設や
イベント主催側の意識と観客側の
意識の双方を改革するために必要
なデータ・情報を収集した。 

リユースカップの普及や取組支
援については、現在展開している
「マイボトル・マイカップキャン
ペーン」での、使い捨て飲料容器
の削減に向けた取組の一環として
実施していく。 

環
境
省 

○ 3R 推進全国大会 
大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会
の在り方や国民のライフスタイルを見
直し、環境への負荷を抑えた循環型社会
推進のため、国民、事業者、行政が一堂
に会し、それぞれの知識や実践活動の情
報を交換するとともに、参加者一人ひと
りが自らライフスタイルを見直す機会
を提供することを通じ、ごみの減量化や
リサイクルなど 3R の推進に関する理解
を深める。 

○「第６回 3R 推進全国大会」 
・平成 23年 10 月 28 日～30 日 
京都市において市民、企業、事業者、自
治体職員が参加し多くのイベントが開
催され、3R の普及を促進。 
○「3R 推進地方大会」 
・地方環境事務所毎に、全国７ブロックに
おいて開催 
・地方環境事務所を活用した各地域の 3R
推進に向けた各種取組の紹介、 イベン
トの実施、マイバッグキャンペーン等。 

3R 推進に関する全国大会に加
え、地方大会を開催するなどによ
り、循環型社会に関する啓発普及
の着実な展開を図った。 

廃棄物の発生抑制、再使用、再
生利用など廃棄物減量化に向けた
各種取組の紹介やイベント、基調
講演等を実施することにより、国
民一人ひとりの更なる意識改革の
向上を図り、地域と密着した循環
型社会の推進を図る。 

３-

⑤ 

なお、これらの先進的な取
組の情報を広く提供する際
には、NGO/NPO 等の民間団体
等と連携しながら、各種キャ
ンペーンの効率的な実施や
インターネット、マスメディ
ア等の様々な媒体の特性に
応じた活用を推進します。 
 

環
境
省 

○各主体間のネットワークの構築 
各主体間のネットワークを構築し、循環型
社会の形成を着実に推進するための情報
の集積・交換・提供等を行う。 

○地球環境パートナーシッププラザにお
いて、パートナーシップの促進、NGO 支
援、環境情報の提供・普及を実施。ホー
ムページや、メールマガジン、情報誌等
を効果的に活用している。 
○地方環境パートナーシップオフィスの
設置や、NPO等との協働での事業を実施。 
○NGO等から環境に関する優れた政策提言
を募集し、優秀な提言の選定、発表会の
開催を実施。特に優れた提言について
は、環境省の施策への反映とともに、行
政と NGO のパートナーシップによる施
策形成の可能性について検討するため
に、追加調査を実施。 

○地方環境パートナーシップオフ
ィスを全国に整備してく過程で
地域でのパートナーシップ促進
の動きが生まれている。 
○優秀な政策提言について施策へ
の反映に向けた追加調査を行
い、モ デル事業として全国に展
開するに至るなど、提言を真摯
に受け止めその効果的な実現を
図る動きが政策の側に出てきて
おり、各主体間のネットワーク
の形成に寄与している。 

各主体が協働で事業を実施し、
政策立案に多様な主体が関わるた
めのルールと適正な仕組みの検討
をより一層進めていく必要があ
る。 
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環
境
省 

○Re-Style について 

ごみを減らし、資源をできるだけ有効に
活用するためにはどうしたら良いのか、日
常生活においてできることや環境にやさし
いライフスタイルについて、インターネッ
トを多用する世代である若者層を主たるタ
ーゲットとして分かりやすく情報提供する
ため、Web サイト「Re-Style」
（http://www.re-style.jp/）を、平成 14
年６月から開設している。 

コンテンツとして、 
1) 特定のテーマに関する特集 

2) 著名人や芸術家等の日常生活におけ
る環境にやさしい取組やライフスタ
イルなどのインタビュー形式での紹

介 
3) 環境保全をテーマとするイベント等
における取組や時事問題、2)で取り上

げられない緊急インタビュー等のレ
ポート 
等について、それぞれ 1 ヶ月に 1，2 回程

度の更新を行うとともに、その他身近な情
報や取組を検索するためのデータベース
等を掲載して、3R に配慮したライフスタ

イルに関する情報を提供した。 
 

外出中や空いた時間など、より 
手軽にアクセスできるようにする

ため、平成 20 年度からモバイルサ
イトを開設した。 
 

環境への意識が低い傾向にあ
る若年層に対する普及啓発のた
め、日常生活における身近な行動
に結びつく情報を中心に、引き続
きサイトの運営を行う。 

４-

① 

国自らが率先して、グリーン
購入・契約を通じて適正な再
生品等のグリーン製品・サー
ビスや再生可能エネルギー
等を積極的に利用するとと
もに、物の供給に代えて環境
負荷の低減に資するサービ
サイジング等の活用やリユ
ースの取組に対する支援を
行います。 
 
 

経
済
産
業
省 

○グリーン・サービサイジングモデル事業 
「グリーン・サービサイジング事業」
とは、従来型の「製品の販売を前提とし
たビジネス」と比較して、より環境負荷
低減効果の高い「サービス提供型のビジ
ネス」に資する事業である。本モデル事
業では、「環境負荷低減」及び「競争力
を有する新たなビジネスモデルの創出」
の両面で効果がある先導的なサービサ
イジングの取組を発掘し、その事業を支
援することを通じて、21 世紀型の持続可
能な社会構築に向けた事業活動の進展
を図る事業を実施した。 

４年目となる平成 20 年度は、全国から
６件の応募があり、うち３件を採択。(平
成 17 年度は３件、平成 18 年度は５件、平
成 19 年度は５件採択。) 
本事業の各採択団体の活動について、経
済産業省ホームページ等により広く周知。
エコプロダクツ展、成果発表会において、
モデル事業の活動成果を報告するなど、普
及・啓発を行った。 
また、グリーン・サービサイジング・ビ
ジネスの事例集を作成し、配布及びホーム
ページにて公開した。 
 

○グリーン・サービサイジング事
業については平成 20 年度で終
了。 
  

○グリーン・サービサイジング事
業については平成 20 年度で終
了。 
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国
土
交
通
省 

○ 環境にやさしい資材や建設機械の特
定とその使用の推進 
グリーン購入法に則り、国土交通省が
実施する公共事業において、環境への
負荷の低減に資する資材及び建設機
械の使用を推進するもの。 

グリーン購入法の施行に伴い、環境への
負荷の低減に資する資材の調達を推進 
○ 環境負荷低減効果を有する建設機械
の使用の推進（平成 14年 4月から） 

○ 伐採材又は建設発生土を活用した法
面緑化工法等の環境負荷低減効果を
有する工法の使用の推進（平成 15 年
4月から） 

○ 再生材料を用いた舗装用ブロック
（焼成）や製材や集成材等の調達を
推進（平成 16 年 4月から） 

○ 電気炉酸化スラグ骨材や再生材料を
用いた舗装用ブロック類（プレキャ
スト無筋コンクリート製品）等の調
達を推進（平成 17 年４月から） 

○ 銅スラグを用いたケーソン中詰め材
やビニル系床材等の調達を推進(平
成 18 年 4月から) 

○ フローリングの調達を推進(平成 19
年 4月から) 

○ 「再生材料を利用した型枠」の調達
を推進（平成 20年 4月から） 

○ 「鉄鋼スラグブロック、再生プラス
チック製中央分離帯ブロック、送風
機、ポンプ」の調達を推進（平成 21
年 4月から） 

○  「中温化アスファルト混合物、高日
射反射率防水、高日射反射率塗料、泥
土低減型ソイルセメント柱列壁工法」
の調達を推進（平成 22年 4月から） 
○  「路上表層再生工法」の調達を推進
（平成 23年 4月から） 
 

「環境物品等の調達の推進に関
する基本方針」による公共工事に
おける環境物品等の調達により、
環境への負荷低減を推進してい
る。 

引き続き調達する資材、建設機
械、工法及び目的物について、一
般からの提案を参考として特定
調達品目の追加、見直し等の検討
を行う。また、特定調達品目の実
績把握を行い、その結果を踏まえ
て、定量的な目標を設定し、環境
物品等の調達を推進していく予
定。 
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環
境
省 

○グリーン購入の促進 
・国自らも購入者としてグリーン購入を行
う。 
・環境ラベル等データベースや特定調達物
品情報提供システムをインターネット上
で運用している。 
・地方公共団体や企業の取組事例に関する
情報を提供するグリーン購入取組事例デ
ータベースを着実に運用する。 
・アンケート調査結果として、すべての地
方公共団体、上場企業（東京、大阪及び
名古屋証券取引所１部及び２部上場企
業）の約 50％及び非上場企業（従業員 500
人以上の非上場企業及び事業所）の約
30％が組織的にグリーン購入を実施する
ようになることを目標とする。 
○グリーン契約の促進 
・国自らも購入者としてグリーン契約を行
う。 
・地方公共団体の取組事例に関する情報を
提供する環境配慮契約法取組事例データ
ベースを着実に運用する。 

○平成 21 年度の国等の各機関における特
定調達物品の調達率については、大半の
品目において 95％以上の高い調達率を
達成。 
○環境ラベル等データベースにおいては、
平成 14 年８月から本格的運用。制度の
変更や新規制度の登録等情報内容につ
いて、逐次の更新。 
○特定調達物品情報提供システムは平成
13 年４月より運用を開始し、年４回の
更新。 
○グリーン購入取組事例データベースは、
平成 16 年６月から運用を開始し、年１
回の更新。 
○これら情報提供の推進や地方における
グリーン購入セミナー等を通して、グリ
ーン購入の普及を図っている。 
○組織的にグリーン購入に取り組めてい
ない地方公共団体を対象として、取組方
法を分かりやすく解説した「地方公共団
体のためのグリーン購入取組ガイドラ
イン」を策定（平成 23 年３月改訂）。 
○平成 22 年度のアンケート調査結果 
・組織的にグリーン購入を実施している地
方公共団体は 73.8％、都道府県及び政
令指定都市では 100％ 
・物品等の購入に際して環境への負荷に配
慮している企業 上場企業の 81.1％、非
上場企業の 69.8％ 
○平成 21 年度の国等の各機関における環
境配慮契約の取組率については、電気の 
供給を受ける契約 61.8%、自動車の購入
に係る契約 85.7%、省エネルギー改修事
業に係る契約 2件、建築物に関する契
約 307 件 
○環境配慮契約法取組事例データベース
は、平成 20 年から運用を開始し、年 1
回の更新。 
○地方公共団体の環境配慮契約への取組
を支援するために、「地方公共団体のた
めの環境配慮契約導入マニュアル」を策
定（平成 23 年２月改訂） 
 
 

○国等の各機関における特定調達
物品の調達率については、前年
に引き続き、ほとんどの品目に
おいて、95％以上の高い水準と
なっており、国等におけるグリ
ーン購入は、更に定着したとい
える。 
○各種の情報提供データベース
は、定期的に情報の追加・更新
を行っており、前回フォローア
ップ時と比較して、内容は充実
してきている。 
○国等の各機関における環境配慮
契約の実施については、徐々に
取組が進んできている。 
 

○地方公共団体におけるグリーン
購入をより促進するため、町村
レベルの地方公共団体向けの実
務研修会を実施する。 
○更に民間でのグリーン購入を推
進していくため、環境ラベル等
データベース、特定調達物品情
報提供システム及びグリーン購
入取組事例データベースの充
実・拡充を図る。 
○地方公共団体の環境配慮契約を
推進するため、地方公共団体の
取組事例データベースや環境
配慮導入マニュアルの充実・拡
充を図る。 
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経
済
産
業
省 

○ライフサイクルアセスメントの普及 
環境保全型の製品の普及を促進するた
め、幅広い製品群を対象として、その環
境負荷をライフサイクルの観点から総合
的に評価する LCA 評価手法について、多
くの企業が取り組みやすい手法を確立す
るための検討を進めてきたところであ
る。 
 

○LCA実施のためのガイドライン及び原単
位情報（素材等の環境負荷量算出のため
の換算係数）データベースを作成した。 
○アジア諸国の LCA の普及を支援する観

点からデータベースを作成してきたが、

LCA手法を用いたエコリーフ制度の構築

に向けてわが国の専門家を派遣すると

ともに、LCA 全般の知識の習得を目的と

した AOTS 研修を実施した。 
 

○LCA の普及活動や「見える化」

の浸透およびカーボンフットプ

リントに対する取り組みを通じ

て、LCA に対する理解・認知度

は広まりつつある。 
 
○カーボンフットプリントへの応
用も念頭に、LCA データベース
の整備に係る国際的な協調を図
るため、UNEP と共催で各国有識
者を集めたＷＳを実施。その成
果を元に UNEP が「湘南ガイダン
スプリンシプル」としてガイダ
ンスを発行。 
 
 

○引き続き LCA を通じた環境負荷

の見える化の普及拡大を進め

る。 
 

 

 

４-

② 

また、信頼性確保を図りつ
つ、循環型社会ビジネス市場
が拡大するよう、再生品等の
品質等を向上させ資源性を
高めることも念頭に、再生品
等の品質・安全性・環境性等
に関する適正な評価や表示、
環境ラベリングやグリーン
製品・サービス関連情報を、
一般市民にも分かるよう適
切に提供することを推進し
ます。 
 
 

経
済
産
業
省 

環境適合製品にかかる情報開示基盤を構
築し、環境適合製品の普及を促進するため、
「カーボンフットプリント制度」の構築の
普及に取り組む。 

○平成 21 年度にスタートした「カーボン
フットプリント制度試行事業」におい
て、平成 23年 11 月 10 日で 73 件の PCR
を策定し、361 製品を検証認定。 

○現在約 300 の事業者がカーボン
フットプリント制度試行事業に
参加。試行事業 3年間の最終年
度として、これまでの成果を踏
まえて、報告書のとりまとめを
行う。 

○制度構築に目途が立ち、国の試
行事業は一定の目的を果たした
ため、平成 23 年度をもって終
了。平成 24 年度以降「カーボン
フットプリント制度」は民間事
業化の予定。 
  引き続き、ISO における国際
標準化に貢献するとともに、民
間事業化後を注視する。 
 

４-

③ 

さらに、3R に配慮した製品の
製造等を含め、事業活動にお
ける環境配慮を確実に実施
していくため、環境管理シス
テムの導入、環境報告書や環
境会計の作成・公表等の自主
的取組を促進します。 
 

経
済
産
業
省 

ウェブサイト「環境報告書プラザ」を
運営し、各企業が発行している環境報告
書等を収集・掲載、環境情報を抽出しデ
ータベース化を図っている。 
 

○平成 23 年度は引き続き「環境報告書プ
ラザ」を運営、掲載データを更新すると
共に、サイト改善の方策についてヒアリ
ングやアンケートによる調査を行って
いる。 

○マテリアルフローコスト会計に
ついては、平成 23年 9月に国際
規格が発行されている。 
○「環境報告書プラザ」掲載登録
企業・団体数は 800 社を超え、
アクセス数は月平均 15,000 件
となっている。（平成 23 年 10
月末現在） 

○マテリアルフローコスト会計の
日本工業規格（JIS）発行を図
る。 
○これまでの調査結果を踏まえ、
「環境報告書プラザ」のより効
果的・効率的な運用を図る。 
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経
済
産
業
省 

○産業構造審議会 廃棄物処理・リサイク
ルガイドライン 
事業者の自主的な取組を促進することを
目的として、リサイクル目標の設定や環
境に配慮した製品設計の推進など、事業
者が取り組むべき内容について整理して
いる。また、ガイドラインは、目標値の
達成状況や実施すべき取組の進捗状況な
どについて、業界団体を交えた審議会の
場で毎年フォローアップを行うことによ
り、ガイドラインの進捗状況管理と実効
性向上に取り組んでいる。 

○平成 18 年度は、取組の進捗状況を確認
するとともに、いくつかの品目・業種に
おいて目標値の改定を行った。 
○ガイドライン該当業種を含む製造業に
ついて、委託調査による副産物の発生
量、再資源化量及び最終処分量等に関す
る情報収集を例年行っている。 
 

○ガイドラインに基づく進捗状況
について、例年行っている委託
調査結果によると、最終処分量
は、ほとんどの業種で前年度に
対して削減されており、取組の
進展を確認している。 
 
【最終処分量】（製造業全体） 
H18    →   H19  
605 万 t   →   600 万 t 

今後も、ガイドラインの進捗状
況や技術開発の動向などを踏ま
え、リサイクル目標の改定、環境
配慮設計の推進・有害物質対策の
強化など、事業者が取り組むべき
事項の見直しを継続的に行ってい
く。 
 また、近年技術革新などから急
速に需要が伸びている品目や、多
品種少量生産などのためにこれま
でガイドラインの統一的な取組の
対象となりにくかった品目や業種
の追加などを積極的に行ってい
く。 
 ガイドラインに関するフォロー
アップを補完する目的で、平成 21
年度については、委託調査の中で
ガイドライン対象製品及び業種に
ついてのリサイクル率等の最新情
報を収集し、見直しのための検討
を実施する予定。 
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環
境
省 

○事業者の自主的・積極的な環境への取組
の支援 
・環境経営の推進を支援するため、環境マ
ネジメントシステム、環境報告書及び環
境会計の普及と促進に取り組んでいる。 
・中小企業を含めた幅広い事業者向けの環
境マネジメントシステムであるエコア
クション 21 について、環境イベントで
の講演など、普及促進に向け取組んでい
る。 
 
・「環境情報の提供の促進等による特定事
業者等の環境に配慮した事業活動の促
進に関する法律」（環境配慮促進法。平
成 17 年４月施行）が施行されて３年経
過したことを踏まえ、その施行状況の評
価・検討を行った。 
また、それを踏まえ、特定事業者の環
境報告書が一覧でき、かつ環境報告書一
般に関する情報を収集できる情報提供
サイトを作成した。 
 
・中央環境審議会総合政策部会「環境と金
融に関する専門委員会」の開催 
  平成 21 年７月より中央環境審議会の
「環境と金融に関する専門委員会」にお
いて環境と金融のあり方について検討さ
れ、平成 22 年６月に取りまとめられた報
告書「環境と金融のあり方について～低
炭素社会に向けた金融の新たな役割～」
では、金融の環境に対する責任や具体的
な 4つの政策提言が行われた。 
 
・融資における環境配慮（環境金融）の取
組を支援するための助成事業等を実施し
た。 
 
【循環型社会形成推進基本計画における目
標】 
中小企業向けの環境マネジメントシス
テムであるエコアクション 21 の認証・
登録企業数が 6，000 社となることを目
標とします。 
  また、環境経営を推進させるツールと
して、環境報告書及び環境会計の普及状
況をアンケート調査結果として把握し、
その取組を推進します。 
 

○平成 21 年度において、環境報告書及び
環境会計を作成・導入する企業は、上場
企業では増加したが、非上場企業ではや
や減少している。 
 
・環境報告書を作成している企業 
 平成 19 年 
 平成 20 年 
 平成 21 年 
上場企業 
  562 社（48.9％）  
    633 社（51.6％） 
  624 社（54.6％） 
非上場企業  
449 社（26.9％） 
527 社（29.3％） 
467 社（24.7％） 

全体 
  1011 社（35.9％） 
1160 社（38.3％） 
1091 社（35.9％） 

 
・環境会計を導入している企業 
  平成 19 年 
  平成 20 年 
平成 21 年 
上場企業 
    428 社（37.2％） 
447 社（36.4％） 
427 社（37.4％） 

非上場企業  
   333 社（20.0％） 
358 社（19.9％） 
344 社（18.2％） 

全体 
   761 社（27.0％） 
805 社（26.6％） 
771 社（25.4％） 

 
○エコアクション 21 について、財団法人
地球環境戦略研究機関による認証・登録
事業者数は着実に増加し、6,859 社とな
っている。（平成 23 年 10 月末現在） 
 
○環境格付融資に取り組む金融機関が 71
社に増加した。（平成 23 年 10 月末現在） 

○環境報告書及び環境会計を作
成・導入する企業が伸び悩んでい
る原因については明らかでなく、
今後の推移も含め引続き分析を
行う必要がある。 
 
○エコアクション 21 について、認
証・登録事業者数は順調に増加し
ており、目標の 6,000 社を達成し
た。前回に引き続き、進展の傾向
にあるが、全体の中堅・中小企業
数に占める割合は僅少であるた
め、より一層の普及促進が必要。 
 
○環境金融の取組は広がりつつあ
るが、環境金融の拡大に向けてよ
り一層の取組の普及・一般化が必
要。 
 
○報告書「環境と金融のあり方につ
いて～低炭素社会に向けた金融
の新たな役割～」において政策提
言されたエコリース促進事業と
環境金融行動原則に関しては平
成 23 年度に実現。 
 

【今後の課題】 
○市場のグリーン化を進めるた
め、事業活動に環境配慮を組み
込むための仕組みである環境経
営システムを普及・発展させる。 
 
○環境対策に意欲的に取り組む事
業者が社会から高く評価された
め、付加価値の高い環境情報の
開示の仕組みを作る。 
 
○金融のグリーン化を進めるた
め、環境金融の推進を通じて、環
境対策に意欲的に取り組む企業に
お金が集まる仕組みを作る。 
 
【見直しの方向性】 
○エコアクション 21 の信頼性向
上と環境経営の普及促進のため
適切な指導助言を行っていく。 
 
○開示される環境情報の付加価値
を向上させるため、利用される
環境情報の特定と情報の質の向
上や比較可能性・信頼性の確保
などを検討し、環境報告ガイド
ライン及び環境会計ガイドライ
ンの改訂を行う。 
 
○環境報告書の記載事項充実のた
めの検討や、環境報告書の記載
事項等に関する手引き等を通し
た環境配慮促進法の確実な実
施、環境報告書作成の一層の促
進と、利用促進のための施策を
検討していく。 
 
○「環境と金融の専門委員会」で
の結果報告を踏まえ、社会的責
任投資や環境格付融資など、環
境金融のより一層の促進を図
る。 
 
○引き続き、循環型社会ビジネス
を後押しする金融面での取組を
促進する方策について検討す
る。 
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    ○平成 23年 6月から家庭・事業者向けエ
コリース促進事業を開始した。 
 
○平成23年10月に持続可能な社会の形成
に向けた金融行動原則が策定され 11 月
より署名開始。 

  

４-

④ 

関係者が市場メカニズムに
基づき、循環型社会の形成に
自主的に取り組むことを促
すための経済的手法の効果
等について検討します。 
 

環
境
省 

○国民が自主的に循環型社会づくりに取り
組むことを促すため、経済的な手法、特
にポイント付与制度について検討。 

 平成 22 年度は有識者から成る検討会に
おいて、3R 行動におけるポイント制度の
促進のためのガイドラインを作成。 
平成 23 年 6月にポイント制度に関する
シンポジウムを実施。 

自治体、企業、NPO/NGO 等にお
いて取組は広がりつつあるが、よ
り一層の普及が必要。 

ガイドラインの周知、シンポジ
ウム等の実施により自主的な取組
の促進に努める。 

４-

⑤ 

特に、循環型社会ビジネスの
役割の一つとして、廃棄物等
を適正に処理していくこと
も重要であることから、循環
型社会ビジネスの振興のた
め廃棄物の収集・運搬・処分
等の各種手続の合理化や法
規制の徹底を図るとともに、
第三者機関などによる格付
や支援措置により優良業者
をさらに育成成育すること
により「悪貨が良貨を駆逐し
ない」環境を整備するととも
に、適正なリサイクルや処分
に要する費用の透明化と徴
収、優れたプラントや事業活
動例を地域や学校での環境
教育・環境学習の場として積
極的に開放し、地域社会と一
体となった廃棄物等の適正
処理を推進します。 

厚
生
労
働
省 

○環境負荷の低減に配慮した製品・サービ
スの開発普及の促進 
・平成 16 年度に「エコプロダクツ大賞」制
度創設。 
環境負荷の低減に配慮した製品・サー
ビス（「エコプロダクツ」）であって、
すぐれた配慮が組み込まれたものを表彰
することにより、エコプロダクツの更な
る開発・普及を図る事が目的である。 
・第１回から「エコプロダクツ大賞」を関
係各省とともに後援し、その審査委員会
委員に参画。厚労省所管に係るエコプロ
ダクツについて、優れていると審査委員
会に評価されたものについては、厚生労
働大臣賞を交付することを許可してい
る。 

平成 16 年度以降、製薬企業等が開発し
たエコプロダクツに対し、 
・エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞６
件が交付された。 

製薬業界等においても着実に、
エコプロダクツの更なる開発・普
及への取組が進展していると思わ
れる。 
 

平成 24 年度以降も引き続き主
催者及び関係各省と連携し、当該
表彰制度を通じて当省所管事業者
におけるエコプロダクツの開発普
及の意識啓発に努めたい。 
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環
境
省 

○ 手続きの合理化と規制強化 
・廃棄物の収集・運搬・処分等の各種手続
きの合理化を図る 
・産業廃棄物処理業等の許可に係る特例の
制定及び廃棄物の適正処理を確保するた
めの各種規制強化を図る。 

廃掃法の改正により以下の制度改正を
実施 
○ 広域的なリサイクル等の推進のため
の環境大臣の認定による特例制度導
入（H15 年６月改正） 

○ 産業廃棄物の収集運搬車に係る表示
及び書類備え付けの義務化を導入
（H16 年９月改正） 

○ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）
の運用の厳格化と悪質な処理業者へ
の罰則を強化した。（H17 年５月改正） 

○ 石綿含有産業廃棄物等について処理
基準の強化等の措置を講じた。（平
成 18 年７月政令改正） 

○ 優良な産業廃棄物処理業者について
許可の有効期間を延長する特例制度
を創設。（平成 22 年５月改正） 

○ 不法投棄等に係る法人重課の罰則を
強化した。（平成 22 年５月改正） 

○ 産業廃棄物収集運搬業許可につい
て、原則として政令市の許可を不要
とする合理化措置を講じた。（平成
22 年 12 月政令改正） 

○ 廃石綿等について処理基準の強化措
置を講じた。（平成 22年 12 月政令
改正） 

不法投棄等の不適正処理への対
応として平成 16 年、17 年、18 年
及び 22 年の廃棄物処理法及び廃
棄物処理法施行令の改正を始めと
して、各種規制の強化を図る一方
で、各種手続きの合理化も着実に
推進した。 

平成 15 年度から 22 年度の制度
改正事項が着実に実施されていく
ように諸策を講じていくととも
に、23 年度の施行に向けて準備す
る。 

厚
生
労
働
省 

○生活衛生関係営業者による環境配慮の取
組の推進 
生活衛生関係営業の運営の適正化及び
振興に関する法律に基づき、業種毎に５年
間の「振興指針」を定めているが、５年毎
の見直しの際に、随時環境配慮に関する事
業内容をより積極的に位置付ける  

理容業、美容業、興業場営業、クリーニ
ング業及び飲食店営業（すし店）の振興指
針の全部改正（H21 年２月）の際に、環境
配慮に関する事業内容をより積極的に位
置付けた。 

新たに５業種の振興指針に環境
配慮に対するその時の最新の取組
を盛り込み、生活衛生関係営業者
による環境配慮の取組の推進を図
った。 

引き続き、振興指針の全部改正
の際には、その時の最新の環境配
慮に対する取組を踏まえ、環境配
慮に関する事業内容をより積極的
に位置付ける。 

４-

⑥ 

また、エコタウン等での産業
集積や企業間連携について
支援を実施します。 

経
済
産
業
省
、
環
境
省 

○エコタウン事業の取り組み（再掲） 
それぞれの地域の特性を活かして、地方
公共団体が「エコタウンプラン」を作成
し、そのプランが他の地方公共団体の見
本（モデル）となりうると認められた場
合、経済産業省及び環境省はエコタウン
プランとして共同承認するとともに、地
方公共団体及び民間団体が行う循環型
社会形成に資するリサイクル施設整備
事業（ハード事業）及び普及啓発や情報
提供事業（ソフト事業）に対し財政支援
を実施。（ソフト事業は平成 16 年度限
りで廃止、ハード事業は平成 17 年度限
りで廃止） 

○本事業の実施により、これまで 26 地域
のエコタウンプラン（環境と調和した
まちづくり計画）を承認。 
 併せてプラン中の62中核リサイクル
施設整備事業及びソフト事業に対し財
政支援を実施（平成 23 年 10 月現在）。 
 
○環境省では、平成 23 年度において平成
22 年度補正事業と合わせて、既存静脈
施設集積地域の高効率活用に資する動
脈産業と静脈産業との有効な連携方策
等に関する調査を実施。 

自治体のエコタウン担当者、リ
サイクル行政担当者が集う全国エ
コタウン会議を経済産業省・環境
省で共催し、エコタウン事業の新
たな展開に向けて情報交換等を実
施。 

全国エコタウン会議等を開催
し、情報交換の場をつくるととも
に、「エコタウンプラン」の承認
等を通じて循環型社会形成を目指
す。 
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４-

⑦ 

また、廃棄物等の適正な循環
的利用及び処分のための設
備投資に対する金融上及び
技術上その他の支援措置を
講じます。 
 

農
林
水
産
省 

地域におけるバイオマス利活用の取組を
促進するため、バイオマス利活用計画の策
定や、バイオマス変換施設等の整備に対す
る補助を実施。 

平成 17 年から平成 22 年度に、たい肥化
施設やメタン発酵施設をはじめとするバ
イオマス変換施設を 285 か所整備。（平成
23 年３月時点） 
また、地域のバイオマス利活用を効果的
に行うバイオマスタウン構想の公表数も
318 地区に増加。（平成 23 年４月時点） 

バイオマスタウン構想の公表数
は平成20年度の196地区から大き
く増加しており、目標数（平成 22
年度に 300 地区）を達成した。 

引き続き施策を推進し、循環型
社会の形成を促進する。 

経
済
産
業
省 

3R に資する設備の導入にあたり、一定の
要件を満たすものについては、以下の措置
を行う。 
○日本政策金融公庫（中小企業事業、国民
生活事業）からの低利融資。 
○3R に資する設備の導入にあたり、固定資
産税の軽減。 
○事業リスクが高く資金調達が困難なリサ
イクル設備の整備等に融資を行う民間金
融機関等に対する利子補給。 
 
 

○22 年度低利融資の結果（単位：百万円） 
日本政策金融公庫 
・中小企業事業 74 件 5,878 
・国民生活事業 36 件  587 
○22 年度設備の固定資産税の軽減につい
ての結果（減収額） 
 （単位：百万円） 
固定資産税   46 
※経済産業省関係のみ 

○利子補給の実績（22 年度） 
  件数：14 件 
  金額：19,488 千円 
  ※全て、日本政策投資銀行に補給金を
交付。） 

設備等の導入は進んでいるとこ
ろであるが、引き続き支援策を講
じる必要がある。 

次年度要求においては、事業者
の利便性の向上や政策目的の一層
の明確化を図るべく、必要に応じ
て制度の検討を行う。 

４-

⑧ 

加えて、循環型社会ビジネス
を後押しする金融面での環
境配慮の評価手法の開発な
どその取組を促進する方策
を検討します。 
 

環
境
省 

○中央環境審議会総合政策部会「環境と金
融に関する専門委員会」の開催 
 平成 21 年７月より中央環境審議会の「環
境と金融に関する専門委員会」において環
境と金融のあり方について検討され、平成
22 年６月に取りまとめられた報告書「環境
と金融のあり方について～低炭素社会に向
けた金融の新たな役割～」では、金融の環
境に対する責任や具体的な 4つの政策提言
が行われた。 
 
 

○平成 23 年 6 月から家庭・事業者向けエ
コリース促進事業を開始した。 
 
○平成23年10月に持続可能な社会の形成
に向けた金融行動原則が策定され11月
より署名開始。 

○左記報告書において政策提言さ
れたエコリースと環境金融行動
原則に関しては平成23年度に実
現。 

引き続き、循環型社会ビジネス
を後押しする金融面での取組を促
進する方策について検討する。 

５-

① 

最終処分場のひっ迫が依然
として厳しい状況であり、さ
らに、資源制約により天然資
源の消費抑制の必要性が高
まっていることから、循環基
本法に定める優先順位に基
づき、排出者責任や拡大生産

厚
生
労
働
省 

○水道事業における廃棄物・リサイクル対
策の推進 
「厚生労働省における環境配慮の方針」
（平成 16年 6月決定、平成 23 年 3月に
直近の改正）において、浄水発生土の有
効利用の推進について施策として位置づ
けている。 

○再資源化率等の経年的な把握を行って
いる。 
 
○「水道技術管理者研修」「全国水道関係
担当者会議」などの場を通じ、関係者へ
の本施策に関する情報提供を行ってい
る。 

○平成 21 年７月に公表した「水道
事業における環境対策の手引書
（改訂版）」に係る情報提供を「水
道技術管理者研修」「全国水道関
係担当者会議」において積極的に
行った。 

経年的に把握した再資源化率等
の情報及び手引きをもとに、引き
続き、水道事業者に対して、廃棄
物・リサイクル対策の推進に努め
るよう指導等を行っていくことと
する。 
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者責任の考え方を踏まえ、廃
棄物等の発生抑制を最優先
に進めるとともに、生活環境
の保全、適正な循環的利用及
び処分に向けた取組を一層
推進します。 
 
 

国
土
交
通
省 

○平成 20 年４月に策定された「建設リサイ
クル推進計画 2008」に示されている中間
目標（平成 22 年）、計画の目標（平成
24 年度）、中期的目標（27 年）に向けて
具体的施策の実施を進める。 
 

目標値     22 年度    24 年度  

27 年度 

        (中間目標) 

＜再資源化率＞ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊  98％以上  98％以上 

98％以上 

コンクリート塊   98％以上  98％以上  

98％以上 

建設発生木材   75％      77％      

80％ 

＜再資源化等率＞ 

建設発生木材   95％      95％以上 

95％以上 

建設汚泥     80％      82％      

85％ 

建設廃棄物全体  93％      94％      

94％以上 

＜排出量＞ 

建設混合廃棄物  220万t   205万t  175

万 t 

(H17 比-25%)(H17 比-30%)(H17 比-40%)                        

＜有効利用率＞ 
建設発生土     85％      87％      
90％ 
 

「建設リサイクル推進計画 2008」に基
づく具体的施策を実施し、平成 22 年度
の実施状況のフォローアップを行った。 
 

平成 20 年４月に「建設リサイク
ル推進計画 2008」を策定し、具体
的施策を実施しているところ。 

「建設リサイクル推進計画
2008」に基づく具体的施策の実施
と実施状況のフォローアップを行
っていく。 
 

国
土
交
通
省
、
環
境

省 

○建設リサイクル法を踏まえ、建設副産物
のリサイクルを推進。公共工事で、特に
直轄事業において先導的にリサイクルを
推進。平成 20 年４月に策定された「建設
リサイクル推進計画 2008（国土交通省）」
に示されている目標値（平成 24 年度）を
目指す。 

全国ブロック毎に地方整備局、地方農政
局、都道府県、公団等で組織する地方建設
副産物対策連絡協議会において、建設副産
物の有効利用及び再利用等を促進し、建設
事業の円滑な推進を図るために必要な情
報収集・交換等を実施。 

地方建設副産物対策連絡協議会
において、講習会や説明会を開催
し、関係者に対して情報提供等を
行った。 

建設廃棄物の抑制、循環利用、
適正処理の徹底を引き続き図る。 

５-

② 

このため、廃棄物の処理に伴
う環境への負荷の低減に向
け、国際的な整合性の観点を
踏まえつつ、製品の特性に応
じたライフサイクルを考慮
した設計・製造を推進するな
ど、廃棄物等の発生抑制につ
ながる上流対策等の一層の
充実を主眼に、主体間の連携

経
済
産
業
省
、
環
境
省 

○資源有効利用促進法に係る施策の充実・
強化。 

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイ
クル小委員会基本政策ワーキンググルー
プを立ち上げ、平成 20 年１月に今後の資
源循環社会の構築に向けた新たな 3R 政策
ビジョンの提言に関する報告書をとりま
とめた。 

報告書の提言に基づき、3R 配慮
型製品の市場を拡大するため、製
造事業者による 3R に関する製品
設計・製造の取組状況を、消費者
に対して正確に、分かりやすく伝
えるための評価手法・仕組みの検
討を行っているところ。 

引き続き情報提供手法を検討す
るとともに、3R 配慮製品を推進す
るためのインセンティブ措置につ
いて検討するとともに、国際規格
化を視野に入れた評価指標の検討
等を行う。 
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や適切な役割分担、適正かつ
公平な費用負担やシステム
全体での効率化などの観点
も踏まえ、各種リサイクル制
度や廃棄物処理制度など必
要な施策体系の充実・強化を
図ります。 
 

経
済
産
業
省
、
環
境
省 

○容器包装リサイクル法に係る施策の充
実・強化。 

容器包装リサイクル法の適正かつ公平
な費用負担の徹底を強化するため、平成
18 年 12 月から、再商品化の義務を果たさ
ない事業者に対する罰則を強化した。ま
た、平成 19 年４月１日には、容器包装廃
棄物の排出抑制を促進するための措置が
施行され、小売業者は、国が定めた判断基
準に基づき自ら目標を設定し容器包装の
使用合理化に取り組むとともに、50 トン
以上の容器包装を使用する事業者（容器包
装多量利用事業者）については報告が義務
付けられた。 

法改正により導入された排出抑
制促進措置により、レジ袋の有料
化や簡易包装の推進等の取組が全
国的に広がってきているところ。 

引き続き、法律を適正に執行す
ると共に、排出抑制促進措置の効
果を把握し、必要に応じて評価を
行う。 

環
境
省 

（再掲） 
○リデュース、リユース推進の取組として、
レジ袋削減の先進的な取組等を全国に情
報発信することや、先駆的な地域の容器
包装削減の取組への支援などを強化して
いる。また、リユース品に対する消費者
の意識調査やリユース事例調査等を通じ
て、更なるリユースの推進方策を検討し
ている。 

平成 21 年１0月に富山県と共催で「ノ
ーレジ袋推進全国フォーラム in TOYAMA」
を開催し、レジ袋削減に係る各地の取組や
課題等について全国に情報発信を行った。 
また、容器包装廃棄物の 3R に関する地
域の各主体の連携による先進的な取組に
ついて、モデル事業として支援し、その効
果を検証し全国へ紹介することで、広範な
取組を促進させている。平成 21 年度はリ
ユース容器・通い容器を利用した総菜の量
り売り実証支援など 2R を中心に７件の事
業を全国から採択し、支援を行った。 
そのほか、平成 22 年６月より、使い捨
て飲料容器の削減を目指した「マイボト
ル・マイカップキャンペーン」を展開し、
イベントにおける普及啓発活動や大学で
の実証実験、Web サイトによる情報発信等
を行っている。 
平成 23 年２月に「我が国におけるびん
リユースシステムの在り方に関する検討
会」を設置しびんリユースの促進方策等に
ついて検討した。同年 10 月からは地域内
でびんリユースの促進を図る実証事業を
全国４カ所で実施している。 
また、平成 23 年度では、適正なリユー
スの受け皿となる事業者等の優良化に向
けた検討に加え、リユース業者と連携した
市区町村のリユースモデル事業を実施し
ている。 

レジ袋削減の次の取組として
「マイボトル・マイカップキャン
ペーン」やびんリユースの促進に
係る取組を新たに展開し、更なる
容器包装廃棄物の削減を目指して
いる。 
また、リユース品に対する消費
者の意識調査やリユース事例調査
等を通じて、更なるリユースの推
進方策を検討している。 

リデュース、リユースの推進に
向けて、先進事例を随時周知する
とともに、先駆的な取組について
実証事業等を行い、一層の普及を
図る。 
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環
境
省
、
経
済
産
業
省 

○家電リサイクル法に係る施策の充実・強
化。 

○平成 20年 12 月に同法施行令を改正し、
平成 21 年４月１日より、製造業者等に再
商品化等を義務付ける対象機器として、液
晶テレビ（携帯テレビ等を除く。）・プラ
ズマテレビと衣類乾燥機を追加するとと
もに再商品化等の基準の見直しを行った
ところ。 
 
○家電４品目の回収台数は順調に推移し
ており、施行は着実に定着している。 
 
・過去５年間の廃家電４品目の回収台数 
 
 平成 18 年度 1,162 万台 
 平成 19 年度 1,211 万台 
 平成 20 年度 1,290 万台 
 平成 21 年度  1,879 万台 
 平成 22 年度 2,770 万台 
 
 
・平成 22 年度の再商品化実績（カッコ内
は法定再商品化率） 
 エアコン         88％ （70％以上） 
 ブラウン管テレビ 85％ （55％以上） 
 液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾚﾋﾞ  79％  （50％以上） 
 冷蔵庫及び冷凍庫 76％ （60％以上） 
 洗濯機及び衣類乾燥機 86％（65％以上） 

家電リサイクル制度に対して消
費者をはじめとする多くの関係者
からの理解と協力が得られ、廃家
電４品目の回収台数は増加し、制
度は順調に施行されていると考え
られる。特に平成 22 年度はエコポ
イント等の影響もあり回収台数が
大きく増加した。 
 

引き続き、家電リサイクル制度
の円滑な施行に向け、中央環境審
議会・産業構造審議会合同会合報
告書の内容を踏まえた施策の具体
化に取り組んでいく。 

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
環
境
省 

○食品リサイクル法に係る施策の充実・強
化（再掲） 
食品の売れ残りや食べ残しにより、又は
食品の製造過程において大量に発生して
いる食品廃棄物について、発生抑制と減
量化により最終的に処分される量を減少
させるとともに、飼料や肥料等の原材料
として再生利用するため、食品関連事業
者（製造、流通、外食等）による食品循
環資源の再生利用等を促進。 

食品循環資源の再生利用等の実施率(平成
21 年度実績) 
食品製造業     93％（前年度 93％） 
 食品卸売業     58％（前年度 59％） 
食品小売業    36％（前年度 37％） 
外食産業       16％（前年度 13％） 
食品産業合計      81％（前年度 79％） 
 
 
○平成 19 年６月の食品リサイクル法改正
により措置された、食品リサイクルルー
プの構築を要件とする新たな再生利用
事業計画については、平成 23年 10 月末
現在で計 33 件が認定されている。 
 

再生利用等の実施率は伸びて
おり、食品リサイクル制度が徐々
に定着してきていると考えられ
る。 
再生利用事業計画の認定につ
いては、ほぼ毎月新たな認定実績
が生まれており、順調に制度が活
用されていると認識される。 

資源を無駄なく活用し、環境と
の調和と食品産業の体質強化を同
時に追求するためには、食品ロス
の削減と食品廃棄物を資源として
効率的かつ最大限リサイクルする
ことが必要。そのためには、 
①食品廃棄物等の発生抑制の目標
値の策定 
②食品関連事業者による食品リサ
イクル・ループ構築の取組や飼
肥料化設備導入の推進 
等に取り組んでいく。 
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５-

③ 

加えて、経済的なインセンテ
ィブを活用した取組として、
広がりを見せている一般廃
棄物処理の有料化の取組に
ついては、一般廃棄物処理有
料化の手引きの普及等によ
り、その全国的な導入を推進
します。 
また、一般廃棄物会計基準や
一般廃棄物の標準的な分別
収集区分及び適正な循環的
利用や適正処分の考え方を
示した指針の普及を進める
ことで、家庭ごみの再資源化
や廃棄物発電等のエネルギ
ー回収の徹底に向けた市町
村の分別収集や適正処分の
段階的な高度化を推進しま
す。 
 

環
境
省 

ごみの排出量がここ数年微減減少である
ものの、依然として高水準で推移している
ことを踏まえ、その発生抑制を一層推進す
るための施策の一部として、市町村におけ
るごみ処理の有料化の導入の促進策につい
て検討を行った。平成２３年度からは、「廃
棄物処理の３Ｒ化・低炭素化改革支援事業」
において、有料化の手引きの発出等による
ごみ削減量効果等を取りまとめる。 

環境省では平成 19 年６月に、①「一般
廃棄物会計基準」、②「一般廃棄物処理有
料化の手引き」、③「市町村における循環
型社会づくりに向けた一般廃棄物処理シ
ステムの指針」を取りまとめ、さらに平成
20年６月にごみ処理基本計画策定指針（以
下「策定指針」という。）を改定し、市町
村が廃棄物処理事業を３Ｒ化するための
具体的な指針を提示したところである。 
 
平成 21 年度は会計基準に基づく財務書
類作成を行う地方公共団体を支援するた
め、財務書類作成支援ツールの課題をとり
まとめ、作業性の向上等の改良を行った。
また、質問受付窓口の開設等を行った。 
平成 22 年度も引き続き質問受付窓口を
開設した他、市町村が一般廃棄物会計基準
を導入する際に現地指導等の支援を行っ
た。 

 
 

今後も、一般廃棄物処理の高度
化を推進するため、有料化の手引
き等の更なる普及に努め、必要が
あれば有料化の手引き等の改訂を
行う。 

５-

④ 

製造工程や製品に使用され
る有害物質については、日常
生活への影響の大きさに照
らし、国際的な動向も踏まえ
ながら、その使用量を極力低
減しようとする自主的取組
の促進やその管理・情報提供
を促す仕組みを整備します。 
加えて、廃棄物等の有害性の
評価をはじめ、廃棄物等の循
環的利用及び処分が環境に
与える影響等の調査研究、適
正処理技術の開発や普及等
を実施します。 
アスベストや PCB 等、有害性
や処理の困難性に照らして
特別の対応が必要な物質に
ついては、その時々の科学的
知見を最大限に活用しつつ、
社会コスト低減の観点を踏
まえ、無害化を徹底するなど
適正処理の仕組みの充実を
図ります。 
 

農
林
水
産
省
、
環
境
省 

○「残留性有機汚染物質に関するストック
ホルム条約」を踏まえた我が国の国内実
施計画の履行のため都道府県の責任にお
いて実施する埋設農薬の管理、掘削・回
収及び処理の際の処理計画の策定及び周
辺環境への悪影響防止措置に対する支援
を実施。 
 
○都道府県の責任において管理及び処理等
を実施している埋設農薬の管理状況等を
把握するため、平成 23 年２月に都道府県
に管理状況等を確認。 

「消費・安全対策交付金（農薬の適正使
用等の総合的な推進）」（交付金）の一部
として、埋設農薬の管理、掘削・回収及び
処理の際の処理計画の策定及び周辺環境
への悪影響防止措置に対する支援を実施
した。 
 
埋設農薬について、平成 20 年 4月の調
査で確認された約 4,400t のうち、約 4,000
ｔの埋設農薬が無害化処理されたことを
確認した。（平成 23 年２月） 

都道府県の責任において実施す
る埋設農薬の処理等の際の処理計
画の策定及び周辺環境への悪影響
防止措置に対する支援を行うこと
により、埋設農薬の適正処理等の
着実な取組を引き続き支援してい
る。 
 

引き続き、都道府県が実施する
埋設農薬の掘削・回収及び処理が
着実に進むよう支援等を行ってい
くとともに、４年ごとに開催され
る「残留性有機汚染物質に関する
ストックホルム条約」締約国会議
で日本の管理状況を報告するた
め、各都道府県における管理・処
理等状況の把握を行っていくこと
とする。 
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５-

⑤ 

 
経
済
産
業
省
、
環
境
省 

○自動車リサイクルに係る新たなリサイク
ルシステムの構築 
・自動車用バッテリーのリサイクルシステ
ムの再構築に関する検討の実施。 
 

○バッテリー回収・リサイクルシステムの
再構築のため、関係主体が果たすべき
役割や実効性を確保するための方策等
についての検討会（専門委員会）を、
産業構造審議会及び中央環境審議会に
設けて合同で議論を進め、報告書（案）
に対するパブリックコメントを実施
し、その結果を踏まえて報告書の取り
まとめを行った。 
・パブリックコメントの実施時期：平成
17 年８月 11 日～９月 12 日 
・報告書の公表時期：平成 17年 12 月 27
日 
 
○報告書の概要：再構築に向け、実効性を
確保するための方策について 
・自動車用バッテリーを資源有効利用促進
法の指定再資源化製品として指定する
とともに、自動車用バッテリーを部品と
して使用する製品を指定（同法政令） 
・リサイクルの実施主体を規定（同法省令） 
・バッテリー製造事業者及び輸入者 
・バッテリー使用機器製造事業者及び輸入
者 

産業構造審議会及び中央環境審
議会の合同部会によって審議され
た報告書（案）に対するパブリッ
クコメントを実施し、その結果を
踏まえて報告書の取りまとめを行
った。 

 関係各事業者による自主取組に
ついての実務的検討をはじめ、改
省令改正の実施等、制度実施に向
け必要な措置を講ずる。 

国
土
交
通
省 

○FRP 船リサイクル関係 
 
・「FRP 船リサイクルシステム」の認知度
向上のための周知広報を実施する。 
・「FRP 船リサイクルシステム」の安定的
な運用のための利用促進に向けた検討等
を行う。 
 

○平成17年11月から一部地域において運
用が開始され、平成 20 年度より全国 47
都道府県において本格運用が開始され
た「FRP 船リサイクルシステム」につい
て、普及促進のために周知広報等の実施
によるサポートを行った。 
○全国ブロック毎に地方運輸局、地方整備
局、都道府県等で組織する地方廃船処理
協議会を開催し、不法投棄された廃 FRP
船対策や FRP 船リサイクルの促進を図
るために情報提供及び意見交換等を実
施した。 

全国展開が開始された「FRP 船
リサイクルシステム」について、
当該システムの安定的な運用のた
めの利用促進に向けた検討及びシ
ステムの周知等が必要である。 

○FRP 船リサイクルシステムの普
及促進を図るために、関係業界
及び地方自治体と協力して積極
的に周知広報を実施するととも
に利便性の向上を図る。 
○経済的・効率的で永続的な FRP
船リサイクルシステムとするた
めの検討及び評価を行い、シス
テムの改善や新たな処理技術の
取り入れ等の検討を行う。 
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環
境
省 

○石綿含有廃棄物の適正処理の推進 
・石綿を含む廃棄物は、有害性を有すると
ともに、建築物の解体等の増加により大量
に発生することから、円滑かつ安全な処理
を確保することが不可欠であるが、最終処
分場への埋立に限られていたのが現状で
ある。しかし、今後大量に発生することが
予想される石綿含有廃棄物の埋立以外の
新たな処分ルートを確保するため、平成
18 年２月の廃掃法改正により、石綿が含
まれている廃棄物について、高度な技術を
用いて無害化する処理を行う者を個々に
環境大臣が認定し、認定を受けた者につい
ては、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の
設置に係る都道府県知事の許可を不要と
する制度を創設。 
・廃掃法令等の改正により石綿含有廃棄物
について処理基準の強化等の措置を講じ
た。 

○平成 22 年度、２件の石綿無害化処理施
設について認定を行い、廃石綿等の無害
化処理が開始されたところ。（平成 23
年度は認定数０件（平成23年11月現在）） 
 
○石綿無害化処理施設の設置を予定する
事業者に対しては、有識者らによる技術
的な助言を行い、認定取得に向けた取り
組みを支援している。 

 ○より安心感のある処理をすすめ
るため、今後とも石綿に係る無
害化処理を推進する。 



- 41 - 
 

環
境
省 

市町村において処理することが困難な廃
棄物（適正処理困難廃棄物）に関して、関
係者の適切な役割分担のもとで、適切な処
理体制が構築されるよう検討を進めてい
る。 

○市町村における適正処理困難廃棄物の
排出・処理実態・事故発生状況に関する
調査結果を踏まえ、特に適正処理確保に
関して要望の多かったスプリングマッ
トレスやエアゾール缶について市町村、
関係業界及び関係省庁と検討を行った。 
○エアゾール缶については、関係業界が充
てん物を容易に排出できる中身排出機
構を装着した製品への転換を進めると
ともに、関係業界、市町村が中身排出機
構についての周知を図り、充てん物の入
った缶が排出されないよう努めること
としている。 
○廃消火器については、平成 17 年９月に
広域認定の品目として追加し、９社の認
定を行ったのち、平成21年12月からは、
消火器の製造業者による業界団体であ
る社団法人日本消火器工業会により広
域処理を行っている。 
○廃 FRP 船については、平成 17 年９月に
広域認定の品目にとして追加し、平成
17年 11月から FRP船の製造事業者を中
心とする業界団体である社団法人日本
舟艇工業会により、一部地域での処理が
始まり、平成 19 年７月から全国での広
域処理が行われている。 
○既に広域認定の品目としている廃二輪
自動車については、現在までに 17 件の
認定を行っており、広域処理が定着して
いる。また、廃密閉型電池、廃開放型蓄
電池については、平成 21 年度末時点に
おいて３者の認定を行っている。 
○廃火薬類については、平成 19 年 3月に
広域認定の品目として追加し、平成 19
年 3月から業界団体である社団法人日
本火薬鉄砲商組合連合会により処理を
行っている。 

平成 22 年度末時点で、①廃スプ
リングマットレス、②廃パーソナ
ルコンピュータ、③廃密閉型蓄電
池、④廃開放型鉛蓄電池、⑤廃二
輪自動車、⑥廃 FRP 船、⑦廃消火
器、⑧廃火薬類、⑨廃印刷機、⑩
廃携帯電話用装置を広域認定の対
象品目にし、適正処理困難廃棄物
の処理体制構築を含めた製造事業
者等によるリサイクルを着実に推
進している。 
エアゾール缶については、平成
22 年度時点で約 98％の製品が、中
身排出機構を装着した製品へ転換
された。 
 

○スプリングマットレスについて
は、排出・処理状況に関する調
査結果等をもとに、引き続き市
町村、関係業界及び関係省庁と
ともに、適切な処理体制の在り
方について検討を行っていく。 
○エアゾール缶については、経済
産業省と協力・連携し、消費者
に対してガス抜きキャップ（中
身排出機構）を使用し中身を出
し切ってから排出することの情
報提供に取り組む。 
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５-

⑥ 

加えて、循環型社会の形成を
図る上で必要不可欠な廃棄
物等の適正処理の確保に向
け、積極的な情報公開や地域
住民との対話の推進を図り
つつ、環境への配慮を十分に
行いながら、廃棄物処理施設
や最終処分場の整備等にお
ける広域的な対応を推進し
ます。 
具体的には、廃棄物等の循環
的な利用や処分のための施
設については、十分な再生利
用能力の確保や施設の適正
配置に留意しながら、技術開
発の支援や経済的な助成措
置、民間主導の公共サービス
の提供（PFI（Private Finance 
Initiative））の手法など
様々な手法を活用しつつ整
備を促進します。 
特に、適正な循環的な利用及
び処分を高度に行うため、廃
棄物等の性状や物流に応じ
た効率的かつ集積的な整備
の誘導策を講じていきます。 
 

環
境
省 

○循環型社会形成推進交付金（再掲） 
廃棄物の 3R や適正処理を推進するため、
地方自治体等によるリサイクル関連施設、
エネルギー回収推進関連施設等の廃棄物処
理施設の整備事業に対し、交付金による支
援を行っている。 
 

本交付金制度により循環型社会形成の
基盤となる廃棄物処理・リサイクル施設の
整備が推進され、最終処分場の残余年数の
向上や発電能力向上等に繋がっている。 
 
（リサイクル率） 
H17:19.0％ 
 H18:19.6％ 
 H19:20.3％ 
H20:20.3％ 
H21:20.5％ 
 
（発電能力） 
 H17:1,512MW 
 H18:1,590MW 
 H19:1,603MW 
H20:1,615MW 
H21:1,673MW 
 
（最終処分場残余年数） 
H17:14.8 年 
H18:15.6 年 
H19:15.7 年 
H20:18.0 年 
H21:18.7 年 

発電能力、最終処分場残余年数
ともに、第４回フォローアップ
（H17 の数値）から今回フォロー
アップ（H21 の数値）の間に着実
な向上がみられ、本施策による取
組が進展しているものの、リサイ
クル率については近年横ばい傾向
となっている。 

本交付金制度により循環型社会
形成の基盤となる廃棄物処理・リ
サイクル施設の整備が推進されて
いる。 
今後も、引き続き、合理的かつ
効果的な施設整備を進める必要が
ある。 

５-

⑦ 

また、最終処分場などについ
ては、残余容量の予測を行い
つつ、引き続きその整備や埋
立て容量の再生の検討を進
めるほか、地方公共団体の共
同処理を推進するとともに、
大都市圏における都道府県
の区域を越えた広域的な対
応を推進します。 
 

環
境
省 

○最終処分場の整備の促進 最終処分場の確保が特に困難となって
いる大都市圏のうち、近畿圏においては、
大阪湾広域臨海環境整備センターが行う
広域処理場（廃棄物埋立護岸、廃棄物受入
施設、排水処理施設等）の整備促進及び埋
立ての円滑な実施を図っている。大阪湾フ
ェニックス計画に基づいて近畿２府４県
内の 168 市町村から排出される廃棄物を
尼崎沖処分場、泉大津沖処分場、神戸沖処
分場、大阪沖埋立処分場において受入れて
いる。平成 13 年度末には尼崎沖及び泉大
津沖処分場の管理型区画は埋立が完了し、
平成13年12月から神戸沖処分場で廃棄物
の受入を開始した。さらに現在、大阪沖処
分場の建設が平成 21 年 7 月に完了し、平
成 21 年 10 月から廃棄物の受入を開始し
た。 

 都府県の区域を越えた広域的な
対応については、地域において、
廃棄物の減量化や適正な循環的利
用を徹底しつつ、広域処理場の適
正な維持・運営を推進していく。 
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国
土
交
通
省
、
環
境
省 

内陸部における処分場だけでは対応でき
ない廃棄物を可能な限り減量化した上で、
港湾空間において受け入れるため、計画的
な海面処分場の整備を行う。 

大都市圏を中心に、内陸での最終処分場
の確保が困難となっていることから、港湾
空間の秩序ある利用を行うため、物流等の
港湾利用との調整を図り、廃棄物海面処分
場を整備し、廃棄物を受け入れる。また、
大阪湾においては近畿２府４県 168 市町
村（平成 23 年３月現在）を対象とした広
域処理場の整備を推進する（大阪湾広域臨
海環境整備センターによる大阪湾フェニ
ックス計画）。 
・海面処分場の残余年数 
Ｈ18 年度末 約６年 
Ｈ19 年度末 約６年 
Ｈ20 年度末 約７年 
Ｈ21 年度末 約７年 
Ｈ22 年度末 約７年 

全国の港湾で廃棄物埋立護岸の
整備が行われている。 

廃棄物埋立護岸の整備を行うな
ど、今後も引き続き廃棄物海面処
分場の整備及び延命化対策を推進
していく。 

５-

⑧ 

特に、残余容量のひっ迫が著
しい産業廃棄物の最終処分
場については、産業廃棄物の
適正処理を十分に確保する
ために必要がある場合には、
排出事業者の責任を原則と
しながら、公共関与による施
設整備の促進などにより、管
理型を基本とした安全かつ
適正な最終処分場を確保し
ます。 
 

環
境
省 

公共関与による産業廃棄物処理施設の整
備促進のため、平成 12 年度より、「産業廃
棄物処理施設モデル的整備事業」により、
廃棄物処理センター等が行う産業廃棄物の
最終処分場等の施設整備に対して国庫補助
を行っている。 
廃棄物の減量その他その適正な処理に関
する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ための基本的な方針では、産業廃棄物の最
終処分場について、平成 27 年度において、
要最終処分量の 10 年分程度を確保できる
ように整備することを目標としている。 

平成 21 年度及び平成 22 年度において
は、それぞれ３事業者(財団法人)が整備す
る産業廃棄物の管理型最終処分場に対し
て国庫補助を行った。 

地域における公共関与の産業廃
棄物処理施設整備のニーズに的確
に対応し、産業廃棄物の適正処理
を推進した。 
再生利用及び減量化の進展によ
り最終処分量が減少傾向にある一
方で、最終処分場の新たな整備が
困難な状況も見られ、特に大都市
圏において依然として最終処分場
がひっ迫している状況が続いてい
る。 

引き続きモデル的な設備を支援
することにより、今後の模範とな
る産業廃棄物処理施設の推進及び
不適正処理の防止を図ることとす
る。 
 

５-

⑨ 

また、陸上で発生する廃棄物
については、平成 19 年４月
から、海洋投入処分が原則禁
止されたことを踏まえ、海洋
汚染等及び海上災害の防止
に関する法律に基づく廃棄
物の海洋投入処分に係る許
可制度を適切に運用し、海洋
投入処分量の削減を図りま
す。 
 

環
境
省 

ロンドン条約 1996 年議定書の締結に伴
い改正された海洋汚染等及び海上災害の防
止に関する法律（昭和 45 年法律第 136 号。
以下「海洋汚染防止法」という。）に基づき、
平成 19 年度４月から導入された廃棄物の
海洋投入処分に係る許可制度の適切な運用
を行う。 

海洋汚染防止法に基づく廃棄物の海洋
投入処分に係る許可制度の適切な運用を
図っている。平成 21 年度の海洋投入処分
量は 208 万トンで、前年度より減少してい
る。 
 

海洋汚染防止法に基づく廃棄物
の海洋投入処分に係る許可制度の
適切な運用により、海洋投入処分
量のより一層の削減に取り組んで
いる。 
 

国際的にみても依然として我が
国の海洋投入処分量が多い状況を
踏まえ、より一層の削減に向けた
方策の検討を行なう。 

５-

⑩ 

さらに、リユースやリサイク
ルを含めた廃棄物等の運搬
に係る物流については、環境
負荷の低減などの観点から、
バイオ燃料などを利用した
収集運搬車やトラックによ
る輸送と適切に組み合わせ
つつ、中長距離において環境
に配慮された鉄道や海運を
積極的に活用するなど効率
的な静脈物流システムの構
築を推進します。 
 

国
土
交
通
省 

○静脈物流システムの構築(2)（再掲） 
 
・平成 23 年度新規施策として、環境負荷が
小さい鉄道、船舶へ輸送手段の転換（モ
ーダルシフト）を図り、かつ CO2 排出削
減効果が高い事業に対し支援を行う制度
を創設。 

平成 23 年度において、モーダルシフト
を行い、産業廃棄物等を輸送する事業に対
し支援を実施予定。 

平成 23 年度新規事業 引き続き、環境負荷が小さい鉄
道、船舶へ輸送手段を転換する事
業（モーダルシフト）に対し支援
を実施していく。 
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５-

⑪ 

このほか、不法投棄の防止に
ついては、廃棄物が適正に運
搬され、処理されたことを確
認するための管理票システ
ムであるマニフェスト制度
の電子化を徹底し、平成 22
年度までに電子マニフェス
ト利用割合を 50％へ拡大す
ることを目指します。 
また、大規模不法投棄事案を
撲滅することを当面の目標
と定めた「不法投棄撲滅アク
ションプラン」を踏まえ、国
民、事業者、地方公共団体、
国等の各主体が一体となっ
て、「全国ごみ不法投棄監視
ウィーク」等を通じた普及啓
発活動や監視活動等によっ
て不法投棄の未然防止に向
けた施策の着実な推進を図
るとともに、万が一、不法な
処分がなされた場合には、適
切かつ迅速な原状回復の推
進を図ります。 
 

環
境
省 

○ 不法投棄等の未然防止・拡大防止対策
については、「不法投棄撲滅アクション
プラン」を踏まえ、平成 19 年度より毎年
度、国民、事業者、地方公共団体、国等
の各主体が一体となって、「全国ごみ不法
投棄監視ウィーク」（毎年５月 30日（ご
みゼロの日）から６月５日（環境の日））
を中心として、普及啓発活動や監視活動
等、地方環境事務所を拠点とした「全国
ごみ不法投棄撲滅運動」を実施している。 
  また、その他、IT の活用、現地調査や
関係法令等に精通した専門家の派遣によ
る都道府県等での行為者等の責任追及の
支援等を行っている。 
 
○ 不法投棄等の残存事案対策について
は、平成９年廃棄物処理法改正法の施行
（平成 10 年６月 17 日）前に開始された
産業廃棄物の不法投棄等による生活環境
保全上の支障の除去等事業に対して産廃
特措法に基づく財政支援を行っている。 
また、平成９年廃棄物処理法改正法の
施行（平成 10 年６月 17 日）以降に開始
された産業廃棄物の不法投棄等による生
活環境保全上の支障の除去等事業に対し
ては、廃棄物処理法に基づく財政支援を
行っている。 
 

○ ブロック会議を開催する等、各地方環
境事務所管内の都道府県等との不法投
棄等防止ネットワークの構築を行った。
また、国と都道府県等が連携し、監視活
動や清掃活動等、「全国ごみ不法投棄撲
滅運動」を実施した。 
 
○ 平成 22 年度末までに、香川県豊島事
案等計 13 事案について、産廃特措法に
基づき県市が定めた実施計画に対して
環境大臣が同意した。また、平成 22 年
度末までに、計 77 事案について、廃棄
物処理法に基づく産業廃棄物適正処理
推進基金からの財政支援を行った。 
 

○ 平成 19 年度から５月 30 日か  
ら６月５日を「全国ごみ不法投
棄監視ウィーク」として設定し、
未然防止・拡大防止対策に重点
をおいた「全国ごみ不法投棄撲
滅運動」を実施する等、不法投
棄等対策を強化している。 
  しかしながら、不法投棄等事
案は減少しているが、いまだ撲
滅には至っていないため、引き
続き施策の強化、充実を図って
いく。 
 
○ 平成 22 年度には、香川県豊島
事案等９事案において産廃特措
法に基づく特定支障除去等事業
が実施され、これらに対して国
が財政支援を行った。また、静
岡県御前崎事案等について、廃
棄物処理法に基づく産業廃棄物
適正処理推進基金からの財政支
援を行った。 

○ 産廃特措法については平成24
年度末が期限となっている。ま
た、廃棄物処理法に基づく支援
については、産業界からの出え
んについて、理解と協力を引き
続き確保する必要がある。この
ため、全国の残存事案の支障の
状況等についての詳細調査結果
を踏まえ、残存事案への今後の
対応や今後の財政支援の在り方
について検討を進めていく必要
がある。 
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５-

⑫ 

災害廃棄物については、迅速
かつ適正に処理できるよう、
被災した地方公共団体に対
する支援などを実施し、円滑
な復興を図ります。 
 

環
境
省 

災害に伴い発生した廃棄物の処理を市町
村等が行う場合、当該処理費用の 1/2 を災
害等廃棄物処理事業費補助金により支援す
る。 
東日本大震災による災害廃棄物の処理事
業については補助率の嵩上げ、補助対象範
囲の拡充を行い、手厚く支援している。 
また、地方公共団体が、震災や水害に伴
う災害廃棄物の処理計画を策定する場合の
参考となるよう、「震災廃棄物対策指針」
及び「水害廃棄物対策指針」を示している。 
 

平成 21 年度には、中国・九州北部豪雨
や台風などの被害により 25 市町が実施し
た災害廃棄物の処理事業に対し処理費用
の 1/2 を支援した。 
平成 22 年度には、豪雨や台風などの被
害により市町村等が実施する災害廃棄物
の処理事業に対し処理費用の 1/2 を支援
した。 
平成 23 年度においても、豪雨や台風な
どの被害により市町村等が実施する災害
廃棄物の処理事業に対し処理費用の 1/2
を支援することとしている。 
東日本大震災による災害廃棄物の処理
事業に対する補助金の平成 23 年 11 月 14
日時点の執行状況について、概算交付に係
る書類の提出があった 54 の地方自治体の
うち 52 の地方自治体については概算払い
額を 3,166 億円と確定し、うち 47 の地方
自治体について概算払い事務手続きが完
了している。 
また、市町村における震災廃棄物処理計
画及び水害廃棄物処理計画の策定状況は、
それぞれ約 72％及び約 68％であり、未策
定の市町村については、速やかに計画を策
定するよう、引き続き指導、助言を行って
いる。 

被災した市町村が、災害廃棄物
を迅速かつ適正に処理し、円滑な
復興が図られるよう災害等廃棄物
処理事業費補助金により支援して
いる。 
また、災害廃棄物の処理計画が
未策定の地方公共団体について
は、速やかに計画を策定するよう、
引き続き指導、助言を行っている。 

被災地における応急・復興対策
を円滑に進める上で、災害廃棄物
の迅速かつ適正な処理が必要であ
ることから、引き続き災害等廃棄
物処理事業費補助金により被災市
町村を支援していく。 
また、災害廃棄物の処理計画が
未策定の地方公共団体について
は、速やかに計画を策定するよう、
引き続き指導、助言を行っていく。 
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５-

⑬ 

また、大量に漂着したゴミの
処理を行う地方公共団体に
対する支援等、被害が著しい
地域での施策を着実に実施
します。さらに、閉鎖性海域
において、海面に浮遊する漂
流ゴミ等の回収を行います。 
 
 
 
 
 
 
 

農
林
水
産
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省 

○都道府県が設置する地域グリーンニュー
ディール基金への補助金により、都道府
県などが地域計画に基づき実施する海岸
漂着物等の回収・処理や発生抑制対策な
どの取組に対する支援を実施した。 
 
○海岸保全区域外の海岸に大量に漂着した
ごみの処理を市町村等が行う場合、当該
処理費用の 1/2 を災害等廃棄物処理事業費補
助金により支援する。 
 
○災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策
事業 
洪水、台風等により海岸に漂着した流
木及びゴミ等並びに外国から海岸に漂着
したものと思われる流木及びゴミ等が異
常に堆積し、これを放置することにより、
海岸保全施設の機能を阻害することとな
る場合に、緊急的に流木等の処理を実施
する。 
 
○漂流ゴミ等の回収 
船舶航行の安全を確保し、海域環境の
保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸
内海、有明・八代海の閉鎖性海域におい
て、海面に漂流する流木等のゴミや船舶
等から流出した油の回収を行っている。 

○36 都道府県に総額約 60 億円を配分し
た。順次各都道府県において地域計画の
策定、海岸漂着物等の回収・処理、発生
抑制対策等の取組が進められている。 
 
○海岸漂着物処理推進法に基づき、海岸漂
着物対策を総合的かつ効果的に推進する
ための基本的な方針が平成 22 年３月 30
日閣議決定された。 
 
○平成 21 年度に福岡県芦屋町が漂着ごみ
の処理事業を実施したため、処理費用の
1/2 を支援した。 
 
○平成 20 年度に海岸保全施設の機能阻害
の原因となる大規模な海岸漂着ゴミを緊
急的に処理するため、「災害関連緊急大
規模漂着流木等処理対策事業」の対象範
囲を拡大し、広域にわたる「複数の海岸」
の関係者が協働して一体的・効率的に処
理を行うこと等ができるよう制度を拡充
した。 
平成 22 年度には、静岡県の伊東港海岸
（台風９号）及び佐賀県の川副海岸他（梅
雨前線による豪雨）、平成 23 年度には、
島根県の大社漁港海岸、湊原海岸(停滞前
線による豪雨)及び京都府の神崎海岸、由
良海岸(台風２号)においてそれぞれ漂着
流木の処理対策を実施したため、処理費
用の 1/2 を支援した。 
 
○左記東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明・
八代海の閉鎖性海域で毎年、約 6,000 ㎥
程の漂流ゴミの回収を行っている。 

○大量に漂着したゴミの処理を行
う地方公共団体に対する支援が
強化された。 
 
○漂流ゴミについては船舶の航行
に支障を来すことから、引き続き
回収を実施していく。 

○海岸漂着物対策を総合的かつ効
果的に推進するため、海岸漂着物
対策推進会議等を通じて、関係省
庁と連携を図りながら、海岸漂着
物対策の一層の推進に努める。 
 
○事業制度周知や活用のための取
組の実施。 
 
○漂流ゴミの早期発見等、漂流ゴ
ミ回収の効率化に向けた技術開
発の実施。 
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６-

① 

これまで廃棄物のリサイ
クル、エネルギー回収及び処
理に関する技術とシステム
は、ダイオキシン類問題など
廃棄物処理にかかわる問題
の解決を主眼に、主としてリ
サイクル、処理の個々のプロ
セスにおける要素技術の開
発・実用化やリサイクル・処
理システムの構築が行われ
てきました。 
その後インバース・マニュ
ファクチャリングが提唱さ
れ、個別リサイクル法等の
3R 関連法制度等の浸透に伴
い、現在では、異なるプロセ
ス間での副産物の融通や素
材産業における循環資源の
原材料・エネルギー利用を通
じた産業間連携、さらには
DfE に見られる 3R を考慮し
たものづくりが着実に進み、
3R を目指す取組は、製品ラ
イフサイクル全体、あるいは
サプライチェーン全体に広
がり始めています。 
今後は、レアメタル等の資
源制約や最終処分量最小化
の要請の高まりに加え、低炭
素社会や自然共生社会に向
けた取組との統合という観
点から、製品ライフサイクル
全体、サプライチェーン全体
にわたる一貫した 3R を目指
す取組を加速化、高度化し、
科学技術立国としての我が
国を支える 3R の技術とシス
テムとして構築し、我が国の
環境力を世界に発信できる
ようにしていくことが求め
られています。 
このため、製品ライフサイク
ル、サプライチェーンの観点
からの 3R の技術・システム
の研究開発、実用化、ビジネ
スモデルの開発及び事業化
を積極的に推進していく必
要があります。 
 
 

経
済
産
業
省 

（再掲） 
3R 配慮型製品の市場を拡大するた
め、製造事業者による 3R に関する製品
設計・製造の取組状況を、消費者に対
して正確に、分かりやすく伝えるため
の評価手法・仕組みの検討を行ってい
るところ。（以下、製品 3R 環境配慮情
報提供事業という）  
 
 

製品 3R 環境配慮情報提供事業につ
いては、製品の 3R 配慮情報を消費者
に提供するための評価指標を検討し
ている。平成 21 年度からは、国際動
向を注視しつつ、国際標準化を視野に
入れた評価指標の検討を行っている
ところ。 
 
 

製品 3R 環境配慮情報提供事業につ
いては、製品の 3R 配慮情報を消費者
に提供するための評価指標の検討や、
国際動向の調査を行った。 
 

平成 23 年度における製品 3R 環境配
慮情報提供事業については、引き続き
国際規格化を視野に入れた評価指標
の検討等を行う。 
 

経
済
産
業
省 

製品のライフサイクル全体において、
天然資源消費量、廃棄物発生量及び環境
負荷を最小化するような対応が可能と
なるよう、製品毎の 3R システムの高度
化を図るために必要な措置に関する検
討の実施。 

平成 17 年１月に産業構造審議会・
廃棄物リサイクル小委員会に製品 3R
システム高度化ワーキンググループ
を設置し、同年８月まで７回の審議を
行い、同年８月に取りまとめを行っ
た。 
本取りまとめを踏まえて、資源有効
利用促進法政省令の改正を行い、希少
性・有用性・有害性を持つ特定の物質
情報をライフサイクルの各段階で管
理できるよう、家電・パソコン等の製
品の製造事業者及び輸入販売事業者
に対して、製品含有物質の情報提供措
置の義務付けを行った。（平成 18 年
７月１日施行） 

製品 3R 高度化ワーキンググループ
において、製品 3R の高度化を図るた
めに必要な措置について審議・取りま
とめを行い、資源有効利用促進法政省
令の改正を行ったところ。 

3R 配慮設計・製造を推進するため、
資源再利用指標といった製品の新た
な評価軸等の統一化を図るための規
格作成に向けた対応等を産業界と連
携しつつ積極的に行っていく。 
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６-

② 

ものづくりの段階において
は、有害性やレアメタル等の
希少性の高さといった観点
からの優先順位を考慮し、製
品の機能・特質に応じて、DfE
製品の設計・製造の技術・シ
ステムの高度化を推進しま
す。 
具体的には、製品・建築物の
長寿命化等によるリデュー
ス、サプライチェーン企業間
の連携を通じた製造工程か
ら発生する副産物のリデュ
ース、製品・部品のリユース、
リサイクル、エネルギー回収
及び適正処分並びに有害物
質等による環境負荷の低減
に考慮した素材選択、設計及
び製造の取組を広げること
により、製品ライフサイク
ル、サプライチェーン全体で
3R やエネルギー回収等が実
現するようなシステムづく
りを推進します。 
複写機、家電製品及び自動車
等個別製品ごとに見られる
取組の高度化を進めるだけ
でなく、こうした取組の様々
な製品への普及を推進しま
す。 

経
済
産
業
省 

（再掲） 
○3R 配慮型製品の市場を拡大するた
め、製造事業者による 3R に関する製
品設計・製造の取組状況を、消費者に
対して正確に、分かりやすく伝えるた
めの評価手法・仕組みの検討を行って
いるところ。（以下、製品 3R 環境配
慮情報提供事業という）  
○3R 技術・システムの実用化、3R 製品
の市場化のため、排出量の多い品目・
業種や処理困難物・希少物質を中心に
3R システムの実証・市場化対策に関
する調査を実施した。（以下、3R シ
ステム化可能性調査事業という） 

○製品 3R 環境配慮情報提供事業につ
いては、製品の 3R 配慮情報を消費
者に提供するための評価指標を検
討している。平成 21 年度からは、
国際動向を注視しつつ、国際標準化
を視野に入れた評価指標の検討を
行っているところ。 
○平成 20 年度においては、８つのテ
ーマに関して FS 調査を実施。 
平成 21 年度においては、５つのテ
ーマに関して FS 調査を実施。 
平成 22 年度においては、４つのテ
ーマに関して FS 調査を実施。 

○製品 3R 環境配慮情報提供事業につ
いては、製品の 3R 配慮情報を消費
者に提供するための評価指標の検
討や、国際動向の調査を行った。 
○FS 調査を実施することにより、製品
製造事業者による自主的な 3R シス
テムの構築が行われる等、3R の推進
に寄与している。 

○平成23年度における製品3R環境配
慮情報提供事業については、引き続
き 国際規格化を視野に入れた評
価指標の検討等を行う。 
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６-

③ 

製品が廃棄・使用済みとなり
循環的利用及び適正処分さ
れる段階においては、製品リ
ユース・部品リユース、材料
リサイクル、原料リサイク
ル、エネルギー回収・利用及
び適正処分が階層的に実施
されるようにすることが求
められます。 
このため、まず多段階のリユ
ース、リサイクル技術・シス
テムの高度化を推進します。 
具体的には、DfE 製品の設
計・製造と連携して、リユー
ス、リサイクル工程における
解体、選別、洗浄、分離等の
要素技術の高度化、低コスト
化やリユース製品・部品及び
リサイクル原材料として利
用する観点からの品質管理
技術の開発・適用及び個々の
技術を組み合わせたシステ
ムの開発を推進します。 
こうした技術の高度化、低コ
スト化等の取組を通じ、例え
ば、家電製品で見られるプラ
スチックの製品から製品へ
の水平リサイクルのような
高度なリサイクルを一層推
進します。 
 
 

経
済
産
業
省
、
総
務
省
、
環
境
省 

○携帯電話や小型家電に対する取組 ○携帯電話や小型家電については、平
成 20 年度より、「使用済小型家電か
らのレアメタル回収及び適正処理に
関する研究会」を開催し、使用済製
品からのレアメタルの回収及び適正
処理に関する方策の検討等を行っ
た。そのとりまとめ結果をふまえ、
平成２３年２月に中央環境審議会廃
棄物・リサイクル部会にて小型電気
電子機器リサイクル制度及び使用済
製品中の有用金属の再生利用に関す
る小委員会を設置し、検討している
ところ。 
 
○「産業構造審議会環境部会廃棄物・
リサイクル小委員会」において、資
源確保の観点から、レアメタル等を
含む主要製品全般を横断的に対象と
して、レアメタル等のリサイクルに
係る最適な対応策について検討を開
始したところ。 
 
○携帯電話については、平成 21 年度
にイベント等で、使用済携帯電話の
回収の呼びかけを行った。また、回
収拠点の拡大やインセンティブ付与
の有効性等を検証する実証事業を実
施し、インセンティブの付与に伴う
一定の効果を確認するとともに、今
後の事業継続可能性を検討した。平
成 23 年７月に携帯電話の自主回収
を行っている者を中心に、携帯電話
リサイクル推進協議会が設立され、
回収・リサイクルを推進している。 
 

○これまでの研究会の成果を踏まえ、
リサイクルシステムの経済性を評価
し、リサイクルシステム構築に向け
た検討を行い、平成 23 年４月に最終
報告書をとりまとめた。 
 
○携帯電話については、平成 21 年度
に実施した回収実証事業の結果等を
踏まえ、また平成 23 年 7月に設立さ
れた携帯電話リサイクル推進協議会
において回収台数の把握や効果的な
周知方法、回収方法等を検討してい
る。 

○中央環境審議会廃棄物・リサイクル
部会に設置された小型電気電子機器
リサイクル制度及び使用済製品中の
有用金属の再生利用に関する小委員
会における審議結果を踏まえ、小型
家電のリサイクル制度の構築を図
る。 
○産業構造審議会環境部会廃棄物・リ
サイクル小委員会においては、回収
量の確保や国内循環の促進及び技術
開発といった様々な課題について検
討を重ね、資源確保を念頭においた
リサイクルシステムの構築を目指
す。 
○携帯電話の効率的なリサイクル・シ
ステムの構築に当たっては、リサイ
クルに配慮した製品設計段階での取
組、使用済み製品の回収促進等を総
合的に進めるべきであり、そのため、
資源有効利用促進法の活用の必要性
を含め、取組強化策について検討を
進める。 
 
 
 



- 50 - 
 

６-

④
、
６-

⑤ 

また、素材産業等における原
料利用と一体的なエネルギ
ー利用に加え、それが行われ
ない場合にもエネルギーの
回収・利用がくまなく効率的
に行われるよう、大規模から
分散型までの高効率なエネ
ルギー回収・利用システムの
高度化を進めます。 
具体的には、大規模な廃棄物
発電の中低温廃熱の有効利
用の事業化、中規模な廃棄物
発電の高効率化技術の開発
を推進するほか、エネルギー
の地産・地消にもつながるよ
うな、系統電力と連携した自
然エネルギーとも組み合わ
せ分散型のシステムの開発
を推進します。 
さらに、リユース、リサイク
ル、エネルギー回収されて残
る廃棄物を処分する段階に
おいては、安全・安心の質を
損なわないより効率的な適
正処分技術の開発・適用や最
終処分場からの長期的な環
境負荷を制御する観点から
中間処理・最終処分技術の高
度化を推進します。 
また、既存の最終処分場の廃
棄物をリサイクル、エネルギ
ー回収し、残る廃棄物を機能
強化した最終処分場に適正
処分する最終処分場の再生
システムの開発・適用を推進
します。 
このようなリユース、リサイ
クル、エネルギー回収・利用
及び処分の各段階の取組に
加え、循環的利用及び処分に
伴う環境への負荷を低減す
る観点から技術・システムの
高度化を進めます。 
具体的には、DfE 製品の設
計・製造とも連携した代替困
難な有害物質の循環使用や
分解・無害化による環境への
排出制御及び温室効果ガス
の排出抑制を図る技術・シス
テムの開発・適用を推進しま
す。 
 

環
境
省 

廃棄物の処理等に係る科学技術に関
する研究を促進し、もって廃棄物の安全
かつ適正な処理、循環型社会の形成の推
進等に関する行政施策の推進及び技術
水準の向上を図るため、循環型社会形成
推進科学研究費補助金により以下の事
業を実施している。 
○循環型社会形成推進研究事業 
○次世代循環型社会形成推進技術基  
盤整備事業 
 
 

廃棄物の処理等、循環型社会形成の
推進に資する研究や技術開発への支
援を行った。 
○平成 19 年度の採択課題 
 廃棄物処理対策研究事業 62 件 
 次世代廃棄物処理技術基盤整備事
業 ５件 
○平成 20 年度の採択課題 
 循環型社会形成推進科学研究事業 
74 件 
 次世代循環型者社会形成推進技術
基盤整備事業 ６件 
○平成 21 年度の採択課題 
 循環型社会形成推進科学研究事業 
87 件 
 次世代循環型者社会形成推進技術
基盤整備事業 ５件 
○平成 22 年度の採択課題 
 循環型社会形成推進科学研究事業 
101 件 
 次世代循環型者社会形成推進技術
基盤整備事業 ５件 
○平成 23 年度の採択課題 
 循環型社会形成推進科学研究事業 
104 件 
 次世代循環型者社会形成推進技術
基盤整備事業 ９件 
 

廃棄物の処理等、循環型社会形成の
推進に資する研究や技術開発への支
援を着実に実施した。 
 また、政策ニーズを効果的・効率的
に実現するため、3R の推進、アスベス
ト等有害廃棄物の無害化処理、廃棄物
系バイオマスに関する研究等を重点
テーマとして示し、これらの課題の積
極的な採択を行った。 
また、効率的な研究、技術開発を進
めるため、環境省内の他の研究事業
（環境研究総合推進費）と統合した。 

平成 24 年度の公募にあたっては、
特別枠として災害廃棄物の迅速・円滑
な処理を目指した処理技術・システム
の研究を特別枠として、積極的に募集
する。 
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６-

⑥ 

また、再生可能なバイオマス
を利活用する技術・システム
の高度化を戦略的に進めま
す。具体的には、バイオマス
の素材利活用・エネルギー利
活用技術の確立や地産地消
等の効率的な利活用のシス
テムづくりを通じ、継続的に
実施していくことのできる
バイオマス利活用のシステ
ムを構築し、その普及を推進
します。 

農
林
水
産
省 

国産バイオマスエネルギーの利用促
進を図り、地域の活性化に貢献するた
め、食料供給と両立する低コスト・高効
率なバイオマス利用技術を開発する。 

国産バイオマスエネルギーの利用
促進を図り、地域の活性化に貢献す
るため、低コスト・高効率なバイオ
燃料生産技術の開発、石油化学製品
に代替するバイオマスマテリアルの
製造技術の開発、藻類等の CO2 高吸
収バイオマスの利用技術の開発やバ
イオマスの燃料利用とマテリアル利
用を総合的に行うバイオマス利用モ
デルの構築等に取り組んだ。 

平成 22 年 12 月に閣議決定した「バ
イオマス活用推進基本計画」を踏ま
え、2020 年目標の達成に向けて、必要
不可欠な課題に絞って研究開発を実
施した。 
 

「草本」、「木質」及び「微細藻類」
バイオマスを対象に、地域の産業、生
活に必要な燃料等として低コストで
安定供給する技術等を開発し、新事業
の創出につなげていく。 
 

農
林
水
産
省 

未利用水産資源やコンブ等海藻類の
廃棄物が有する有効成分や機能を活用
した食品等への転換を図る技術の開発。
また、水産加工残渣及び未利用水産資源
を総合的に利活用するシステムの構築
を検討する。 
 
 

ヒトデ等の漁業生産阻害物等や海
藻バイオマスから食品、バイオプラス
チックや燃料等に転換するための、機
能性リン脂質、オリゴ糖やアルギン酸
等の有効成分の抽出技術の開発や水
産加工残渣及び未利用水産資源を総
合的に利活用するシステムの構築を
検討した。 
 
 

アブラソコムツの有効利用技術の
開発については、魚醤・すり身の製品
化等の成果が得られた。アブラソコム
ツ以外の未利用水産資源や海藻バイ
オマスからオリゴ糖等の有用成分を
効率的に生産する技術開発や水産加
工残渣を総合的に利活用するシステ
ムの構築については、当初計画通りに
引き続き、取組を推進する。 
 
 

海藻バイオマスからオリゴ糖を効
率的に生産する技術開発と水産加工
残渣を総合的に利活用するシステム
の構築については引き続き取組を推
進する。 
 
 
 

６-

⑦
、
６-

⑧ 

さらに、上記の 3R の技術・
システムの効果を評価する
技術及び個々の技術・システ
ムと社会システムを統合し
3R 型の生産・消費システム
を実践するための設計技術
の開発を戦略的に推進しま
す。 
こうした技術・システムの高
度化を実現するために、次の
ような施策を実施します。ま
ず、科学技術創造立国の実現
を目指すという観点から、総
合科学技術会議分野別推進
戦略等に沿って研究・技術開
発を強力に支援するととも
に、産学官の連携や各府省の
連携による基礎研究・応用研
究のそれぞれにつき体系的
でバランスのある研究を推
進する体制を強化します。 
 

環
境
省 

（再掲） 
廃棄物の処理等に係る科学技術に関
する研究を促進し、もって廃棄物の安全
かつ適正な処理、循環型社会の形成の推
進等に関する行政施策の推進及び技術
水準の向上を図るため、循環型社会形成
推進科学研究費補助金により以下の事
業を実施している。 
○ 循環型社会形成推進研究事業 
○ 次世代循環型社会形成推進技術基
盤整備事業 

廃棄物の処理等、循環型社会形成の
推進に資する研究や技術開発への支
援を行った。 
○平成 19 年度の採択課題 
 廃棄物処理対策研究事業 62 件 
 次世代廃棄物処理技術基盤整備事
業 ５件 
○平成 20 年度の採択課題 
 循環型社会形成推進科学研究事業 
74 件 
 次世代循環型者社会形成推進技術
基盤整備事業 ６件 
○平成 21 年度の採択課題 
 循環型社会形成推進科学研究事業 
87 件 
 次世代循環型者社会形成推進技術
基盤整備事業 ５件 
○平成 22 年度の採択課題 
 循環型社会形成推進科学研究事業 
101 件 
 次世代循環型者社会形成推進技術
基盤整備事業 ５件 
○平成 23 年度の採択課題 
 循環型社会形成推進科学研究事業 
104 件 
 次世代循環型者社会形成推進技術
基盤整備事業 ９件 
 
 

廃棄物の処理等、循環型社会形成の
推進に資する研究や技術開発への支
援を着実に実施した。 
 また、政策ニーズを効果的・効率的
に実現するため、３Ｒの推進、アスベ
スト等有害廃棄物の無害化処理、廃棄
物系バイオマスに関する研究等を重
点テーマとして示し、これらの課題の
積極的な採択を行った。 
 また、効率的な研究、技術開発を進
めるため、環境省内の他の研究事業と
統合した。 

平成 24 年度の公募にあたっては、
特別枠として災害廃棄物の迅速・円滑
な処理を目指した処理技術・システム
の研究を特別枠として、積極的に募集
する。 
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６-

⑨ 

また、研究・技術開発支援か
らモデル的事業に対する事
業化支援、ビジネスモデルや
地域モデル形成の支援を重
層的に行っていきます。 
 

経
済
産
業
省 

循環型経済社会システムを構築する
ため、2015 年度までに、 
○資源生産性を約 42 万円/㌧に増加さ
せる。 
○循環利用率を約 14～15％に向上させ
る。 
○最終処分量を約 23 百万㌧に減少させ
ることを目標とし、3R 対策の促進に
必要な基礎研究、実用化開発等技術開
発をパッケージ化し、3R プログラム
として体系的に実施。 

○平成 20 年度は、携帯電話等の使用
済み製品からレアメタル等の抽出
を可能とする技術開発等を実施（全
４プロジェクト）。 
○平成 21 年度は、使用済み製品から
のレアメタル抽出技術開発や廃プ
ラスチックの高度素材別分別技術
開発・原料化技術開発等を実施（全
７事業）。 
○平成 22 年度は、廃プラスチックの
総資源化、低炭素産業を支える製品
のリサイクルシステム、先進的な食
品リサイクルシステム、効率的な繊
維製品リサイクルシステムの４テ
ーマについて技術研究開発の実施
可能性調査（全５事業）、使用済み
小型家電からのレアメタルリサイ
クル構築に向けた実証研究、レアア
ース等のリサイクル技術開発を実
施。また、3R 分野の技術戦略マッ
プの改訂を行った。 
○平成 23 年度は、廃プラスチックの
リサイクルに係る実用化技術開発
や実証事業を実施中。 
 
 

○技術戦略マップ（3R 分野）に基づき、
平成23年度は廃プラスチックのリサ
イクルの実用化技術開発や実証事業
を実施する等、3R 技術の実用化促進
を図っている。 
 

○引き続き、「技術戦略マップ」に示
された研究開発課題の解決に資する
技術の開発を実施し、循環型経済社
会の実現を目指す。 

経
済
産
業
省 

（再掲） 
○3R 配慮型製品の市場を拡大するた
め、製造事業者による 3R に関する製
品設計・製造の取組状況を、消費者に
対して正確に、分かりやすく伝えるた
めの評価手法・仕組みの検討を行って
いるところ。（以下、製品 3R 環境配
慮情報提供事業という）   
 

製品 3R 環境配慮情報提供事業につ
いては、製品の 3R 配慮情報を消費者
に提供するための評価指標を検討し
ている。平成 21 年度からは、国際動
向を注視しつつ、国際標準化を視野に
入れた評価指標の検討を行っている
ところ。 

製品 3R 環境配慮情報提供事業につ
いては、製品の 3R 配慮情報を消費者
に提供するための評価指標の検討や、
国際動向の調査を行った。 

平成23年度における製品3R環境配
慮情報提供事業については、引き続き
国際規格化を視野に入れた評価指標
の検討等を行う。 
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６-

⑩ 

また、優れた 3R 技術・シス
テムを活用した製品やサー
ビスの国による率先的な調
達や消費者に対する広報・普
及、ごみの有料化等の経済的
なインセンティブの活用に
より、3R 技術・システムの
市場創出を図ります。 
 

環
境
省 

○3R 推進全国大会 
大量生産、大量消費、大量廃棄型の
社会の在り方や国民のライフスタイ
ルを見直し、環境への負荷を抑えた
循環型社会推進のため、国民、事業
者、行政が一堂に会し、それぞれの
知識や実践活動の情報を交換すると
ともに、参加者一人ひとりが自らラ
イフスタイルを見直す機会を提供す
ることを通じ、ごみの減量化やリサ
イクルなど 3R の推進に関する理解
を深める。 

○「第６回 3R 推進全国大会」 
・平成 23年 10 月 28 日～30 日 
京都市において市民、企業、事業者、
自治体職員が参加し多くのイベン
トが開催され、3R の普及を促進。 
○「3R 推進地方大会」 
・地方環境事務所毎に、全国７ブロッ
クにおいて開催 
・地方環境事務所を活用した各地域の
3R 推進に向けた各種取組の紹介、イ
ベントの実施、マイバッグキャンペ
ーン等。 

3R 推進に関する全国大会に加え、地
方大会を開催するなどにより、循環型
社会に関する啓発普及の着実な展開
を図った。 

廃棄物の発生抑制、再使用、再生利
用など廃棄物減量化に向けた各種取
組の紹介やイベント、基調講演等を実
施することにより、国民一人ひとりの
更なる意識改革の向上を図り、地域と
密着した循環型社会の推進を図る。 

環
境
省 

（再掲） 
ごみの排出量がここ数年微減少であ
るものの、依然として高水準で推移して
いることを踏まえ、その発生抑制を一層
推進するための施策の一部として、市町
村におけるごみ処理の有料化の導入の
促進策について検討を行った。平成２３
年度からは、「廃棄物処理の３Ｒ化・低
炭素化改革支援事業」において、有料化
の手引きの発出等によるごみ削減量効
果等を取りまとめる。 

環境省では平成 19 年６月に、①「一
般廃棄物会計基準」、②「一般廃棄物
処理有料化の手引き」、③「市町村に
おける循環型社会づくりに向けた一
般廃棄物処理システムの指針」を取り
まとめ、さらに平成 20 年６月にごみ
処理基本計画策定指針（以下「策定指
針」という。）を改定し、市町村が廃
棄物処理事業を３Ｒ化するための具
体的な指針を提示したところである。 
 
平成 21 年度は会計基準に基づく財
務書類作成を行う地方公共団体を支
援するため、会計基準に基づく財務書
類作成支援ツールの課題をとりまと
め、作業性の向上等の改良を行った。
また、質問受付窓口の開設等を行っ
た。 
平成 22 年度も引き続き質問受付窓
口を開設した他、市町村が一般廃棄物
会計基準を導入する際に現地指導等
の支援を行った。 

 
 

今後も、一般廃棄物処理の高度化を
推進するため、本手引きの更なる普及
等に努め、必要があれば有料化の手引
き等の改定を行う。 

６-

⑪ 

あわせて、副産物や使用済み
製品から得られる再生資源
や製品の環境配慮設計に関
する規格、3R 技術について
も、国際標準化を視野に、整
備を推進します。 

経
済
産
業
省 

国際電気標準会議（IEC）における、
電気・電子製品に関する国際標準化の動
きを進展させ、国内制度に関して国際整
合化の観点を踏まえた対応を進める。 

○平成 23 年 3 月に電気・電子製品の

環境配慮設計に関する国際規格

(IEC62430：2009) と完全一致した

日本工業規格（JIS C9910）を制定

した。 
○3R 配慮型製品の市場を拡大するた
め、製造事業者による 3R に関する
製品設計・製造の取組状況を、消費
者に対して正確に、分かりやすく伝
えるための評価手法・仕組みの検討
を行っているところ。（以下、製品
3R 環境配慮情報提供事業という）  
 

○製品 3R 環境配慮情報提供事業につ
いては、3R 環境配慮情報を消費者に
提供するための指標や、製品の情報
検索が可能なシステムの検討開発等
を行った。 

○今後、資源有効利用促進法におい
て、環境配慮設計に関する見直し
等を行う際には、同規格を踏まえ
た検討を行う予定である。 
○製品 3R 環境配慮情報提供事業にお
いて、情報提供手法やインセンティ
ブ措置の構築について検討すると
ともに、国際規格化を視野に入れた
評価指標の検討等を今後行う予定
である。 
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６-

⑫ 

3R 関連法制度など必要な施
策体系の充実・強化も 3R 技
術・システムの高度化につな
がります。 
このほか、技術情報を有する
産業界、基礎研究成果等を有
する学界、コンセプト提供や
コーディネーター機能のノ
ウハウを有する NPO 及び関
連情報を集積した行政が、そ
れぞれの情報を共有して情
報のネットワーク化を促進
し、新規事業の創成や社会シ
ステムとしての実践が円滑
に進むようにします。 
 
 
 
 
 
 

環
境
省 

循環型社会形成推進基本法に定める
廃棄物等の対策の優先順位（①発生抑
制、②再使用、③再生利用、④熱回収、
⑤適正処分）を踏まえ、「排出者責任」
と「拡大生産者責任」の考え方に基づき、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以
下「廃棄物処理法」という。）及び各種
リサイクル法制度に取り入れていく。 

廃棄物処理法や各種リサイクル法
の評価・見直し等を行い、3R 関連法制
度の充実を推進している。 

 今後も廃棄物処理法や各種リサイ
クル法の評価・見直し等を行い、3R
関連法制度の充実を推進する。 

７-

① 

我が国の物質フローの状況
や廃棄物等の種類に応じた
発生量とその循環的な利用
及び処分の状況、将来の見通
し、廃棄物等の素材・組成・
設計等の技術データ、廃棄物
等の利用・処分の環境影響等
について、正確な情報を迅速
に把握できるよう、速やかに
統計情報の点検・整備を行い
ます。 
その際、国全体での統計に加
え、よりきめ細やかに実態が
把握できるよう、地域・個別
品目・物質単位でのフローの
把握などに努めます。また、
再使用、再生利用する循環資
源の価値や用途など、従来の
量に加え、質に着目した情報
の把握手法を検討します。 
さらに、個別の循環資源ごと
に再使用量や使用状況の実
態把握に努めます。 
得られた統計について、的確
な分析を行うことで、最終処
分場の残余年数の将来予測
や廃棄物等の発生抑制方策
の検討等に活用していくほ
か、循環資源の流れや環境負
荷の分析により、最適な地域

環
境
省 

一般廃棄物処理の現状及び施策の効
果を把握するため、全国の市町村等を対
象に「一般廃棄物処理事業実態調査」を
毎年実施。 

 平成 20 年度実績の調査結果を平成
22 年４月に、平成 21 年度実績の調査
結果を平成 23 年３月に、環境省ホー
ムページ等において公表した。また、
平成22年度実績については平成24年
３月に公表予定である。 

調査結果の公表時期の早期化を図
った。 

今後とも、一般廃棄物処理事業の実
態に関する情報を迅速かつ的確に提
供できるよう、調査票配布・回収・集
計作業の効率化及び公表時期の早期
化に努め、調査実施年度中にデータの
公表を行うよう取り組む予定。 
 

環
境
省 

都道府県を対象に「産業廃棄物排出・
処理状況調査」を毎年実施。 

平成 22年度は平成 20年度及び平成
21 年度における産業廃棄物排出量・処
理状況調査を実施し、平成 20 年度は
確定値として、平成 21 年度は速報値
としてデータをとりまとめ公表する
予定。 
なお、産業廃棄物の排出量について
は、都道府県別、種類別、業種別に推
計を行うとともに、産業廃棄物の再生
利用量、中間処理量、最終処分量等の
処理状況について、都道府県別に調査
し、種類別に処理状況を推計する予
定。 
 
 
 
 
 

今後とも、廃棄物処理事業の実態に
関する情報を国民に迅速かつ的確に
提供できるよう、調査票配布・回収・
集計作業の効率化及び公表時期の一
層の早期化に取り組む。 

本年度から試行的に、調査前年度の
データの速報値としてのとりまとめ
を行っているところであり、本年度の
状況を踏まえ、さらなる改善を図って
いく予定。 
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循環圏の規模の検討や低炭
素社会、自然共生社会に向け
た取組との統合に活かしま
す。 
また、IT の活用も図りなが
ら、これらの情報を関係者が
より効率的に入手し、利用・
交換できるようにネットワ
ーク化を図ります。 
さらに、関係主体の取組がよ
り進展するよう、分かりやす
く顔の見える情報提供を心
がけることとし、とりわけ実
際の行動を行う消費者の目
線に立って、例えば排出段階
での取組がどのような効果
をあげているかなどの情報
提供に努めます。 

環
境
省 

第二次循環基本計画に盛り込まれた、
循環型社会形成のための指標及び数値
目標に関して総合調査を進める 
 

平成 20 年度より廃棄物統計の精度
向上及び迅速化のための検討を行う
とともに、平成 21 年度は隠れたフロ
ー・TMR、産業分野別資源生産性及び
国際比較可能な物質フローについて
検討。 
  

 引き続き、検討を行い、次期循環基
本計画の見直しまでに結論を得る予
定。 
 

７-

② 

また、循環型社会推進の担い
手である人材については、事
業者、大学、研究機関、国、
地方公共団体、NGO/NPO など
の産学官民において、人材交
流や情報交換などを促進し、
人材の質的・量的充実を図り
ます。 
特に、大学等における若手研
究者の育成、大学・産業にお
ける技術の伝承、NGO/NPO な
どでの人材交流によるコー
ディネーターの育成等を推
進します。 
さらに、国及び地方公共団体
の職員、環境教育・環境学習
に携わる教員を始めとする
指導者に対する研修制度な
どの充実により、その資質の
向上を図ります。 
 

環
境
省 

（再掲） 
容器包装廃棄物排出抑制推進員制度
や産業廃棄物対策研修など、人材の育
成・活用のための取組の推進、教員等
をはじめとする環境教育・環境学習の
指導者対象とした講習会を実施する。 

平成 22 年５月に８名の容器包装廃
棄物排出抑制推進員（通称：3R 推進マ
イスター）を新たに委嘱し、合計 96
名の 3R 推進マイスターが普及啓発活
動を行っている。3R 推進マイスターに
対して、平成 21 年度に全国５カ所で
平成 22 年度に東京都内で研修会を開
催し、最新知識の習得、情報の共有等
を行った。 

合計 96名の 3R推進マイスターを委
嘱したことで、全国のほとんどの都道
府県に 3R 推進マイスターの配置がさ
れるようになり、地域の 3R 普及啓発
活動に貢献している。 

全国の都道府県に少なくとも１名
以上の 3R 推進マイスターを配置する
ことを目指す。また、研修会を開催す
るなどして、3R 推進マイスターとして
の資質の向上を図るとともに、全国に
散らばっている 3R 推進マイスター同
士の交流を深めることを促進する。 

文
部
科
学
省 

○技術士(環境部門)の認定 
環境保全計画の策定や環境測定など
地方公共団体や企業の環境保全活動に
関して、文部科学省においては、有能な
技術者を｢技術士(環境部門)｣と認定し、
活用を促進している。 

平成 19 年３月末において 849 名、
平成 23 年３月末において 1,294 名が
「技術士（環境部門）」として登録さ
れている。 

平成 23 年３月末における「技術士
（環境部門）」の登録者数は 1,294 名
であり、着実に増加している。 

引き続き、「技術士（環境部門）」
の登録を実施する。 
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文
部
科
学
省 

（一部再掲（３－①）） 
○「環境教育の実践普及」による環境教
育の推進（平成 21 年度「環境推進グ
リーンプラン」を見直し） 
・「環境教育・環境学習指導者養成基礎
講座」 
環境省との連携協力により、教員等
をはじめとする環境教育・環境学習
の指導者に対する講習会を開催す
る。 
・「環境教育に関する実践発表会」 
全国各地の環境教育の優れた実践
の発表及び情報交換等を行う。 
 

 
○環境教育リーダー研修基礎講座の
実施 
 平成 22 年度：全国 7ブロック 
 平成 23 年度：全国 2ブロック（予
定） 
 
○環境教育に関する実践発表研究大
会（全国環境学習フェア等）の開催 
 平成 22 年度：高知県で開催 
平成 23 年度：岩手県で開催の予定
であったが、東日本大震災の影響のた
め中止 

「環境教育の実践普及」による環境
教育推進のための取組は、積極的・効
果的に実施されている。 

引き続き、環境教育の充実を図るた
め実践事例の促進・普及等を進める。 
 

  
総
務
省 

地方自治体職員に対して研修を行っ
ている自治大学校において、第１部課程
（都道府県及び市の職員を対象）、第１
部特別課程（第１部課程と同じ）、第２
部課程（指定都市を除く市町村職員を対
象）、第２部特別課程（第２部課程と同
じ）、第３部課程（都道府県及び市町村
職員を対象）の５つの課程で、「環境政
策論」という研修課目を実施している。 

各課程において、「環境政策論」の
研修科目を実施。 

平成 22 年度も計画どおり実施して
いる。 

自治大学校においては、地方分権の
推進に伴う地方公務員に対する行政
ニーズの変化等に対応したカリキュ
ラムの見直しを行っている。 
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Ⅱ 海外との関係における資源循環  
  

 

第２次循環型社会形成推進
基本計画（以下「第２次計画」
という。）本文 

府
省
名 

自 主 点 検 概 要 

 取組概要 進捗状況 

第２次循環型社会形成推進基本計画
（以下「第２次計画」という。）第３
回フォローアップ時との比較とその
評価 

今後の課題・見直しの方向性 

国
際
１-

① 

今後、アジアをはじめとする
各国の経済発展による世界
全体での廃棄物の発生量の
増加が予想されており、ま
た、リサイクルの進展や資源
需要の増加を背景に循環資
源の貿易量も急激に増加し
ています。 
我が国と海外との循環資源
の輸出入量についても、我が
国との貿易関係が急速に高
まっている東アジアを中心

経
済
産
業
省 

特定有害廃棄物等の輸出入に関す
る事前相談を実施したほか、バーゼル
条約の制度の趣旨やバーゼル法の周
知を図り、不適正な輸出入を防止する
ためのバーゼル法等説明会を開催し
た。 

特定有害廃棄物等の輸出入に関する
事前相談を実施した（平成 21 年度約
48,000 件）。輸出入業者を対象とした
バーゼル法等説明会を環境省と共催で
平成 22 年度に全国 9か所で開催し、バ
ーゼル法等の周知を図った。（前年度
11 か所）。 
なお、バーゼル法に基づく平成 22 年
の輸出の承認件数は 57 件（前年度 71
件）、輸入の承認件数は 46 件（前年度
40 件）。 
 

事前相談件数は、平成 20 年度に比
べ約 1万件増加した平成 21 年より更
に 2千件増加しており、輸出入業者へ
のバーゼル法の周知は進んでいる。な
お、平成 21 年度に比べ、特定有害廃
棄物の輸出の承認件数は、14 件の減、
輸入の承認件数は、6件の増となった。 
また、説明会を前年と同様に実施
し、バーゼル条約の制度の趣旨やバー
ゼル法の周知を図った。 
 

中国等アジア向けの循環資源の輸
出が増加しており、引き続き、バー
ゼル条約の制度の趣旨等の周知を行
う他、税関・環境省等関係省庁と協
力して、不適正な輸出入を防止する
必要がある。 
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に急増している状況にあり
ます。 
このような国際的な資源循
環は、適切に行われれば、環
境負荷の低減や資源の有効
利用に資するものと考えら
れますが、一方、不適切に行
われれば、環境被害の要因に
なりえます。 
例えば、途上国において環境
上適正な処理が困難な有害
物質を含む循環資源につい
ても、我が国では高度な技術
による処理、資源回収が可能
となる場合が考えられます。 
また、テレビのブラウン管ガ
ラスカレットのように、生産
拠点が海外にのみ存在する
ことから、海外での生産基盤
において生産過程に戻すこ
とが天然資源の消費抑制及
び循環資源の適正な使用に
資するといった場合が考え
られます。 
一方、例えば、国内外で発生
した廃棄物、特に、電気電子
機 器 廃 棄 物 （ い わ ゆ る
E-waste）等について、途上
国で十分な処理技術を有し
ない者によるリサイクルが
行われることにより、その地
域における環境上の問題を
惹起している事例が指摘さ
れています。 
このため、国際的な循環型社
会の構築に当たっては、循環
資源の環境負荷を考慮し、ま
ず発生国内で適正に処理す
ることを原則とし、各国内で
環境汚染を防止するための
法令の整備や法執行能力な
どの適正処理能力を向上さ
せていくことを最優先しま
す。 
これとあわせて、廃棄物の不
法な輸出入を防止する取組

環
境
省
、
外
務
省 

○廃棄物等の不適正な輸出入の防止 
・輸出入事業者等に対してバーゼル条
約の制度の趣旨やバーゼル法及び廃
棄物処理法の周知を図り、不適正な
輸出入を防止するためのバーゼル法
等説明会を開催する。 
・廃棄物等の輸出入に関する事前相談
を実施する。 
・不法輸出入が疑われる事案につい
て、港において貨物の立入検査を実
施するなど、廃棄物等の不適正な輸
出入に対する水際対策の強化に努め
る。 
・環境省が提唱し、アジア地域を対象
としたバーゼル条約実施能力の向上
及び関係国間の情報交換体制の構築
を目的として作られたアジアネット
ワークにおいて、各国における輸出
入規制情報の共有化を行うととも
に、毎年度ワークショップを開催し
てアジア地域における有害廃棄物の
不適正な輸出入の防止に関する議論
を継続的に行っている。 
 
○アジア地域における環境上適正な
管理能力の向上 
バーゼル条約の枠組みにおけるア
ジア太平洋地域でのE-wasteの環境
上適正な管理に関するプロジェク
ト（アジア E-waste プロジェクト）
やコンピュータ機器廃棄物適正管
理事業等の執行を通して、アジアの
途上国における有害廃棄物の環境
上適正な管理体制の構築支援を進
めている。 
 
○バーゼル条約等、環境条約を通じ
た、循環型社会構築のための国際的な
ルール、枠組みづくりへの貢献を行っ
ている。 
 

○バーゼル法等説明会の開催 
・平成 17 年度全国 11 か所 
・平成 18 年度全国 12 か所 
・平成 19 年度全国 10 か所 
・平成 20 年度全国 10 か所 
・平成 21 年度全国 11 か所 
・平成 22 年度全国 12 か所 
 
○個別の貨物について、地方環境事務
所による事前相談の実施 
・平成 17 年度約 1,100 件 
・平成 18 年度約 1,400 件 
・平成 19 年度約 1,300 件 
・平成 20 年度約 1,100 件 
・平成 21 年度約 1,800 件 
・平成 22 年度約 2,200 件 
 
○税関と連携した貨物検査の実施 
・平成 21 年度 150 件 
・平成 22 年度 152 件 
 
○アジアネットワークワークショップ
の開催 
・平成 17 年度日本（東京） 
・平成 18 年度中国（北京） 
・平成 19 年度日本（東京） 
・平成 20 年度マレーシア（クアラル
ンプール） 
・平成 21 年度日本（横浜） 
・平成 22 年度カンボジア（シェムリ
アップ） 
 
○アジア E-waste プロジェクトの実施 
・平成 20 年度：バーゼル条約アジア太
平洋地域事務所（中国）による
E-waste 判断基準調査の実施 
・平成 21 年度：アジア太平洋地域にお
ける E-waste トレーニングワークシ
ョップの開催、カンボジアにおける
E-waste の環境上適正な管理に関す
る訓練講習会開催等 
 
 

○引き続き、事業者に対するバーゼル
法等説明会の開催、事前相談の実
施、不法輸出入疑義事案への対応を
行った。 
 
○事前相談管理システムを活用して
税関等の関係省庁と事前相談情報
を共有することにより、輸出入事業
者に対する迅速かつ統一的対応を
行った。 
 
○アジアネットワーク事業の一環と
して、ワークショップの開催やホー
ムページの更新・改訂、廃棄物等の
越境移動・リサイクルの現状分析、
日本の取組を紹介するパンフレット
の作成等を行った。 
 
○中国や韓国等の二国間での政策対
話を行い、廃棄物等の輸出入管理に
係る協力体制の強化を図った。 
 
○引き続き、アジア E-waste プロジェ
クトの形成・実施支援を行ったほか、
コンピュータ機器廃棄物適正管理事
業の立上げ支援を行った。 
 

○引き続きバーゼル法及び廃棄物処
理法に基づき不適正な輸出入を防
止する。 
 
○不法輸出入の防止に当たり、アジ
ア各国におけるバーゼル条約担当
官だけでなく、水際での法施行を
担う税関や関係国際機関等との連
携強化を図る。 
 
○アジア E-waste プロジェクトやコ
ンピュータ機器廃棄物適正管理事
業等を通して、引き続き、アジア
における有害廃棄物の環境上適正
な管理体制の構築支援を行う。 
 
○環境上適正な管理のためのガイド
ライン策定に向け積極的に関与し
ていく。 
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を充実させることが必要で
す。 
その上で、循環資源の持つそ
れぞれの性質に応じて、環境
負荷の低減や資源の有効利
用に資する場合には、各国内
での循環利用を補完するも
のとして、循環資源の国際的
な移動の円滑化を図ること
も重要です。 
こうした国際的な資源循環
に関する基本的な考え方を
他国とも共有し、地域内、さ
らには国際的に一体となっ
た取組を進めていくことが
必要です。 
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第２次循環型社会形成推進
基本計画（以下「第２次計画」
という。）本文 

府
省
名 

自 主 点 検 概 要 

 取組概要 進捗状況 
第２次循環型社会形成推進基本計画
（以下「第２次計画」という。）第３
回フォローアップ時との比較と評価 

今後の課題・見直しの方向性 

国
際
２-

① 

以上の国際的な資源循環の
動向や課題を踏まえ、我が国
の提案により進められてい
る 3R イニシアティブのさら
なる展開を図り、我が国と関
係の深い東アジア全体を視
野に入れ、さらにアジア太平
洋地域、全世界へと「循環型
社会」の取組を広げる必要が
あります。 
このため、開発途上国におけ
る 3R 関連の施策・事業の支
援や国際協調の強化に向け
た我が国の取組を「新・ゴミ
ゼロ国際化行動計画」として
取りまとめて世界に発信す
るなど、アジアや世界で 3R
を推進するための国際協力
を充実します。 
我が国の 3R・廃棄物管理の先
進的な制度・技術・経験を活
かしつつ、以下の取組を推進
します。我が国の 3R・廃棄物
管理の先進的な制度、優れた
技術・システム、各主体の取
組と連携の経験を、アジアを
始めとする世界各国の国別
3R 推進計画の策定支援やエ
コタウンをモデルとした循
環型の都市づくりへの協力、
安全で衛生的なし尿処理シ
ステムの普及支援などを通
じて、成長著しいアジアから
今後の発展が期待されるア
フリカまで、各国に適した形
で展開し、各国内の循環型社
会の形成を支援します。 
そのため、各国の関連する制
度の整備状況、廃棄物管理の
実態や技術等に対するニー
ズを把握し、状況に合わせた
我が国の 3R 技術・システム
の提供や研修生の受け入れ

文
部
科
学
省 

循環型社会の構築も含め、持続可能
な社会づくりの担い手づくりのため、
国連決議によりユネスコが主導機関
として進める「国連持続可能な発展の
ための教育（ESD）」を、ユネスコと協
力し推進している。 
 途上国に対しては、持続可能な社会
の構築、将来世代の人材育成等の諸課
題に取り組み、我が国が国際的に提唱
した「国連 ESD の 10 年（DESD）」のイ
ニシアティブを推進している。 

○世界的な ESD 普及のため、ユネスコ本
部へESD推進のための信託基金を拠出
している。（平成 23 年度拠出額 2億 6
千万円） 
○ESDの推進拠点と位置づけているユネ
スコスクール加盟校の増加、ユネスコ
スクール間のネットワーク強化に取
り組んでいる。（平成 23 年 6月現在
308 校） 

平成 22 年 3月当初 136 校だったユ
ネスコスクール加盟校数が、平成 23
年 6月現在で 308 校へ増加した。 

国内的取組として 500 校を目標に
ユネスコスクール加盟校の増加、ネ
ットワーク強化を図る。 
また、国際的取組として、我が国
の優良事例を国際的に発信するとと
もにアジア地域共通のモデル・プロ
グラムの構築を図る。 

経
済
産
業
省 

各国が相互に連携し、域内における
資源有効利用を促進することで資源
消費量を抑制し、同時に環境汚染の拡
散を防止することによって、持続可能
なアジア循環型経済社会圏の構築を
図る。 

○政策対話の実施 
・タイ、マレーシア、ベトナム、インド
ネシア、フィリピンと 3R を議題の１
つとしたグリーン・エイド・プラン
（GAP）等の政策対話を実施した。（平
成 22 年度各１回） 
・また、中国との間で 3R 政策に関する
意見交換を目的とした「資源循環政
策対話」を平成21年６月に開催した。 
 
○アジア各国における循環型経済社会
構築に向けた施策 
・中国との間で、循環型都市に関する協
力の実施に合意。平成 19 年度からこ
れまでに、７件の都市間協力事業を
実施し、我が国の自治体が有するリ
サイクル施設等の整備に関するノウ
ハウを中国の地方政府に移転した。
さらに中国の各地域で直面している
廃棄物・リサイクル問題を解決する
ため、我が国のリサイクル技術・シ
ステムを活用した実証事業を３件実
施。 
・タイ、マレーシア及びインドにおいて
循環型都市協力（エコタウン協力）
事業を実施。 
○国際機関との連携 
・地球規模での 3R 促進を目的とする調
査を OECD に提案し、OECD による報告
書が取りまとめられたところ。 
・「東アジアにおける 3R 政策の在り方」

平成 16 年 10 月に産業構造審議会・
リサイクル小委員会国際資源循環ワ
ーキンググループで取りまとめられ
た報告書（「持続可能なアジア循環型
経済社会圏の実現へ向けて」）で示さ
れている施策展開の方向性に従って
取組を進めているところである。 
日中循環型都市協力については、平
成 21 年度までに事業を完了した北九
州市-青島市、北九州市―天津市、兵
庫県-広東省、川崎市－上海市浦東新
区の協力に加え、平成 22 年度は北九
州市－大連市、茨城県－天津市、福岡
県－江蘇省との間で協力を実施。 
それぞれの協力の取組状況等につ
いて、日中資源循環政策対話や日中省
エネルギー・環境総合フォーラムにお
いて両国が認識を共有。 
タイ、マレーシア及びインドにおい
て循環型都市協力（エコタウン協力）
事業を実施中。 
 

循環型都市協力（エコタウン協力）
については、これまで重点的に取り
組んできた中国から、アセアン・イ
ンド等の地域への展開を強化する。
特に、エコタウン協力を既に実施し
ているタイ、マレーシア、インド以
外の国・地域への展開を検討する予
定。 
 ERIA の「東アジアにおける 3R政策
の在り方」研究において、我が国の
経験・技術も活用しつつ、アジア全
体の「3R ビジョン」を提示し、ハー
ド面とソフト面の整備を通じた各国
での環境ビジネスの創出・発展に貢
献 
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を実施します。また、国レベ
ルのみならず、国民、事業者、
地方公共団体など多様な主
体同士での国際的な連携を
進めます。 
 

研究を ERIA（東アジア・ASEAN 経済研
究センター）に提案し、ERIA におい
て専門家による研究が実施されてい
るところ。 

環
境
省 

○3R イニシアティブの提唱 

 

○2008 年 5月には G8環境大臣会合が神
戸で開催され、G8 各国及びアジア等
途上国において 3R の取組が進展して
いることが確認されると共に、G8 各
国が 3R 政策に関して取るべき行動を
列挙した「神戸 3R 行動計画」が合意
された。また、アジア等における循環
型社会構築に向けた我が国の行動計
画「新・ゴミゼロ国際化行動計画」を
発表した。「神戸 3R 行動計画」は、同
年 7月に開催された G8 北海道洞爺湖
サミットにおいて、G8 首脳間で支持
された。 
○神戸３R行動計画のフォローアップに
ついて 
・2011 年 5 月、OECD が神戸３Ｒ行動計
画に基づく報告書「G8 及び OECD 諸国
における資源生産性」を発表 
・2011 年 5 月、ドーヴィル（フランス）
で開催された G8 サミットでの首脳宣
言において「神戸３R行動計画」への
支持が再確認され、上記 OECD 報告書
が歓迎され、OECD がこの問題に引き
続き取り組むことが奨励された。 
・2011 年 6 月、資源生産性・廃棄物作
業部会（WPRPW）OECD 第 1 回会合にお
いて、上記 OECD 報告書等について議
論された。 
○UNEP が天然資源の利用による環境へ
の影響の科学的評価などを目的に
2007 年に設立した「持続可能な資源
管理に関する国際パネル」への資金拠
出や我が国の知見の提供等の支援を
行っている。 

○3R イニシアティブの展開により国
際的な 3R の取り組みが進展してい
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○同パネルの成果としてこれまでに
金属資源等に関するレポートが５件
公表されている。 

○UNEPやOECD等における持続可能な
資源・物質管理に関する活動に貢献
していくとともに、その成果を我が
国の施策にも反映していく。 
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 （新） 
日本の先進的な廃棄物処理・リサイク
ル技術を制度とパッケージにして海
外展開することにより、世界の環境保
全、資源循環や日系静脈産業の発展・
日本の経済成長に貢献する。 

 
○2011 年 5 月、「平成 23 年度静脈産業
の海外展開促進のための実現可能性
調査等支援事業」の対象事業として
31 件の応募があり、外部審査委員に
よる審査の結果、７件を対象事業とし
て選定。 
○2011 年 8 月、「静脈産業海外展開促
進フォーラム」を設立して第 1回総会
を開催し、静脈産業の海外展開につい
て、事業者、地方公共団体、関係団体
等による情報共有、意見交換を行っ
た。 
○我が国静脈産業の海外展開促進のた
めの戦略について、有識者会合を開催
し、検討中。 
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環
境
省 

神戸 3R 行動計画に基づき、アジア全
体で 3R イニシアティブを展開するた
め、アジア各国における循環型社会構
築の支援や地域的取組を支援し、我が
国の知見・経験を活用して、アジア各
国における 3R 推進のための国別戦略
の策定支援（タイ、バングラデシュ、
カンボジア、フィリピン、ベトナム、
インドネシア）、3R ナレッジハブなど
情報・技術の拠点整備及び研究ネット
ワークの構築、環境と保健に関する東
南・東アジア閣僚級地域フォーラムを
通じた医療廃棄物管理等に関する現
状分析・政策提言の検討・ワークショ
ップの企画、政策対話、国連と共催で
｢国連持続可能な廃棄物管理会議｣等
を行っている。 
また、有害廃棄物の不法輸出入の防
止に関するアジアネットワークの形
成及びバーゼル条約によるアジア太
平洋地域における e-waste の環境上
適正な管理に関するプロジェクトの
支援を行っている。これらにより、3R
の推進と廃棄物の適正処理を進め、ア
ジア全体における循環型社会の構築
を目指している。 

○アジア 3R 推進フォーラム 
・2008 年 10 月に開催された東アジア首
脳会議環境大臣会合（ベトナム、ハノ
イ）において、「アジア 3R 推進フォー
ラム」の発足を日本から提案し、参加
各国より賛同を得た。 
・2009 年 11 月の「アジア 3R 推進フォ
ーラム設立会合」を UNCRD と共同で開
催し、同会合において東京 3R 宣言が
採択され、アジアでの 3R の国際的推
進のプラットフォームとしてアジア
3R 推進フォーラムが発足。 
・2010 年 10 月に「アジア 3R 推進フォ
ーラム第２回会合」をクアラルンプー
ル（マレーシア）にて開催。 
・2011 年 10 月に「アジア 3R 推進フォ
ーラム第 3回会合」をシンガポールに
て開催。 
・上記第 2回会合、第 3回会合のサイド
イベントとして開催された「アジア 3R
推進市民フォーラム」の開催を支援。 
○環境と保健に関する東南・東アジア閣
僚級地域フォーラム 
・2008 年 12 月、「環境と保健に関する
東南・東アジア閣僚級地域フォーラ
ム第 2回廃棄物作業部会」を開催。 
・2010 年７月、「第 2回環境と保健に
関する東南・東アジア閣僚級地域フ
ォーラム」が開催され、廃棄物作業
部会を含む各部会の活動報告が行わ
れ、次期活動計画が承認。 
○国連持続可能な開発委員会（CSD） 
・2010 年 3 月、「国連持続可能な廃棄物
管理会議準備会合」を東京にて開催。 
・2010 年 5 月、CSD18 サイドイベント（ニ
ューヨーク）を開催。 
・2011 年 2 月、「国連持続可能な廃棄物
管理会議」を東京にて開催。 
・2011 年 5 月、CSD19 サイドイベント（ニ
ューヨーク）を開催。 
○3R 国家戦略 
・2005 年より、環境省がアジア途上国
を対象に 3R 国家戦略の策定を支援し
た。 
 

○2011 年 10 月、アジア 3R 推進フォー
ラム第 3回会合が、日本国環境省、
シンガポール環境水資源省・国家環
境庁、国際連合地域開発センター
（UNCRD）の主催によりシンガポー
ルで開催され、成果文書として議長
サマリー及びシンガポールフォー
ラム提言が採択される等、アジア全
体で 3R 推進に向けた合意形成が進
んでいる 
 
○2011 年 5 月、国連持続可能な開発委
員会第 19 会期（CSD19、ニューヨー
ク）にて、サイドイベントを開催し
た。 
本サイドイベントでは、「地方自治
体の廃棄物管理サービスを拡大す
るための国際パートナーシップ
（International Partnership for 
Expanding Waste Management 
Services of Local Authorities；
IPLA）」が正式に発足した。 
 
○2009 年 12 月、ベトナムで 3R 国家戦
略が策定。 
 
○2010 年 12 月、バングラデシュで 3R
国家戦略が策定。 
 

○アジア 3R 推進フォーラム等によ
り、アジアにおける 3R の推進に向
けた政策対話を進め、更なる合意形
成を目指していく。 
○アジア 3R推進フォーラム第 4回会
合（ハノイ）に向けた準備。 
 
○不法輸出入の防止に当たり、アジ
ア各国におけるバーゼル条約担当
官だけでなく、水際での法施行を担
う税関や関係国際機関等との連携
強化を図る。 
 
○アジア E-waste プロジェクトやコ
ンピュータ機器廃棄物適正管理事
業等を通して、引き続き、アジア
における有害廃棄物の環境上適正
な管理体制の構築支援を行う。 
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 ○アジアネットワークワークショップ
の開催 
・平成 17 年度日本（東京） 
・平成 18 年度中国（北京） 
・平成 19 年度日本（東京） 
・平成 20 年度マレーシア（クアラルン
プール） 
・平成 21 年度日本（横浜） 
・平成 22 年度カンボジア（シェムリア
ップ） 
○アジア E-waste プロジェクトの実施 
・平成 20 年度：バーゼル条約アジア太
平洋地域事務所（中国）による
E-waste 判断基準調査の実施 
・平成 21 年度：アジア太平洋地域にお
ける E-waste トレーニングワークシ
ョップの開催、カンボジアにおける
E-waste の環境上適正な管理に関す
る訓練講習会開催等 
○2011 年 10月にコロンビアのカルタヘ
ナにおいて、バーゼル条約第 10 回締
約国会議（COP10）が開催され、次期
２年間の活動内容、予算、関連する
条約との関連性等についての決定案
が採択された。 
 
 
 
 

  

経
済
産
業
省 

中小企業を含めた我が国企業の 3R
分野の「環境力」の高度化・高効率化
を図ることを目指して、地域ごとに技
術開発・実証実験や海外展開の支援を
パッケージとして実施することで、3R
関連産業の市場規模拡大を図る。 

具体的には循環型都市協力が行われ
ており、これまで中国において北九州市
と青島市・天津市・大連市、兵庫県と広
東省、川崎市と上海浦東新区、茨城県と
天津市、福岡県と江蘇省で協力事業を実
施。また、タイ、マレーシア、インドで
も協力事業を実施し、インフラ整備促進
のためのフィージビリティ・スタディ調
査、人材育成などを行っている。 
また、平成 22 年度からインフラ・シ
ステム輸出促進の一環として、アジアリ
サイクルビジネス実施可能性調査事業
を実施中。平成 22 年度から２件、平成
23 年度から３件を実施し、我が国リサ
イクル企業によるアジアへの事業展開
を支援中。 
 さらに、平成 21 年度からは、中国に
おいてリサイクルの実証事業を実施し
ており、平成 21 年度はアジアにおける
廃家電や廃液のリサイクルの実証事業
２件を、平成 22 年度にはセメントキル
ンを利用したリサイクルの実証事業１
件を補助金等により支援している。 

循環型都市協力については、都市間
の協力からビジネスに繋がる協力に
進展している。 
また、アジアリサイクルビジネス実
施可能性調査事業、アジアリサイクル
実証事業、国際見本市の開催により、
我が国のリサイクルビジネスの海外
展開を支援。 

引き続き、循環型都市協力、アジ
アリサイクルビジネス実施可能性調
査事業、アジアリサイクル実証事業
によりリサイクルビジネスの展開を
図る。 
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また、平成 23 年１月には 3R 関連企業
の国際見本市を開催。 
 
 

  

外
務
省 

（独）国際協力機構を通じ、専門家
派遣、研修員受入、機材供与などを通
じてゴミの分別収集の実施、ゴミ収集
システムの改善、住民意識向上、政府
の行動計画策定への協力を進め、廃棄
物管理の改善、循環型社会の形成を目
指している。 
 
 

平成20年度から平成21年度にフィリ
ピン、ベトナム、中国、フィジー、メキ
シコ、キューバにおいて、専門家の派遣
等によるキャパシティ・ディベロップメ
ント・プロジェクトを実施した。 
平成 22 年度には、マレーシア、ベト
ナム、インドネシア、大洋州（11 か国）
で、また平成 23 年度にはマレーシア、
中国、フィジー、大洋州（11 か国）、コ
ソボでプロジェクトを実施した。 
 

 今後は、環境省が行っている政策
対話、戦略づくり支援のもとで具体
的に途上国のキャパシティ・ビルデ
ィング等について協力を進めるとと
もに、アジアでの取組を強化・発展
させ、中南米、東欧、アフリカでも
3R イニシアティブの理解増進を図
る。 
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国
際
２-

② 

持続可能な資源循環に関す
る日本の貢献を、2012 年（平
成 24 年）までに、東アジア
での循環型社会の構築に向
けた基本的な考え方や目標
を定めた「東アジア循環型社
会ビジョン」として策定し、
特に貿易量の多い東アジア
全体で適正かつ円滑な資源
循環の実現を目指します。 
その際、東アジア諸国を「パ
ートナー」ととらえ、3R の考
え方等の基本認識を共有し
た上で、「東アジア循環型社
会ビジョン」の実現を目指し
て協働するよう、二国間の政
策対話や多国間のプロセス
で協力を深めます。 
 

外
務
省
、
環
境
省 

東アジア諸国との二国間協力の機
会を利用し、各国に対し、関連施策の
実施を促すとともに、協力を強化す
る。 

○平成 20 年４月の日韓首脳会談、同 10
月の日中環境保護合同委員会、平成
21年６月及び平成 22年８月の第２回
日中ハイレベル経済対話、平成 21 年
9月及び平成 22 年 9月の日韓環境保
護協力合同委員会、平成 22 年４月の
第９回日中環境保護合同委員会、８月
の第３回日中ハイレベル経済対話、９
月の第 13 回日韓環境保護協力合同委
員会等の機会に、循環型社会の構築に
向けた協力を推進すること等を確認。 
○平成21年10月の第２回日中韓サミッ
トの際に持続可能な開発に関する共
同声明を採択・発表し、第 11 回三か
国環境大臣会合において指定した 3R
を含む 10 の環境分野をエンドース
し、2010 年の第 12 回三か国環境大臣
会合では、これらの 10 分野について
の共同行動計画を作成した。平成 22
年５月の第３回日中韓サミットでは、
この 10 分野についての共同行動計画
の採択を歓迎し、この計画の実現に向
けて協力を進めていくことで一致し
た。 
○2009 年５月に北京において第３回日
中政策対話を実施。 
○2009 年６月に「川崎市及び瀋陽市の
環境にやさしい都市の構築に係る協
力に関する覚書」を締結。 
○2009 年８月にソウルにおいて第４回
日韓政策対話を実施。 
○2010 年 7月に 3Rの促進及び廃棄物管
理分野における協力に関する 基本合
意書に署名を行い、日本国環境省とシ
ンガポール国家環境庁が 3R の促進及
び廃棄物管理の向上に向けた協力を
行うこととした。 
○2010 年 10 月、インドネシア環境省と
の固形廃棄物、有害・毒性廃棄物管理
の分野における協力覚書 
○2010 年 11 月 マレーシア住宅・地方
自治省との食品廃棄物管理における
協力に関する書簡の交換 
○2011 年 3 月、中国（北京及び瀋陽）
にて「環境にやさしい都市ワークショ
ップ」を日本国環境省、中国環境保護
部の共催で開催 
○2011 年 4 月、第 6回日中韓三カ国 3R
／循環経済セミナーを釜山（韓国）に
て開催。 
 

各国との政策対話等を通じ、アジア
における循環型社会の構築向けた取
組が進んでいる。 

 今後とも、循環型社会の構築に向
け、東アジア諸国との協力を強化す
るため、二国間、多国間の様々な会
合の機会を利用し、働きかけていく。 
 また、アジア途上国における３Ｒ
政策の立案・実施を支援する協力事
業を一層推進していく。 
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国
際
２-

③ 

廃棄物等の国際的な移動に
よる汚染を防止するため、ア
ジア諸外国との連携を図り、
不法輸出入防止に向けた情
報交換の推進や施行能力の
向上のための取組支援を推
進します。 

環
境
省 

○廃棄物等の不適正な輸出入の防止
（再掲）  
環境省が提唱し、アジア地域を対象
としたバーゼル条約実施能力の向
上及び関係国間の情報交換体制の
構築を目的として作られたアジア
ネットワークにおいて、各国におけ
る輸出入規制情報の共有化を行う
とともに、毎年度ワークショップを
開催してアジア地域における有害
廃棄物の不適正な輸出入の防止に
関する議論を継続的に行っている。 
 
○アジア地域における環境上適正な
管理能力の向上（再掲） 
バーゼル条約の枠組みにおけるア
ジア太平洋地域でのE-wasteの環境
上適正な管理に関するプロジェク
ト（アジア E-waste プロジェクト）
やコンピュータ機器廃棄物適正管
理事業等の執行を通して、アジアの
途上国における有害廃棄物の環境
上適正な管理体制の構築支援を進
めている。 
 
 

○アジアネットワークワークショップ
の開催 
 ・平成 17 年度日本（東京） 
 ・平成 18 年度中国（北京） 
 ・平成 19 年度日本（東京） 
 ・平成 20 年度マレーシア（クアラル
ンプール） 

 ・平成 21 年度日本（横浜） 
 ・平成 22 年度カンボジア（シェムリ
アップ） 

 
○アジア E-waste プロジェクトの実施 
・平成 20 年度：バーゼル条約アジア
太平洋地域事務所（中国）による
E-waste 判断基準調査の実施 
・平成 21 年度：アジア太平洋地域にお
ける E-waste トレーニングワークシ
ョップの開催、カンボジアにおける
E-wasteの環境上適正な管理に関する
訓練講習会開催等 
 
○2011 年 10月にコロンビアのカルタヘ
ナにおいて、バーゼル条約第 10 回締
約国会議（COP10）が開催され、次期
２年間の活動方針、予算、関連する
条約との関連性等についての決定案
が採択された。 
 
 

○アジアネットワーク事業の一環と
して、ワークショップの開催やホー
ムページの更新・改訂、廃棄物等の
越境移動・リサイクルの現状分析、
日本の取組を紹介するパンフレット
の作成等を行った。 
 
○中国や韓国等の二国間での政策対
話を行い、廃棄物等の輸出入管理に
係る協力体制の強化を図った。 
 
○引き続き、アジア E-waste プロジェ
クトの形成・実施支援を行ったほ
か、コンピュータ機器廃棄物適正管
理事業の立上げ支援を行った。 

○不法輸出入の防止に当たり、アジ
ア各国におけるバーゼル条約担当
官だけでなく、水際での法施行を担
う税関や関係国際機関等との連携
強化を図る。 
 
○アジア E-waste プロジェクトやコ
ンピュータ機器廃棄物適正管理事
業等を通して、引き続き、アジア
における有害廃棄物の環境上適正
な管理体制の構築支援を行う。 

国
際
２-

④ 

国内でも海外でもリサイク
ルが行われているもの（例え
ば、ペットボトルや家電）に
ついては、国内の取組の安定
性を確保しつつ、不適切な廃
棄物が輸出されることがな
いよう水際対策の実施を推
進します。 
 

環
境
省 

○廃棄物等の不適正な輸出入の防止
（再掲） 
・輸出入事業者等に対してバーゼル条
約の制度の趣旨やバーゼル法及び廃
棄物処理法の周知を図り、不適正な
輸出入を防止するためのバーゼル法
等説明会を開催する。 
・廃棄物等の輸出入に関する事前相談
を実施する。 
・不法輸出入が疑われる事案につい
て、港において貨物の立入検査を実
施するなど、廃棄物等の不適正な輸
出入に対する水際対策の強化に努め
る。 
 
 

○バーゼル法等説明会の開催 
・平成 17 年度全国 11 か所 
・平成 18 年度全国 12 か所 
・平成 19 年度全国 10 か所 
・平成 20 年度全国 10 か所 
・平成 21 年度全国 11 か所 
・平成 22 年度全国 12 か所 
 
○個別の貨物について、地方環境事務所
による事前相談の実施 
・平成 17 年度約 1,100 件 
・平成 18 年度約 1,400 件 
・平成 19 年度約 1,300 件 
・平成 20 年度約 1,100 件 
・平成 21 年度約 1,800 件 
・平成 22 年度約 2,200 件 
 
○税関と連携した貨物検査の実施 
・平成 21 年度 150 件 
・平成 22 年度 152 件 
 
 
 

○引き続き、事業者に対するバーゼル
法等説明会の開催、事前相談の実
施、不法輸出入疑義事案への対応を
行った。 
 
○事前相談管理システムを活用して
税関等の関係省庁と事前相談情報
を共有することにより、輸出入事業
者に対する迅速かつ統一的対応を
行った。 
 

○引き続きバーゼル法及び廃棄物処
理法に基づき不適正な輸出入を防
止する。 
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経
済
産
業
省
、
環
境
省 

市町村により分別収集された使用
済ペットボトルは、容器包装廃棄物の
排出の抑制並びにその分別収集及び
分別基準適合物の再商品化の促進等
に関する基本方針に基づき指定法人
等への円滑な引渡しを促進すること
が必要であり、指定法人以外の事業者
に引き渡す場合にあっては、環境保全
対策に万全を期しつつ適正に処理さ
れていることを確認することが必要
である。 
このため、輸出等市町村における独
自処理に関する実態調査を行い、基本
方針に基づく対応について周知、徹底
を行っている。 

市町村により分別収集された使用済
ペットボトルの指定法人向け処理量の
割合は、平成 21 年度以降は横ばい傾向
にある。 
【平成 22 年度実態調査結果】 
21 年度（実績） 67.0％ 
22 年度（見込） 67.5％ 
23 年度（計画） 67.7％ 

市町村により分別収集された使用
済ペットボトルの指定法人向け処理
量の割合は、平成 21 年度以降は横ば
い傾向にある。 
 

基本方針に基づき、引き続き指定
法人等への円滑な引渡しの促進によ
り環境保全対策に万全を期しつつ適
正に処理されることを推進する。 

国
際
２-

⑤ 

また、家庭から排出された有
害物質を含んだ家電のうち、
実際には中古利用に適さな
いものが中古利用の名目で
輸出されることがないよう、
バーゼル法における中古利
用に係る輸出時の判断基準
の明確化等を検討します。 
 

環
境
省 

○家庭用電気電子機器等の品目を対
象として、バーゼル条約や廃棄物
処理法の規制対象となる範囲や判
断基準の明確化等について検討を
行う。 
 
○使用済み電気・電子機器の輸出につ
いて、バーゼル法の適正な施行、
運用等について検討を行う。 
 
 

○使用済みブラウン管テレビの輸出時
における中古品判断基準の策定・適用 
 
○バーゼル法の適切な施行、運用等のた
めの検討会を設置。 

使用済みブラウン管テレビの輸出時
における中古品判断基準の策定によ
り、中古利用に係る輸出時の判断基準
の明確化のための取組が進展した。 

○バーゼル法や廃棄物処理法の対象
となり得る品目について、必要に
応じ、水際での判断基準の明確化
や監視体制の強化等を検討する。 
 
○使用済み電気・電子機器の輸出時
における中古品判断基準及び金属
スクラップの有害特性の分析手法
等について検討、策定を行い、関
係業界及び税関等に対し周知を行
う。 

国
際
２-

⑥ 

さらに、アジアをはじめ途上
国では適正な処理が困難で
あるものの日本では処理が
可能である廃棄物等を、各国
から日本がその対応能力の
範囲内で受け入れ、高度な技
術で金属を回収し、リサイク
ルするなど、環境保全上望ま
しい形での国際移動の円滑
化を図ります。 
 

環
境
省 

○廃棄物の処理のための国際移動を
含めアジア全体での資源循環の在
り方について検討を進める。 
 
○途上国では適正処理が困難である
が、我が国では処理可能な自社の国
外廃棄物等を、対応能力の範囲内で
受け入れて適正に処理する取組が
進められており、このような活動
は、国内における適正処理が確保さ
れる限りにおいては、広義の排出事
業者責任や製造事業者責任を全う
するものであり、また、輸出国の環
境負荷を低減させるものであるこ
とから、地球環境保全の観点からも
積極的に推進していくべきもので
ある。 
このような点を踏まえ、適正な廃棄
物管理を達成しつつ、廃棄物輸入の
展開方策を検討する。 

○平成 22 年の廃棄物処理法の改正によ
り、廃棄物を委託して処理する事業者
も輸入申告を可能とし、日本国内にお
いて処理することにつき相当な理由
があると認められる場合には、国外廃
棄物を他人に委託して適正に処理す
ることができると認められる者も、輸
入許可の対象者とすることとなった。 
 
○廃棄物の処理のための国際移動を含
めアジア全体での資源循環の環境や
経済等への影響、効果の評価に関する
国際的な調査を行っているところ。 
 
 

○調査結果を基にアジア地域におけ
る廃棄物の越境移動や処理施設に
関する情報を明確にでき、アジアに
おける廃棄物の資源循環を目的と
した国際移動の円滑化が進んでい
る。 

○アジア各国においてリサイクル施
設の整備が進むことが予想され、
国際循環として資源性の高い廃棄
物等の需要が高まることから、ア
ジアにおける資源循環に関する調
査を継続する。 
 
○循環資源の有効利用と環境負荷低
減を両立するため、廃棄物輸入の
展開方策について検討する。 
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国
際
２-

⑦ 

その際には、多様な関係主体
の参画・連携を促進し、政府
部内においても、適切かつ効
率的で安全・安心が確保され
た国際静脈物流システムの
構築等を推進します 

国
土
交
通
省 

○国際静脈物流システムの構築 
将来発生量の増大が見込まれる鉄
くず等の余剰循環資源について、そ
の有効活用を図るため、循環資源の
輸出ターミナルの拠点化・大型化・
情報ネットワーク化等による効率的
な国際静脈物流システムの構築に向
けた検討を進めた。 

物流管理の強化、情報ネットワークの
形成など効率的な国際静脈物流に対応
したリサイクル拠点及びネットワーク
の形成に向けた推進方策について検討
した。  

国際循環資源の流動実態の分析と
課題の抽出等、国際静脈物流システム
の構築に向けた取組が進展した。 

リサイクルポート施策の推進のた
め、必要に応じて国際静脈物流シス
テムの構築に向けた検討を行う。 

国
際
２-

⑧ 

国際機関や各国と連携して
アジア工科大学（バンコク）
に構築された 3R の情報拠点
の整備をさらに進めます。 
また、アジア太平洋地域の廃
棄物処理や 3R の専門家によ
る研究ネットワークの発展
を進めます。これらの取組を
相互に連携させ、地域各国に
おける3R推進の知識･情報基
盤となる「アジア 3R 研究･情
報ネットワーク」を構築し、
政策・経験の共有を通じて各
国の3Rの取組を支援します。 
 

環
境
省 

（再掲） 
神戸 3R 行動計画に基づき、アジア
全体で 3R イニシアティブを展開する
ため、アジア各国における循環型社会
構築の支援や地域的取組を支援し、我
が国の知見・経験を活用して、アジア
各国における 3R 推進のための国別戦
略の策定支援（タイ、バングラデシュ、
カンボジア、フィリピン、ベトナム、
インドネシア）、3R ナレッジハブなど
情報・技術の拠点整備及び研究ネット
ワークの構築、政策対話等を行う。 

○3R ナレッジハブのコンテンツ作りの
支援。 
○ベトナム・インドネシアなどにおいて
UNCRD、UNEP、IGES と連携して国別の
状況に応じた 3R 国家戦略の策定支援
実施。 
○IGES と共同してアジアにおける循環
型社会構築に向けた政策的対応や国
際的連携方策の検討に資する政策研
究並びに研究成果の普及等（ワークシ
ョップの開催等）を行っている。 

○地域各国における 3R 推進の政策・
経験の共有等が進んでいる。 
 
（再掲） 
○2009 年 12 月、ベトナムで 3R 国家戦
略が策定。 
○2010 年 12 月、バングラデシュで 3R
国家戦略が策定。 
 

今後も地域各国における 3R 推進 
の政策・経験の共有等を通じて各 
国の 3R の取組を支援していく。 
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国
際
２-

⑨ 

さらに、ライフサイクル全体
を視野に入れた製品の環境
配慮や循環資源の品質等に
係る基準・規格のアジア域内
での普及を推進します。 
G8 各国が、「持続可能な社会」
の実現に向け天然資源の消
費の抑制及び環境負荷の最
小化に率先して取り組むた
め、資源生産性の向上など、
我が国が G8 の先頭に立って
3R イニシアティブの更なる
展開を図ります。 
 

環
境
省 

（再掲） 
○3R イニシアティブの展開 

（再掲） 
○2008 年 5月には G8環境大臣会合が神
戸で開催され、G8 各国及びアジア等
途上国において 3R の取組が進展して
いることが確認されると共に、G8 各
国が 3R 政策に関して取るべき行動を
列挙した「神戸 3R 行動計画」が合意
された。また、アジア等における循環
型社会構築に向けた我が国の行動計
画「新・ゴミゼロ国際化行動計画」を
発表した。「神戸 3R 行動計画」は、同
年 7月に開催された G8 北海道洞爺湖
サミットにおいて、G8 首脳間で支持
された。 
○神戸３R行動計画のフォローアップに
ついて 
・2011 年 5 月、OECD が神戸 3R 行動計画
に基づく報告書「G8 及び OECD 諸国に
おける資源生産性」を発表 
・2011 年 5 月、ドーヴィル（フランス）
で開催された G8 サミットでの首脳宣
言において「神戸３R行動計画」への
支持が再確認され、上記 OECD 報告書
が歓迎され、OECD がこの問題に引き
続き取り組むことが奨励された。 
・2011 年 6 月、資源生産性・廃棄物作
業部会（WPRPW）OECD 第 1 回会合にお
いて、上記 OECD 報告書等について議
論された。 
○UNEP が天然資源の利用による環境へ
の影響の科学的評価などを目的に
2007 年に設立した「持続可能な資源
管理に関する国際パネル」への賃金拠
出や我が国の知見の提供等の支援を
行っている。 
 
 

（再掲） 
○3R イニシアティブの展開により国
際的な 3R の取り組みが進展してい
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○同パネルの成果としてこれまでに
金属資源等に関するレポートが５
件公表されている。 

 

国
際
２-

⑩ 

資源生産性をはじめとする
物質フロー指標について、よ
り精度の高い共通の指標の
作成にレベルアップするこ
とを目指し、環境影響の評価
等も念頭に置きながら、その
ための国際共同研究に積極
的に取り組みます。 
 

環
境
省 

平成 20 年３月に採択された「資源
生産性に関する OECD 理事会勧告」に
基づき、国際機関等の動向を踏まえ、
研究を推進する。 

今後、さらに国際的な手法開発等の国
際的研究が行われる予定であり、こうし
た OECD における取組は、2008 年にわが
国で開催された G8 環境大臣会合、G8 サ
ミット及び、2011 年 5 月に開催された
G8 サミットでの首脳宣言においても評
価されたところ。 

 「資源生産性に関する OECD 理事会
勧告」に基づき、国際機関等の動向
を踏まえ、一層の研究を推進する。 
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国
際
２-

⑪ 

具体的には、天然資源の利用
による環境への影響の科学
的評価などを目的に国連環
境計画（UNEP）が設立した「持
続可能な資源管理に関する
国際パネル」や 3R 推進に関
する共通のルールとなりう
る OECD の物質フローと資源
生産性に関する作業等を支
援していきます。 

環
境
省 

国連環境計画（UNEP）は、平成 19
年に「持続可能な資源管理に関する国
際パネル」（以下「資源パネル」とい
う。）を設立し、資源の効率的な利用
による経済成長と、経済成長に伴う環
境影響の低減について議論すること
にしており、３Ｒイニシアティブの国
際的な推進とも関係する上、持続可能
な社会のあり方を世界レベルで検討
する重要な位置づけになっている。天
然資源の持続可能な利用に関する我
が国の知見を同パネルでの議論に反
映し、また我が国の関心事項に対応し
た議論を同パネルで行ってもらうた
めに、同パネルに対して財政的にも支
援を行い、発言力を確保する。 

○UNEP「持続可能な資源管理に関する国
際パネル」に対し、平成 20 年度より
資金拠出を行うことにより、多岐にわ
たるパネルの活動の着実な進展に貢
献しているところ。 
 
（再掲） 
○UNEP が天然資源の利用による環境へ
の影響の科学的評価などを目的に
2007 年に設立した「持続可能な資源
管理に関する国際パネル」への賃金拠
出や我が国の知見の提供等の支援を
行っている。 
 
○平成 21年 3月にアジア各国の政策責
任者と同パネルメンバーの参加によ
る「持続可能な資源管理に関するアジ
ア地域セミナー」を同パネル事務局と
共催し、パネルの活動にアジアの政策
ニーズを反映させる観点から主導的
役割を果たした。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
○同パネルの成果としてこれまでに
金属資源等に関するレポートが５
件公表されている。 

今後も同パネルに対して財政的に
も支援を行い、成果について一層の
発言力を確保していく。 

 
 


